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電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令案

について 

（諮問第１１９７号） 

 

 

＜目  次＞ 

 

１ 報告書 

 

２ 答申書（案） 

 

３ 電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令案

の概要 

 

４ 省令案の概要に関する参考資料 

 

５ 新旧対照表 
・電気通信事業法施行規則 

・電気通信事業会計規則 

・第一種指定電気通信設備接続会計規則 

 

（今回の諮問に係る事項を含まない省令） 
【上記の省令の改正による表番号の変更に伴う改正等】 

・東日本電信電話株式会社が西日本電信電話株式会社に

交付することができる金銭の額の範囲を定める省令 

・接続料規則 

・基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算

定等規則 



平成２０年２月２８日  

 

 情報通信審議会電気通信事業部会 

  部会長  根 岸  哲 殿 

 

                       接 続 委 員 会 

                          主 査    東 海  幹 夫 

 

 

報 告 書 

 

 

平成１９年１２月１８日付け諮問第１１９７号をもって諮問された事案について、調査の結果、

下記のとおり報告します。 

 

記 

 

１ 本件、電気通信事業法施行規則等の一部改正については、諮問のとおり改正することが適

当と認められる。 

 

２ なお、提出された意見及びそれに対する当委員会の考え方は、別添のとおりである。 

 

 

 



別 添 

 

 

 

 

 

 

電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令案 

に対する意見及びそれに対する考え方 

 

 

 

 

平成２０年２月２８日 

情 報 通 信 審 議 会 

電 気 通 信 事 業 部 会 

接 続 委 員 会 



 １

 

第一種指定電気通信設備接続会計規則の一部改正について 

意   見 再  意  見 考  え  方 

意見１ 第一種指定電気通信設備接続会計の原価

算定機能を高めるため、設備区分の統廃合を行う

ことは重要なことであるが、安易な設備区分の統

廃合はすべきでなく、設備区分の廃止・統合に係

る省令改正を行う際には、今回と同様、その廃止・

統合が与える影響について事前に十分な説明を

行う必要がある。 

再意見１ 考え方１ 

○ 第一種指定電気通信設備接続会計（以下、「接続

会計」という。）の原価算定機能を高める手段の一つ

として、第一種指定電気通信設備接続会計規則（以

下、「接続会計規則」という。）に定められた様式の設

備区分の統廃合を行うことは重要なことですが、

2007 年 10 月 11 日に総務省より公表された「電気通

信事業における会計制度の在り方に関する研究会」

最終報告書（以下、「会計研報告書」という。）P.16 に

おいては、「当該設備区分が実績原価方式の接続料

算定に用いられるかどうかだけでなく、将来原価方

式やＬＲＩＣ方式の接続料算定に関係するかどうかも

併せ考慮することが必要」、「実際のネットワークを構

成する主要な設備については、接続料算定に有意

に機能していないことをもって直ちに他の設備区分と

統合することは適当ではない」とあることからも、安

易な設備区分の統廃合はすべきではありません。 

   そのためにも、今後においても設備区分の廃止・

統合に係る省令改正を行う際には、今回と同様、当

該設備区分の廃止・統合が与える影響について事

前に十分な説明を行っていただきたいと考えます。 

 

（ソフトバンクＢＢ、ソフトバンクテレコム、ソフトバンク

モバイル） 

 

○ 弊社は、前回提出意見のとおり、今般の接続会

計の改正は、「電気通信事業における会計制度の

在り方に関する研究会」報告書において提言され

た措置を適切に反映したものであると理解してい

ますが、公正な競争条件を確保し、お客様利便の

向上を図るためには、今後も会計制度の見直しを

適宜行っていく必要があります。 

特に、ＮＴＴ東・西が提供するＮＧＮについては、

先日の情報通信審議会において取りまとめられた

「次世代ネットワークにかかる接続ルールの在り

方」について答申（案）においても、「ＮＧＮは、ボト

ルネック性を有するアクセス回線と一体として設

置される設備であり、（略）、当該設備との接続

が、他の電気通信事業者の事業展開上不可欠で

あり、また利用者利便の確保の観点からも不可欠

であることから、第一種指定電気通信設備に指定

することが必要」との考え方が示されていることこ

ろであり、接続会計においても、透明性向上のた

め、ＮＧＮに係る設備区分を早期に設ける必要が

あると考えます。 

 

 （ＫＤＤＩ） 

○ 接続会計の設備区分は、接続料算定の基礎デ

ータを提供する機能等を有するものであり、その

廃止・統合に際しては、その与える影響に十分に

留意する必要があるのは、指摘のとおり。 

   設備区分の見直しを行うためには、第一種指

定電気通信設備接続会計規則の改正が必要と

なり、当該改正の際には、改正案について意見

公募手続を経た上で、当審議会で審議することと

なることから、総務省においては、これらの過程

において今後も説明責任を果たしていくことが必

要になると考えられる。 

なお、次世代ネットワークに係る設備区分の在

り方については、現在、当審議会で審議中の「次

世代ネットワークに係る接続ルールの在り方」の

中で検討しているところであり、その結果を踏ま

え、適切に対処することが適当である。 



 ２

意見２ 接続料は一円単位、あるいは機能によって

は小数点以下の単位で設定されており、接続料の

算定根拠の妥当性を検証可能とするためには、接

続会計財務諸表において、一円単位の表示とする

ことが必要。 

再意見２ 考え方２ 

○ 接続料は一円単位、あるいは機能によっては小数

点以下の単位で設定されており、接続料の算定根拠

の妥当性を検証可能とするためには、網使用料算定

根拠において、一円単位の表示（項目によっては小

数点以下も表示）とすることが必要であると考えま

す。 

   接続料の適正な算定に資することを目的とする接

続会計に定められる財務諸表は、網使用料算定根

拠における第一種指定電気通信設備との接続に係

る接続料の算定プロセス等の内容の正しさを検証す

るためにも、同算定根拠と対比し、その整合性を確

認できるものでなければなりません。 

   従って、網使用料算定根拠と接続会計間の整合

性･透明性を確保するためには、接続会計において

も一円単位の表示が必要であり、改正省令案におけ

る接続会計規則第 6 条第 4 項の記述は削除すべき

と考えます。 

 

（ソフトバンクＢＢ、ソフトバンクテレコム、ソフトバンク

モバイル） 

○ 接続料は、機能によって一円単位あるいは小数

点以下の単位で設定されており、網使用料算定根

拠と接続会計間の整合性･透明性を確保するため

には、接続会計においても一円単位の表示とする

必要があります。 

また、現行の接続会計における一円単位の表

示を千円単位に見直すことは、接続会計の原価

算定機能を高めることを目的にした接続会計にお

ける他の措置（設備区分の見直し等）と逆行する

措置であると考えます。 

従って、改正省令案における接続会計規則第 6

条第 4 項の記述は削除すべきと考えます。 

 

 （ソフトバンクＢＢ、ソフトバンクテレコム、ソフトバ

ンクモバイル） 

○ 接続料の認可申請資料に添付される網使用料

算定根拠では、接続料原価等の金額の表示単位

は百万円単位となっており、また、電気通信事業

会計規則の規定に基づき総務大臣に報告される

ＮＴＴ東西の財務諸表に掲記される金額の表示単

位も百万円単位となっている現状を踏まえると、

接続会計規則に基づく財務諸表についてのみ、

一円単位の表示を義務付けることは、必ずしも必

要とまでは言えないものと考えられる。 

   むしろ、現行の接続会計の金額の表示単位が

一円単位であるため、一の様式が多数の頁に跨

り、一覧性が損われている面もあることを踏まえ

れば、今回、金額の表示単位を千円単位とするこ

とは、接続会計に基づく財務諸表と網使用料算

定根拠、更には電気通信事業会計規則の規定に

基づく財務諸表との比較をより容易にするととも

に、各算定プロセスの検証容易性を高める効果

が期待できることから、妥当なものと考えられる。 

意見３ 「配賦フロー」の内容を規定する記述が省令

には含まれていないため、ガイドライン等により作

成すべき内容を明確化すべき。 

再意見３ 考え方３ 

○ NTT 東西に対し新たに作成が義務付けられる「配

賦フロー」の内容を規定する記述が省令には含まれ

ていないため、その内容を担保すべく、ガイドライン等

により作成すべき内容を明確化する必要があると考

えます。 

 

○ 平成 19 年 10 月 11 日付「電気通信事業におけ

る会計制度の在り方に関する研究会報告書」（以

下、「会計研究会報告書」という。）において、以下

のとおり取り纏められています。 

【会計研究会報告書 P33 第 4 章 1.（１） 2） 接

続会計処理手順書の見直しの一部抜粋】 

○ 「配賦フロー」は、一の科目に帰属する費用等

が、最終的な設備区分に帰属するまでの配賦の

過程と配賦基準を一覧できるように作成するもの

であり、既に接続会計処理手順書に記述されて

いる内容をより詳細に図示するものであることか

ら、改めてガイドライン等を作成し、フロー化すべ



 ３

（ソフトバンクＢＢ、ソフトバンクテレコム、ソフトバンク

モバイル） 

 
本研究会として、上記の問題意識のもと、接続会

計の配賦プロセスの透明化を図る観点から、接続会

計処理手順書の改善案の提出をＮＴＴ東西に対して

求めたところ、ＮＴＴ東西からは以下の見直し案が提

出された【資料 32】。 

 

① 個々の費用項目ごとの配賦プロセスを明確化する

ため、費用項目等にコードを付与し、処理手順にあ

わせて配賦基準や配賦プロセスを一覧できる「配賦

フロー」を追加掲載する。 

② 現行の接続会計処理手順書において具体的な活

動区分への帰属先が明確となっていないものについ

て「配賦フロー」にすべての帰属先を明記するように

見直しを行う。 

③ 現行の接続会計処理手順書において複数の配賦

基準が併記されているものについて「配賦フロー」に

配賦基準と配賦先を明確にするように見直しを行う。

 

これらの見直しは、接続会計処理手順書の透明

性・有効性を向上させる観点で有益なものである。し

たがって、ＮＴＴ東西においては、上記方針に基づ

き、見直し後の接続会計の設備区分も反映した上

で、接続会計処理手順書の様式の見直しを速やか

に行い、08 年 4 月に開始する会計年度の接続会計

報告書の提出・公表に併せて、見直し後の接続会計

処理手順書を提出・公表することが適当である。 

 

上記、会計研究会報告書の記述にあるとおり、

NTT 東西自身から「配賦フロー」に関する見直し案

が提示されたところであり、こうした NTT 東西の取

り組みについて実効性をより確実なものとするため

にも、ガイドライン等により作成すべき内容を明確

化する必要があると考えます。 

 

（ソフトバンクＢＢ、ソフトバンクテレコム、ソフトバ

ンクモバイル） 

き内容を明確化する必要は現時点でないものと

考えられる。 

   ただし、ＮＴＴ東西においては、当該「配賦フロ

ー」の作成は、配賦プロセスの透明化を図る観点

から行うものであることにかんがみ、接続事業者

等の検証容易性に留意した上でこれを実施する

ことが必要となる。 

    

 



平成２０年２月２８日  

 

 情報通信審議会電気通信事業部会 

  部会長  根 岸  哲 殿 

 

                             ユニバーサルサービス委員会 

                                主 査    黒 川  和 美 

 

 

報 告 書 

 

 

 平成１９年１２月１８日付け諮問第１１９７号をもって諮問された事案について、調査の結果、

下記のとおり報告します。 

 

 

記 

 

 

１ 本件、電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令案については、諮問のとおり改正す

ることが適当と認められる。 

 

 

２ なお、提出された意見及びそれに対する当委員会の考え方は、別添のとおりである。 

 

 



別 添 

 

 

 

 

 

 

電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令案 

に対する意見及びそれに対する考え方 

 

 

 

 

平 成 ２ ０ 年 ２ 月 ２ ８ 日 

情 報 通 信 審 議 会 

電 気 通 信 事 業 部 会 

ユニバーサルサービス委員会 



電気通信事業法施行規則の一部改正について 

意見 改正案は望ましい方向であるが、今後、費目の詳細化等をルール化すべき。なお、改正

案は、第一種指定電気通信設備を設置する事業者に限定した書きぶりに修正すべき。 

考え方 

今回の省令改正により、ユニバーサルサービス収支に係るより詳細な情報が公開されるの

は望ましい方向性ですが、将来のユニバーサルサービス制度の見直し議論に備えるために

も、今回の改正にとどまらず、今後は費目の詳細化等、より一層の情報開示をルール化すべき

であると考えます。 

 なお改正省令案によると、設備管理部門費用と設備利用部門費用の記載が必要なのは適

格電気通信事業者に限る、とされていますが、そもそも「設備管理部門」「設備利用部門」といっ

た会計単位が適用されるのは第一種指定電気通信事業者に限定されるものであることから、

改正省令案における電気通信事業法施行規則様式第 38 の 2 第 1 表の注 4 を、下記のとおり

修正すべきです。 

＜修正案＞ 

４ 「うち設備管理部門費用」及び「うち設備利用部門費用」の欄は、適格電気通信事業者の

うち第一種指定電気通信設備を設置する事業者に限り記載するものとする。 

 

（ソフトバンクＢＢ、ソフトバンクテレコム、ソフトバンクモバイル） 

本改正は、設備利用部門の営業費用の把握を可能とすることに

より、当該部門の経営効率化の検証に資する観点から行うもので

ある。御指摘の費目の詳細化等についても、今後、こうした検証を

継続していくことを通じて、当該検証の結果や情報開示の状況も見

極めつつ検討していくことが適当である。 

なお、本改正は、適格電気通信事業者であるＮＴＴ東西を念頭に

置いて規定しているが、電気通信事業法上、第一種指定電気通信

設備の設置が適格電気通信事業者の要件ではなく、その他の電

気通信事業者であっても適格電気通信事業者になりうる制度であ

るため、適格電気通信事業者として指定され、交付金を交付される

場合には、経営効率化を求めることとすることが適当である。した

がって、第一種指定電気通信設備を設置する事業者に限定した規

定ぶりは適当でないと考える。 

 



情 審 通 第 ※ ※ 号  

平成２０年２月２８日  

 

 総 務 大 臣 

  増 田 寛 也 殿 

 

 

情 報 通 信 審 議 会 

会 長   庄 山  悦 彦   

 

 

答 申 書（案） 

 

 

 平成１９年１２月１８日付け諮問第１１９７号をもって諮問された事案について、審議の結果、

下記のとおり答申する。 

 

 

記 

 

 

１ 本件、電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令案については、諮問の案を別紙１の

とおり修正した上で改正することは適当と認められる。 

 

 

２ なお、提出された意見及びそれに対する当審議会の考え方は、別紙２のとおりである。 
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。 

 

  



 - 1 -

電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令案に対する意見及びそれに対する考え方 

【情報通信審議会に諮問された事項に係るもの】 

 

１ 総論 

意見１ 省令改正案に賛同。公正な競争条件を確保し、お客様利便の向上を図るため、今後も会計

制度の見直しを適宜行っていく必要がある。 

 考え方１ 

○ 今般の施行規則等の改正は、特定電気通信役務以外の指定電気通信役務に係る役務区分の

うちＦＴＴＨアクセスサービスが明確に区分されるなど、「電気通信事業における会計制度の在り方

に関する研究会」報告書において提言された、会計制度の透明性向上のための措置を適切に反

映したものであると考えます。 

なお、公正な競争条件を確保し、お客様利便の向上を図るためには、今後も会計制度の見直し

を適宜行っていく必要があります。 

具体的には、ひかり電話についても、不当な内部相互補助が牽制・抑止されるよう指定役務化

して会計分離を行うことや、ＮＴＴ東・西と県域子会社との取引関係等について明らかになるよう、

会計制度の変更を行うことが急務であると考えます。 

 

（ＫＤＤＩ） 

御指摘のとおり、電気通信事業における会

計制度の在り方については、今後とも、ブロー

ドバンド化・ＩＰ化の急速な進展やそれに伴う

ネットワーク構造、市場構造の変化を踏まえ、

定期的に見直しを行うことが必要である。 

また、接続ルール、料金政策といった各種

競争ルールの見直し等を踏まえ、随時、機動

的な見直しを行うことも必要である。 

現在、当審議会では「次世代ネットワークに

係る接続ルールの在り方」について審議を行

っているところであり、総務省においては、こ

の審議の結果を踏まえ、必要に応じ、会計制

度についても適切に対処することが適当であ

る。 

 

２ 電気通信事業法施行規則の一部改正について 

意見２ 「うち設備管理部門費用」及び「うち設備利用部門費用」の欄の記載は、適格電気通信事業

者のうち第一種指定電気通信設備を設置する事業者に限るべき。 

 考え方２ 

○ 今回の省令改正により、ユニバーサルサービス収支に係るより詳細な情報が公開されるのは望

ましい方向性ですが、将来のユニバーサルサービス制度の見直し議論に備えるためにも、今回の

改正にとどまらず、今後は費目の詳細化等、より一層の情報開示をルール化すべきであると考え

本改正は、設備利用部門の営業費用の把

握を可能とすることにより、当該部門の経営

効率化の検証に資する観点から行うものであ

別紙２ 
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ます。 

なお改正省令案によると、設備管理部門費用と設備利用部門費用の記載が必要なのは適格電

気通信事業者に限る、とされていますが、そもそも「設備管理部門」「設備利用部門」といった会計

単位が適用されるのは第一種指定電気通信事業者に限定されるものであることから、改正省令案

における電気通信事業法施行規則様式第 38 の 2 第 1 表の注 4 を、下記のとおり修正すべきです。

 

＜修正案＞ 

４ 「うち設備管理部門費用」及び「うち設備利用部門費用」の欄は、適格電気通信事業者のうち第

一種指定電気通信設備を設置する事業者に限り記載するものとする。 

 

（ソフトバンクＢＢ、ソフトバンクテレコム、ソフトバンクモバイル） 

る。御指摘の費目の詳細化等についても、今

後、こうした検証を継続していくことを通じて、

当該検証の結果や情報開示の状況も見極め

つつ検討していくことが適当である。 

なお、本改正は、適格電気通信事業者であ

るＮＴＴ東西を念頭に置いて規定しているが、

電気通信事業法上、第一種指定電気通信設

備の設置が適格電気通信事業者の要件では

なく、その他の電気通信事業者であっても適

格電気通信事業者になりうる制度であるた

め、適格電気通信事業者として指定され、交

付金を交付される場合には、経営効率化を求

めることとすることが適当である。したがって、

第一種指定電気通信設備を設置する事業者

に限定した規定ぶりは適当でないと考える。 

 

３ 電気通信事業会計規則の一部改正について 

意見３ ガイドラインの対象範囲を明確にすべき。  考え方３ 

○ 電気通信事業における販売奨励金の会計上の取扱いに関する運用ガイドラインの適用対象事

業者 

・本ガイドラインは、一般に公正妥当な会計処理として既存の電気通信事業会計規則適用事業者

のみでなく、少なくとも全移動通信事業者に対して適用されるべきと考えておりますが、その対象範

囲を明確にしていただきたいと考えます。 

 

 （ＮＴＴドコモ） 

総務省において、「モバイルビジネス活性

化プラン（平成 19 年 9 月）」に基づき、電気通

信事業会計規則の改正に伴い、その運用指

針を策定するに当たっては、必要に応じ、御

指摘を参考とすることが適当である。 

意見４ 端末と通信の販売奨励金の分類・会計処理についての定期的な検証に当たっては、会計

の専門家を含めて行うべき。 

 考え方４ 

○ 端末販売奨励金の会計上の整理 

・定期的な検証にあたっては、各事業者の販売奨励金の項目、体系は事業者ごとに異なるため、

考え方３に同じ。 
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ガイドラインの実効性を担保するために、端末と通信の販売奨励金の分類・会計処理について、会

計の専門家を含めて検証すべきと考えます。 

 

 （ＮＴＴドコモ） 

意見５ 事業者間の接続料水準の格差がさらに拡大することがないよう慎重な検討が必要。  考え方５ 

○ 接続料及び卸電気通信役務の原価の適正化が図られることを期待 

・会計規則の改正により、原価の適正化が図られることを期待するという趣旨については妥当と考

えます。 

・ただし、接続料水準については現状でも各事業者間で相当程度の格差があるところであり、本改

正に伴い接続料水準の格差がさらに拡大することがないよう慎重な検討が必要であると考えま

す。 

・卸電気通信役務の提供形態は様々です。当社としても端末販売奨励金を一律に卸売原価に算

入するつもりはありませんが、例えばＭＮＯが端末販売奨励金を付与した端末をＭＶＮＯ・再販事

業者等が使用する場合は端末販売奨励金を算入する等ケースバイケースで料金を設定すべきと

考えます。 

 

 （ＮＴＴドコモ） 

今般の電気通信事業会計規則の改正は、

販売奨励金について、通信に係る部分とそれ

以外の部分とを区分するための考え方を明確

にするものであり、接続料や卸電気通信役務

の料金の水準等が直接の対象となるもので

はない。 

意見６ ガイドラインの策定に当たっては、運用・整理方法が明確になり、各社での判断が一致する

ような内容とするべき。 

 考え方６ 

○・販売奨励金は基本的に通信回線契約の締結・維持・利用促進を得るための手段であり、各企業

の事業運営は、電気通信事業と附帯事業等の区別に関わらず、管理・遂行されています。 

今般の省令改正は、「販売奨励金について通信レイヤー（通信販売奨励金）と端末レイヤー（端

末販売奨励金）を明確に区分すべきである」という、研究会答申に基づいて行われるものであり、

弊社も省令の趣旨に沿って会計処理を行う所存です。 

・関連省令の改正に伴う実運用にあたっては、会計処理に混乱を来すことのないよう、実務上の要

請に十分配慮していただくことを要望いたします。 

また、販売奨励金の会計上の扱いに関しては、「モバイルビジネス活性化プラン」において、運

用指針を策定することが公表されていますが、当該ガイドラインの策定にあたっては、奨励金区分

に関して予め具体例を示すなど、運用・整理方法が明確になり、各社での判断が一致するような内

容としていただくよう要望いたします。 

考え方３に同じ。 
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（ＫＤＤＩ） 

意見７ ガイドラインを策定する場合、その範囲やその内容について十分に検討し、今後想定される

多様なビジネスモデルに支障を来たすことのないよう柔軟性を確保すべき。また、策定に当たって

は再度意見募集を行うべき。 

 考え方７ 

○ ＜会計制度のルール化について＞ 

事業会計に基づく会計の整理が義務付けられているのは、電気通信事業法第 24 条の規定によ

り、基礎的電気通信役務又は指定電気通信設備役務を提供する電気通信事業者に限られていま

す。 

本会計規則の改正に併せ、法的規制が適用されていない電気通信事業者にも効力が及ぶ形で

準法的拘束力を有するガイドライン等にて、会計上の新たなルールを策定することは行政による過

度なルール整備であり、昨今の規制緩和の流れに逆行するものと考えます。 

従って、一定の指針を示す場合であっても、現状の法的規制の範囲を逸脱しないよう配慮が必

要であり、事業者毎の奨励金の体系の相違や、企業会計の考え方との整合等も踏まえ、ルール整

備の範囲やその内容について十分に検討し、今後想定される多様なビジネスモデルに支障を来た

すことのないよう柔軟性を確保すべきです。 

また、モバイルビジネス研究会の議論の経緯から、移動体通信事業者以外への影響について

は十分議論が尽くされているとは言い難いことから、ガイドライン策定時において再度意見募集を

行うことが適当と考えます。 

 

（ソフトバンクＢＢ、ソフトバンクテレコム、ソフトバンクモバイル） 

考え方３に同じ。 

なお、電気通信事業会計規則に基づく会計

の整理が義務付けられるのは、御指摘の基

礎的電気通信役務又は指定電気通信役務を

提供する電気通信事業者のみならず、電気

通信事業法第 30 条第１項の規定に基づき指

定された電気通信事業者、第一種指定電気

通信設備を設置する電気通信事業者も対象

となる。 

意見８ 移動体通信事業者の接続料の適正性の確保については、第二種指定電気通信設備制度

が厳格に運用されることで必要十分。 

 考え方８ 

○ ＜指定電気通信設備を設置する事業者以外への接続料規制について＞ 

接続料に係る規制範囲は、電気通信事業法第 33 条及び第 34 条の規定により、第一種指定電

気通信設備及び第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に限られています。 

本会計規則の改正に併せ、法的規制が適用されていない電気通信事業者にも効力が及ぶ形で

準法的拘束力を有するガイドライン等にて、接続料原価の適正性に係る記述がなされ、一定の方

向性が示されることは、行政による過度なルール整備であり、昨今の規制緩和の流れに逆行する

ものと考えます。 

考え方３及び５に同じ。 
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関連して、「平成 16 年度電気通信事業分野における競争状況の評価」（以下、「平成１６年度競

争評価」という。）における「移動体通信」領域の市場画定においても、移動体通信事業者間の相

互接続の関係性に触れ、「事業者間取引でこのような対称的な地位にあるＡとＢは、どちらも相手

事業者の利益に反する形で一方的に接続料を引き上げることはない」との評価が示されているとこ

ろです。また、同じく「平成１６年度競争評価」における「移動体通信」領域の市場分析において、第

二種指定電気通信設備を設置する事業者について、「電気通信事業者全体に課されているネット

ワークの相互接続義務以外に、電気通信事業法第 34 条が定める第二種指定電気通信設備との

接続に係る規制が課せられている」とされ、接続料の下方硬直性等の懸念に対しては、優越的な

地位に対して一定の歯止め措置が規制によって講じられているとの評価も示されています。 

以上に述べたように、相互接続という事業者間取引の関係性や、第二種指定電気通信設備制

度の存在により、市場原理と法的規制の両面において、一定の合理的範囲で接続料水準が決定

されるメカニズムは既に存在しているため、移動体通信事業者の接続料の適正性の確保について

は、第二種指定電気通信設備制度が厳格に運用されることで必要十分な措置となり得るものと考

えます。 

その意味では、仮に、本会計規則変更の目的が移動体通信事業者の接続料の原価範囲の適

正化を図ることにあるとすれば、第二種指定電気通信設備を設置する事業者を対象として特定し、

直接的にルールの厳格化を図ることがあるべき論であると考えます。なお、その際は、MVNO によ

る無線設備の利用促進に向けた計画の策定を前提に事業免許を交付されている広帯域移動無線

アクセスシステムにより事業を行う事業者に関するルールについても検討の必要があるものと考え

ます。 

 

また、移動体事業者の接続料の原価や水準に係る議論がなされる場合には、「①算定方法」や

「②ネットワーク」等に係る事業者毎の差異についても考慮する必要があります。 

「①算定方法」については、例えば英国では、規制当局がネットワークコストの算定に加え、「ｅｘｔ

ｅｒｎａｌｉｔｙ ｓｕｒｃｈａｒｇｅ（外部性追加料金）」を算定するアプローチを認めている例もあり、日本にお

いても、移動体通信事業者毎にその方法が異なることが想定されるところです。 

「②ネットワーク」については、事業者毎の保有周波数帯域の違い（800ＭＨｚの周波数帯を有す

るか否か）等に起因するネットワーク維持運営コストの差異に留意すべきです。 

 

（ソフトバンクＢＢ、ソフトバンクテレコム、ソフトバンクモバイル） 
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意見９ 内部相互補助を牽制・抑止の観点から、FTTH アクセスサービス区分の営業費のうち「顧客

営業」「販売サポートのうち特約店に支払う取次手数料」「宣伝」「企画」に該当する費用の明確化

を行うべき。 

 考え方９ 

○ ＜FTTH アクセスサービス区分収支のさらなる詳細化について＞ 

会計研報告書 P.24 において、「不当な内部相互補助が行われることを牽制・抑止するために、

必要な市場については役務区分を設けてその収支をチェックできるようにすることが必要」、「Ｂフレ

ッツは、市場が拡大傾向にあり、競争事業者からも、不当な内部相互補助を牽制・抑止する観点か

ら、役務区分を設けることが特に求められている市場である」とされているとおり、不当な内部相互

補助を牽制・抑止するためにも、電気通信事業会計（以下、「事業会計」という。）においては B フレ

ッツ収支をチェックできるよう省令改正を行う必要があります。この観点から、指定電気通信役務収

支表において FTTH アクセスサービス区分の新設を行うことは適切であると考えますが、これに加

え、同区分における営業費のうち、「顧客営業」「販売サポートのうち特約店に支払う取次手数料」

「宣伝」「企画」に該当する費用の明確化を行うことにより、事業会計に求められる内部相互補助を

牽制・抑止する機能がより有効に働くものと考えます。従って、事業会計規則別表第二様式14にお

ける記載上の注意を、以下のとおり修正すべきと考えます。 

 

＜修正案＞ 

（記載上の注意） 

2 FTTH アクセスサービスについては、同区分に係る営業費（顧客営業、販売サポートのうち特約

店に支払う取次手数料、宣伝及び企画に係るもののみ。次表参照。）を摘要欄に記載すること。

○ 表 

指定電気通信役務損益明細表は、独占的

なサービスである指定電気通信役務につい

て、市場ごとの収支を明らかにさせることによ

り、指定電気通信役務相互間、また、指定電

気通信役務から競争的なサービスへの不当

な内部相互補助を牽制・抑止し、もって利用

者料金算定を適正化することを目的としてい

る。 

したがって、一義的には、市場ごとに利益

又は損失のいずれが生じているかを検証する

ことが適当であり、指定電気通信役務損益明

細表の摘要欄において、必ずしもその費用の

内訳の一部を示す必要はないものと考えられ

る。 
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費用科目に計上される費用の内容

営業窓口、１１６における受付等に係る費用

利用者に対する営業活動に係る費用（電話の増
設、廃止、移転等の応対に係る費用を含む）

顧客営業の技術サポートに係る費用

営業事務に係るオーダー処理費用、契約者管理
費用及びテレフォンカード販売等に係る費用

特約店に支払う
取次手数料

特約店に支払う取次手数料

料金等の受入事務に係る費用

料金計算業務、請求書の編集・作成及び発行業
務、料金催促並びに回収業務等に必要な費用

利用者相談センター・報道対応等の広報活動に
必要な費用

テレビ・新聞等の広告・宣伝に必要な費用

営業部門における企画業務に必要な費用

各営業業務に共通して発生する費用

宣伝

企画

共通営業

販売サポート

出納

料金

広報

費用科目

注文受付

顧客営業

システムサポート

 

3 （現行どおり） 

4 （現行どおり） 

 

（ソフトバンクＢＢ、ソフトバンクテレコム、ソフトバンクモバイル） 

意見１０ ０８年度から FTTH の役務区分を用いた会計整理を求めるべき。  考え方１０ 

○ ＜FTTH アクセスサービス区分新設の開始時期について＞ 

FTTH 市場の成長が著しいことを考慮すると、当該市場に係る内部相互補助の牽制・抑止は早

急に求められるものであり、NTT 東西に対しては、FTTH アクセスサービス区分の新設をした上で

の指定電気通信役務損益明細表の作成を 2008 年度分から求めるべきであると考えます。なお、

区分の新設に伴い作成に準備期間を要するというのであれば、2008 年度分は参考値として公表さ

御指摘の点については、FTTH アクセスサ

ービス区分の新設には相当の準備期間が必

要であることを勘案したものである。 

なお、ＮＴＴ東西においては、上記準備期間

を可能な限り短縮することが望ましく、また、
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せることも検討すべきです。 

 

（ソフトバンクＢＢ、ソフトバンクテレコム、ソフトバンクモバイル） 

可能であれば、2008 年度分から FTTH に係る

収支を区分した指定電気通信役務明細表の

整理を行うことを妨げるものではない。 

意見１１ FTTH の役務区分に係る経過措置の適用をうける間、B フレッツ収支把握の手掛かりとな

る摘要欄の役務別収支の公表は維持すべき。 

 考え方１１ 

○ ＜FTTH アクセスサービス区分新設に係る経過措置について＞ 

現行の改正省令案に則ると、2008年度の指定電気通信役務損益明細表においては、FTTHアク

セスサービス区分の新設がされない上、摘要欄の役務別（音声伝送役務／データ伝送役務）収支

も公表されなくなる可能性があります。このことは、不当な内部相互補助の牽制・抑止のための収

支チェックを目的とし、B フレッツ区分の必要性を示している会計研報告書の内容に照らしても不適

切です。従って、FTTH 区分の新設に伴う経過措置を設ける場合には、その間少なくとも B フレッツ

収支把握の手掛かりとなる摘要欄の役務別収支の公表は維持すべきであり、改正省令案におけ

る附則を下記のとおり修正すべきと考えます。 

 

＜修正案＞ 

附則 3 平成二十一年三月三十一日以前に終了する事業年度に係るこの省令による改正後の電

気通信事業会計規則別表第二様式第 14 の表特定電気通信役務以外の指定電気通信役務の

欄については、ＦＴＴＨアクセスサービスの欄及びその他の欄の記載を省略することができる。た

だし、同記載を省略する場合には、特定電気通信役務以外の指定電気通信役務については、

音声伝送役務及びデータ伝送役務に区分し、その区分ごとに営業収益、営業費用及び営業利

益を摘要欄に記載すること。この場合において、営業費用は電気通信事業会計規則別表第二

様式 14 における記載上の注意 1 の基準に準じて算定すること。 

 

（ソフトバンクＢＢ、ソフトバンクテレコム、ソフトバンクモバイル） 

御指摘を受け、省令案の附則に次の一項

を追加することが適当である。 

 

４ 前項の規定に基づき、この省令による改

正後の電気通信事業会計規則別表第二様

式第 14 の表特定電気通信役務以外の指定

電気通信役務の欄についてＦＴＴＨアクセス

サービスの欄及びその他の欄の記載を省

略する場合は、この省令による改正前の電

気通信事業会計規則別表第二様式第 14 の

記載上の注意２の規定は、なお効力を有す

る。 

意見１２ ひかり電話が指定電気通信役務として指定される場合には、準備期間を生じさせることな

く、速やかに指定電気通信役務損益明細表の整備がなされるべき。 

 考え方１２ 

○ ＜ひかり電話区分について＞ 

2007 年 10 月 11 日に総務省より公表された「報告書（案）に対する意見募集結果及びこれに対す

る考え方」における考え方 25 において、「仮に、今後、ひかり電話が指定電気通信役務に指定され

るような場合には、同じく第 3 章に記述した考え方に従い、役務区分の必要性を検討することが適

ひかり電話網及び０ＡＢ～Ｊ－ＩＰ電話で用

いられるＮＴＴ東西の次世代ネットワークの指

定の要否について、現在、「次世代ネットワー

クに係る接続ルールの在り方について」の中
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当である」とされています。 

今回の省令改正において、指定電気通信役務損益明細表におけるひかり電話区分の新設は見

送られていますが、ひかり電話が指定電気通信役務として指定された場合には、準備期間を生じ

させることなく、速やかにひかり電話区分が追加された指定電気通信役務損益明細表の整備がな

されるべきと考えます。 

 

（ソフトバンクＢＢ、ソフトバンクテレコム、ソフトバンクモバイル） 

で審議されているところであり、その審議の結

果を踏まえ、電気通信事業における会計制度

の在り方についても、必要に応じ検討すること

が適当である。 

意見１３ 接続会計と事業会計の相互参照性を高めるため、指定電気通信役務損益明細表におい

て、すべての役務毎に管理部門と利用部門別に収支を分計すべき。 

 考え方１３ 

○ ＜指定電気通信役務明細表における部門別分計＞ 

公正競争確保の観点から、NTT 東西の会計結果の検証性を確保すべく、接続会計と事業会計

の相互参照性を高めることは必須であると考えます。 

そのためには、事業会計における役務区分の観点と、管理部門と利用部門という部門別の観点

の双方からクロスチェックを行うことが可能となるよう、指定電気通信役務損益明細表において、す

べての役務毎に管理部門と利用部門別に収支を分計することが有効と考えます。 

 

＜分計イメージ＞ 

指定電気通信役務損益明細表は、独占的

なサービスである指定電気通信役務につい

て、市場ごとの収支を明らかにさせることによ

り、指定電気通信役務相互間、指定電気通信

役務から競争的なサービスへの不当な内部

相互補助を牽制・抑止し、もって利用者料金

算定を適正化することを目的としている。 

したがって、一義的には、市場ごとに利益

又は損失のいずれが生じているかを検証する

ことが適当であり、指定電気通信役務損益明

細表において、必ずしも部門別の収支を開示

する必要はないものと考えられる。 
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（ソフトバンクＢＢ、ソフトバンクテレコム、ソフトバンクモバイル） 

意見１４ 配賦プロセスの作成・提出は支配的事業者に限るべき。  考え方１４ 

○ 会計研報告書 P.34 においては、「接続会計処理手順書と同様に、指定電気通信役務損益配賦

方法書に配賦プロセスに関する記述を追加することが必要である」とされており、支配的事業者以

外については新たな義務が生じないようにすべく、改正省令案における事業会計規則附則第 3 項

については、以下のとおり修正すべきと考えます。 

 

＜修正案＞ 

３ 前項の規定により第五条第八号、第九号及び第十号の規定が適用されないこととなる間、事業

者は、第十七条の規定による財務諸表の提出の際、併せて、基礎的電気通信役務損益明細

表、指定電気通信役務損益明細表及び移動電気通信役務損益明細表がこの省令の規定に基

づいて適正に作成されていることの職業的に資格のある会計監査人による証明書並びに当該

基礎的電気通信役務損益明細表は、国民

生活に不可欠であるためあまねく日本全国に

おける提供が確保されるべき役務の利用者

料金の適正な算定に資することを目的として

作成されるものである。 

このような利用者の利益を保護する観点か

ら、指定電気通信役務損益明細表と同様、基

礎的電気通信役務損益明細表においても配

賦の適正性が確保される必要があり、配賦プ

ロセスの作成・提出を求めることが適当であ

営業収益 営業費用 営業利益 営業収益 営業費用 営業利益

FTTHアクセスサービス

その他

専用役務

第一種指定設備管理部門

特定電気通
信役務以外
の指定電気
通信役務

指定電気通信役務以外の電気通信役務

基本料

市内・市外通信

公衆電話

小計

指
定
電
気
通
信
役
務

摘　要役務の種類
第一種指定設備利用部門

小計

その他

小計

合計

特
定
電
気
通
信
役
務

音
声
伝
送
役
務
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基礎的電気通信役務損益明細表、指定電気通信役務損益明細表及び移動電気通信役務損益

明細表については、同表を作成する際に準拠した収益及び費用の配賦の基準及び手順を記載

した書類を、当該指定電気通信役務損益明細表については同表を作成する際に準拠した収益

及び費用の配賦の基準及び手順を記載した書類を総務大臣に提出するとともに、当該基礎的

電気通信役務損益明細表、指定電気通信役務損益明細表及び移動電気通信役務損益明細表

を総務大臣が別に告示する方法により開示しなければならない。 

 

（ソフトバンクＢＢ、ソフトバンクテレコム、ソフトバンクモバイル） 

る。 

また、移動電気通信役務損益明細表は、

禁止行為等規定が適用される、いわゆる市場

支配的と考えられる事業者の役務に関する収

支を明らかにすることを目的として作成される

ものである。 

 

４ 第一種指定電気通信設備接続会計規則の一部改正について 

意見１５ 第一種指定電気通信設備接続会計の

原価算定機能を高めるため、設備区分の統廃

合を行うことは重要なことであるが、安易な設

備区分の統廃合はすべきでなく、設備区分の

廃止・統合に係る省令改正を行う際には、今回

と同様、その廃止・統合が与える影響について

事前に十分な説明を行う必要がある。 

再意見１５ 考え方１５ 

○ 第一種指定電気通信設備接続会計（以下、

「接続会計」という。）の原価算定機能を高める

手段の一つとして、第一種指定電気通信設備接

続会計規則（以下、「接続会計規則」という。）に

定められた様式の設備区分の統廃合を行うこと

は重要なことですが、2007 年 10 月 11 日に総務

省より公表された「電気通信事業における会計

制度の在り方に関する研究会」最終報告書（以

下、「会計研報告書」という。）P.16 においては、

「当該設備区分が実績原価方式の接続料算定

に用いられるかどうかだけでなく、将来原価方式

やＬＲＩＣ方式の接続料算定に関係するかどうか

○ 弊社は、前回提出意見のとおり、今般の接

続会計の改正は、「電気通信事業における会

計制度の在り方に関する研究会」報告書にお

いて提言された措置を適切に反映したもので

あると理解していますが、公正な競争条件を

確保し、お客様利便の向上を図るためには、

今後も会計制度の見直しを適宜行っていく必

要があります。 

特に、ＮＴＴ東・西が提供するＮＧＮについて

は、先日の情報通信審議会において取りまと

められた「次世代ネットワークにかかる接続ル

ールの在り方」について答申（案）においても、

接続会計の設備区分は、接続料算定の基

礎データを提供する機能等を有するものであ

り、その廃止・統合に際しては、その与える影

響に十分に留意する必要があるのは、指摘の

とおり。 

設備区分の見直しを行うためには、第一種

指定電気通信設備接続会計規則の改正が必

要となり、当該改正の際には、改正案につい

て意見公募手続を経た上で、当審議会で審議

することとなることから、総務省においては、こ

れらの過程において今後も説明責任を果たし

ていくことが必要になると考えられる。 
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も併せ考慮することが必要」、「実際のネットワー

クを構成する主要な設備については、接続料算

定に有意に機能していないことをもって直ちに他

の設備区分と統合することは適当ではない」とあ

ることからも、安易な設備区分の統廃合はすべ

きではありません。 

そのためにも、今後においても設備区分の廃

止・統合に係る省令改正を行う際には、今回と

同様、当該設備区分の廃止・統合が与える影響

について事前に十分な説明を行っていただきた

いと考えます。 

 

（ソフトバンクＢＢ、ソフトバンクテレコム、ソフトバ

ンクモバイル） 

「ＮＧＮは、ボトルネック性を有するアクセス回

線と一体として設置される設備であり、（略）、

当該設備との接続が、他の電気通信事業者

の事業展開上不可欠であり、また利用者利便

の確保の観点からも不可欠であることから、

第一種指定電気通信設備に指定することが

必要」との考え方が示されていることころであ

り、接続会計においても、透明性向上のた

め、ＮＧＮに係る設備区分を早期に設ける必

要があると考えます。 

 

（ＫＤＤＩ） 

なお、次世代ネットワークに係る設備区分

の在り方については、現在、当審議会で審議

中の「次世代ネットワークに係る接続ルールの

在り方」の中で検討しているところであり、その

結果を踏まえ、適切に対処することが適当で

ある。 

意見１６ 接続料は一円単位、あるいは機能によ

っては小数点以下の単位で設定されており、接

続料の算定根拠の妥当性を検証可能とするた

めには、接続会計財務諸表において、一円単

位の表示とすることが必要。 

再意見１６ 考え方１６ 

○ 接続料は一円単位、あるいは機能によっては

小数点以下の単位で設定されており、接続料の

算定根拠の妥当性を検証可能とするためには、

網使用料算定根拠において、一円単位の表示

（項目によっては小数点以下も表示）とすること

が必要であると考えます。 

接続料の適正な算定に資することを目的とす

る接続会計に定められる財務諸表は、網使用料

算定根拠における第一種指定電気通信設備と

の接続に係る接続料の算定プロセス等の内容

の正しさを検証するためにも、同算定根拠と対

○ 接続料は、機能によって一円単位あるいは

小数点以下の単位で設定されており、網使用

料算定根拠と接続会計間の整合性･透明性を

確保するためには、接続会計においても一円

単位の表示とする必要があります。 

また、現行の接続会計における一円単位の

表示を千円単位に見直すことは、接続会計の

原価算定機能を高めることを目的にした接続

会計における他の措置（設備区分の見直し

等）と逆行する措置であると考えます。 

従って、改正省令案における接続会計規則

接続料の認可申請資料に添付される網使

用料算定根拠では、接続料原価等の金額の

表示単位は百万円単位となっており、また、電

気通信事業会計規則の規定に基づき総務大

臣に報告されるＮＴＴ東西の財務諸表に掲記さ

れる金額の表示単位も百万円単位となってい

る現状を踏まえると、接続会計規則に基づく財

務諸表についてのみ、一円単位の表示を義務

付けることは、必ずしも必要とまでは言えない

ものと考えられる。 

むしろ、現行の接続会計の金額の表示単位
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比し、その整合性を確認できるものでなければ

なりません。 

従って、網使用料算定根拠と接続会計間の整

合性･透明性を確保するためには、接続会計に

おいても一円単位の表示が必要であり、改正省

令案における接続会計規則第 6 条第 4 項の記

述は削除すべきと考えます。 

 

（ソフトバンクＢＢ、ソフトバンクテレコム、ソフトバ

ンクモバイル） 

第 6 条第 4 項の記述は削除すべきと考えま

す。 

 

（ソフトバンクＢＢ、ソフトバンクテレコム、ソフト

バンクモバイル） 

が一円単位であるため、一の様式が多数の頁

に跨り、一覧性が損われている面もあることを

踏まえれば、今回、金額の表示単位を千円単

位とすることは、接続会計に基づく財務諸表と

網使用料算定根拠、更には電気通信事業会

計規則の規定に基づく財務諸表との比較をよ

り容易にするとともに、各算定プロセスの検証

容易性を高める効果が期待できることから、

妥当なものと考えられる。 

意見１７ 「配賦フロー」の内容を規定する記述が

省令には含まれていないため、ガイドライン等

により作成すべき内容を明確化すべき。 

再意見１７ 考え方１７ 

○ NTT 東西に対し新たに作成が義務付けられる

「配賦フロー」の内容を規定する記述が省令には

含まれていないため、その内容を担保すべく、ガ

イドライン等により作成すべき内容を明確化する

必要があると考えます。 

 

（ソフトバンクＢＢ、ソフトバンクテレコム、ソフトバ

ンクモバイル） 

○ 平成 19 年 10 月 11 日付「電気通信事業にお

ける会計制度の在り方に関する研究会報告

書」（以下、「会計研究会報告書」という。）にお

いて、以下のとおり取り纏められています。 

【会計研究会報告書 P33 第 4 章 1.（１） 2）

接続会計処理手順書の見直しの一部抜粋】 
本研究会として、上記の問題意識のもと、接続会計

の配賦プロセスの透明化を図る観点から、接続会計

処理手順書の改善案の提出をＮＴＴ東西に対して求め

たところ、ＮＴＴ東西からは以下の見直し案が提出され

た【資料 32】。 

 

① 個々の費用項目ごとの配賦プロセスを明確化するた

め、費用項目等にコードを付与し、処理手順にあわせ

て配賦基準や配賦プロセスを一覧できる「配賦フロー」

を追加掲載する。 

② 現行の接続会計処理手順書において具体的な活動

区分への帰属先が明確となっていないものについて

「配賦フロー」にすべての帰属先を明記するように見

直しを行う。 

③ 現行の接続会計処理手順書において複数の配賦基

「配賦フロー」は、一の科目に帰属する費用

等が、最終的な設備区分に帰属するまでの配

賦の過程と配賦基準を一覧できるように作成

するものであり、既に接続会計処理手順書に

記述されている内容をより詳細に図示するも

のであることから、改めてガイドライン等を作

成し、フロー化すべき内容を明確化する必要

は現時点でないものと考えられる。 

ただし、ＮＴＴ東西においては、当該「配賦フ

ロー」の作成は、配賦プロセスの透明化を図る

観点から行うものであることにかんがみ、接続

事業者等の検証容易性に留意した上でこれを

実施することが必要となる。 
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準が併記されているものについて「配賦フロー」に配

賦基準と配賦先を明確にするように見直しを行う。 

 

これらの見直しは、接続会計処理手順書の透明

性・有効性を向上させる観点で有益なものである。し

たがって、ＮＴＴ東西においては、上記方針に基づき、

見直し後の接続会計の設備区分も反映した上で、接

続会計処理手順書の様式の見直しを速やかに行い、

08 年 4 月に開始する会計年度の接続会計報告書の

提出・公表に併せて、見直し後の接続会計処理手順

書を提出・公表することが適当である。 

 

上記、会計研究会報告書の記述にあるとお

り、NTT 東西自身から「配賦フロー」に関する見

直し案が提示されたところであり、こうした NTT

東西の取り組みについて実効性をより確実なも

のとするためにも、ガイドライン等により作成す

べき内容を明確化する必要があると考えます。

 

（ソフトバンクＢＢ、ソフトバンクテレコム、ソフト

バンクモバイル） 

 



電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令案の概要 

 

Ⅰ 背 景 

 

総務省は、ＩＰ化の進展等による市場環境の変化を踏まえ、電気通信市場

において一層の競争促進を図り、利用者利益の保護を図るため、２０１０年

代初頭までに実施すべき施策について、「新競争促進プログラム２０１０」（平

成 18 年９月策定、平成 19 年 10 月改定）を策定した。 

当該プログラムにおいては、①ネットワーク構造や市場構造が変化する中、

環境変化に対応した会計制度の在り方について検討の場を設け、平成 19 年夏

を目途に結論を出し、所要の制度整備を行うこと、②移動通信市場における

競争促進等を通じた利用者利益の確保・向上を図る観点から、ビジネスモデ

ルの多様化の方向性等について検証するとともに、販売奨励金の在り方を含

む携帯端末市場のビジネスモデルの在り方等についても併せて検討を行う場

を設け、平成 19 年夏を目途に結論を得ることとしており、以下の研究会を開

催し、これらの事項について検討を行った。 

 

（１）電気通信事業における会計制度の在り方に関する研究会 

平成 18 年 11 月から、「電気通信事業における会計制度の在り方に関する

研究会」（以下「会計研究会」という。）を開催した。当該研究会報告書（平

成 19 年 10 月）において、①第一種指定電気通信設備接続会計（以下「接

続会計」という。）における設備区分の見直し、②電気通信事業会計（以下

「事業会計」という。）における役務区分の見直し、③接続会計及び事業会

計における費用配賦プロセスの透明化、④基礎的電気通信役務収支表の活

用による効率化効果の把握等について所要の措置が講じられることが適当

との考え方が示された。 

 

（２）モバイルビジネス研究会 

平成 19 年１月から、「モバイルビジネス研究会」を開催した。当該研究

会報告書（平成 19 年９月）において、販売奨励金について通信に係る部分

と端末に係る部分を明確に区分し、コスト構造の透明性を図るため、電気

通信事業会計について所要の見直しを行うことが適当との考え方が示され

た。 

 

本件は、以上を踏まえ行う以下の省令を改正する省令案について、情報通

信審議会に対し諮問を行うものである。 
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・電気通信事業法施行規則（昭和 60 年郵政省令第 25 号。以下「施行規則」

という。） 

・電気通信事業会計規則（昭和 60 年郵政省令第 26 号。以下「会計規則」

という。） 

・第一種指定電気通信設備接続会計規則（平成９年郵政省令第 91 号。以下

「接続会計規則」という。） 

・東日本電信電話株式会社が西日本電信電話株式会社に交付することがで

きる金銭の額の範囲を定める省令（平成 11 年郵政省令第 73 号） 

・接続料規則（平成 12 年郵政省令第 64 号） 

・基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金等規則（平成 14 年総

務省令第 64 号） 

 

Ⅱ 概 要 

 

（１） 施行規則、会計規則及び接続会計規則の一部改正 

 

① 接続会計における設備区分の見直し 

接続会計と網使用料算定根拠の間の設備区分の乖離を解消するととも

に、網機能との関係が不明確となっている設備区分を整理するほか、接

続料算定に有意に機能していない設備区分の廃止・統合を行うことによ

り、接続会計の原価算定機能を高めることに資する。 

【接続会計規則 別表第一及び別表第二関係】 

 
【参考】会計研究会報告書 p.12～17 
第２章 接続会計の設備区分の在り方 

２．網使用料算定根拠の設備区分との一致 
接続会計と網使用料算定根拠の間の設備区分の乖離は、これを解消する方向で

見直すことが適当である。 
３．網機能による設備区分の整理 

接続会計の原価算定機能を高める観点からは、設備区分と網機能との関係が明
確であることが必要である。このため、これまでのように設備区分と網機能との
関係をすべて網使用料算定根拠による開示に委ねるのは適当ではなく、設備区分
との関係が不明確となっている網機能については、その明確化を図る観点から、
接続会計において当該網機能に係る設備区分を整理することが適当である。 

４．設備区分の廃止・統合 
 

上記２～４に基づく設備区分の見直しは、07 年度中に関係省令を改正し、08年４
月に開始する会計年度から、見直し後の設備区分により接続会計を整理することが
適当である。なお、設備区分の廃止・統合に関して、NTT 東西が主張する設備区分以
外にも廃止・統合すべき区分があれば、上記考え方に基づき、廃止・統合をするこ
とが適当である。 
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② 事業会計における役務区分の見直し 

指定電気通信役務損益明細表において、特定電気通信役務に係る役務

区分を「基本料」、「市内・市外通信」、「公衆電話」、「その他」の区分に

簡素化し、専用役務に係る役務区分を一の区分に統合するとともに、特

定電気通信役務以外の指定電気通信役務に係る役務区分を「ＦＴＴＨア

クセスサービス」と「その他」の区分に分割することにより、市場間の

不当な内部相互補助を牽制・抑止し、指定電気通信役務の料金の適正な

算定に資する。 

【会計規則 別表第二様式第 14 関係】 

 
【参考】 会計研究会報告書 p.22～25 
第３章 電気通信事業会計の役務区分等の在り方 

２．特定電気通信役務に係る役務区分等の在り方 
（１）特定電気通信役務に係る役務区分 

音声伝送役務に係る役務区分は、「基本料」、「中継電話（仮称）」（「市内通信」
と「市外通信」を統合）、「公衆電話」、「その他」といった区分に簡素化するこ
とが適当である。 
専用役務に係る役務区分は一の区分に統合することが適当である。 

（２）特定電気通信役務以外の指定電気通信役務に係る役務区分 
「特定役務以外の指定役務」に係る役務区分に、新たにＢフレッツに係る区

分を設け、例えば「ＦＴＴＨ」と「その他」の二つに区分するといった見直し
を行うことが適当である。 

 
上記（１）・（２）に基づく役務区分の見直しは、07 年度中に関係省令を改正し、

（１）については、08 年４月に開始する会計年度から、（２）については、09 年
４月に開始する会計年度から、見直し後の役務区分により指定電気通信役務損益
明細表を整理することが必要である。 

 

③ 接続会計整理手順書の位置付けの明確化 

会計規則に基づき整理された費用と資産を管理部門と利用部門それぞ

れの設備区分に整理する際の手順を記載した接続会計整理手順書につい

ては、接続会計規則において必ずしも作成・公表を義務付ける明確な根

拠となる規定がないため、明文の規定を設ける。 

【接続会計規則 第６条及び第 10 条関係】 

 
【参考】 会計研究会報告書 p.34 
第４章 費用配賦の在り方 

１．配賦プロセスの透明化 
（１）接続会計 

３）接続会計処理手順書の位置付けの明確化 
接続会計処理手順書は、接続会計作成に際しての詳細な費用・資産区分、配

賦基準や配賦プロセスを示すものであり、接続会計の作成プロセスの透明化を
図る上で重要な役割を有する書類である。さらに、上記２）の見直しにより、
接続会計処理手順書の重要性は一層高まることから、その作成・開示の根拠を
より明確化することが必要である。 
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④ 指定電気通信役務損益配賦方法書等における費用配賦プロセスの透明

化 

指定電気通信役務損益明細表等の費用配賦プロセスに関する記述をそ

の配賦方法書に追加することを明確化し、配賦プロセスの透明化を図る。 

【会計規則 附則第３項関係】 

 
【参考】 会計研究会報告書 p.34 
第４章 費用配賦の在り方 

１．配賦プロセスの透明化 
（２）指定電気通信役務損益明細表 
１）配賦プロセスの作成・開示の現状と問題点 

指定電気通信役務損益明細表は、利用者料金の適正な算定に資する観点か
らその作成が義務付けられているものであり、競争事業者からもその配賦プ
ロセスの透明化が求められていることから、接続会計処理手順書と同様に、
指定電気通信役務損益配賦方法書に配賦プロセスに関する記述を追加するこ
とが必要である。 

 

⑤ 基礎的電気通信役務収支表の活用による効率化効果の把握 

東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社は、平成 19 年度

から、ユニバーサルサービスに係る交付金の交付を受けているところで

あるが、設備利用部門の費用の約７％の経営効率化について、情報通信

審議会の答申を受けて、当該効率化の実績の報告を求められている。こ

のため、基礎的電気通信役務収支表の営業費用について、設備管理部門

と設備利用部門とに区分し、設備利用部門単体の営業費用の把握を可能

とすることにより、当該経営効率化の実績の検証に資する。 

【施行規則 様式第 38 の２関係】 

 
【参考】 会計研究会報告書 p.54 
第７章 会計制度の検証可能性の向上 

３．基礎的電気通信役務収支表の活用による効率化効果の検証 
07 年度中に関係省令を改正し、基礎的電気通信役務収支表の営業費用について、

管理部門と利用部門に区分し、利用部門単体の営業費用を把握できるようにする
ことが必要である。 

 

 

（２） 会計規則の一部改正（販売奨励金の取扱いに係るもの） 

 

① 事業会計における販売奨励金の取扱いの明確化 

損益計算書において、電気通信事業者が、端末設備を購入した電気通

信役務の利用者又は電気通信役務の販売代理店等に対して支払う費用の

うち、電気通信事業営業損益の営業費用に該当するものは、その支払い

の発生する原因が電気通信事業に該当するものに限ることを明確化する

 4



ことにより、当該費用を通信に係る部分と端末に係る部分に明確に区分

し、コスト構造の透明性の向上を図る。 

【会計規則 別表第二様式第２関係】 

 
【参考】モバイルビジネス研究会報告書 p.24 
第２章 モバイルビジネスにおける販売モデルの在り方 

４．販売奨励金及びＳＩＭロックの在り方の見直し 
（２）接続料原価等の適正性の確保 

１）電気通信事業会計の見直し 
販売奨励金について、通信レイヤー（通信販売奨励金）と端末レイヤー（端

末販売奨励金）を明確に区分し、コスト構造の透明性の向上を図ることが適
当であり、電気通信事業会計について所要の見直しを行うことが適当である。

具体的には、販売奨励金について、端末販売奨励金と通信販売奨励金に峻
別し、前者については、附帯事業収支の費用に計上することとするのが望ま
しい。 

 

 

（３）その他の規定整備 

そのほか、接続会計規則で規定される様式の整備及び上記の改正に伴

い必要となる所要の規定の整備等を行う。 
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省令案の概要に関する参考資料



電気通信事業における会計制度に係る法的枠組み

（会計の整理）
第二十四条 基礎的電気通信役務又は指定電気通信役務

を提供する電気通信事業者は、その提供する基礎的電気
通信役務又は指定電気通信役務に関する料金の適正な
算定に資するため、総務省令で定める勘定科目の分類そ
の他会計に関する手続に従い、その会計を整理しなけれ
ばならない。

（第一種指定電気通信設備との接続）
第三十三条 略
１３ 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、

総務省令で定めるところにより、第一種指定電気通信設備と
の接続に関する会計を整理し、及びこれに基づき当該接続
に関する収支の状況その他総務省令で定める事項を公表し
なければならない。

電気通信事業法 省令

【目的】
○ 第一種指定電気通信設備との接続に関する会計

の整理の方法を定めるとともに、当該接続に関す
る収支の状況等を明らかにし、もって接続料の適
正な算定に資すること

【目的】

○ 基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者
及び指定電気通信役務を提供する電気通信事業者
の会計の基準を確立するとともに、その財政状態
及び経営成績を明らかにし、もって基礎的電気通
信役務及び指定電気通信役務に関する料金の適正
な算定に資すること

○ 禁止行為等規定適用事業者の会計の基準を確立
するとともに、その財政状態及び経営成績を明ら
かにすること

電気通信事業会計規則

第一種指定電気通信設備接続会計規則

（禁止行為等）
第三十条 略
５ 第一項の規定により指定された電気通信事業者及び第三
十三条第二項に規定する第一種指定電気通信設備を設置す
る電気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、総務
省令で定める勘定科目の分類その他会計に関する手続に従
い、その会計を整理し、電気通信役務に関する収支の状況
その他その会計に関し総務省令で定める事項を公表しなけ
ればならない。 電気通信事業会計

接続会計

第二種指定電気通信設備を設置する事業者であって、収益
ベースのシェアが25％を超える場合に、適正な競争関係を
確保するために必要があると認めて総務大臣が指定した者

法第30条第5項に規定する「第1項の規定により指
定された電気通信事業者及び･･･第一種指定電気通
信設備を設置する電気通信事業者」

1



電気通信事業会計と接続会計

【電気通信事業会計】
（損益計算書）

○ 電気通信事業分野の会計制度は、電気通信事業会計と接続会計に大別される。

○ 電気通信事業会計の損益計算書上の損益については、同会計における指定電気通信役務損益明細表や基礎的電気通
信役務損益明細表等において、役務区分別に整理・計上される。

○ また、電気通信事業会計の損益計算書上の費用と貸借対照表上の資産は、接続会計において、設備区分別に整理・
計上される。

基
本
料

市
内
通
話

市
外
通
話

公
衆
電
話

一
般
専
用

： ：：

端
末
伝
送
路

主
配
線
盤

端
末
交
換
設
備

中
継
交
換
設
備

信
号
網
設
備

番
号
案
内
Ｄ
Ｂ

： ：：

（指定電気通信役務損益明細表）

【接続会計】

県
間
伝
送
路

管理部門 利用部門

経

常

損

益

（何）業損益

営 業 外 損 益

特 別 損 益

電気通信事業損益

営

業

損

益

営業費

運用費

施設保全費

共通費

管理費

試験研究費

減価償却費

固定資産除却費

通信設備使用料

租税公課

費用

収益

（何）収入

役務区分別

設備区分別

サ
ー
ビ
ス
活
動

：

高
速
デ
ジ
タ
ル
伝
送
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接続会計の設備区分について、接続会計と網使用料算定根拠の間の設備区分の乖離を解消（①）するとともに、網機能と

の関係が不明確となっている設備区分を整理（②）するほか、接続料算定に有意に機能していない設備区分の廃止・統合

（③）を行うことにより、接続会計の原価算定機能を高めることに資する。

租税公課

通信設備使用料

固定資産除却費

減価償却費

研究費償却

試験研究費

管理費

共通費

施設保全費

運用費

営業費

租税公課

通信設備使用料

固定資産除却費

減価償却費

研究費償却

試験研究費

管理費

共通費

施設保全費

運用費

営業費

・・・

第一種
指定設
備利用
部門

指定外県内伝
送路

・・・

・・・

・・・

主配線盤（電
気信号の伝送
に係るもの）

第一種
指定設
備管理
部門

端末系伝送路
（電気信号の伝
送に係るもの）

・・・

第一種
指定設
備利用
部門

指定外県内伝
送路

・・・

・・・

・・・

主配線盤（電
気信号の伝送
に係るもの）

第一種
指定設
備管理
部門

端末系伝送路
（電気信号の伝
送に係るもの）

端末回線伝送機能

租税公課

通信設備使用料

固定資産除却費

減価償却費

研究費償却

試験研究費

管理費

共通費

施設保全費

運用費

営業費

租税公課

通信設備使用料

固定資産除却費

減価償却費

研究費償却

試験研究費

管理費

共通費

施設保全費

運用費

営業費

電気通信事業会計 接続会計 網使用料算定根拠

・・・

スプリッタ

通信設備

・・・

・・・

第一
種指
定設
備利
用部
門

・・・

・・・

回線管理運営

第一
種指
定設
備管
理部
門

端末系伝送路
（電気信号の伝
送に係るもの）

・・・

スプリッタ

通信設備

・・・

・・・

第一
種指
定設
備利
用部
門

・・・

・・・

回線管理運営

第一
種指
定設
備管
理部
門

端末系伝送路
（電気信号の伝
送に係るもの）

接続会計においては、電気通信事業会計の損益計算書の営業費用を
管理部門・利用部門の設備区分に帰属

一部
組替え

・・・機能

・・・機能

･
･
･
･･

･
･･

･
･･

･

指
定
電
気
通
信
設
備
管
理
運
営
費

網使用料算定根拠においては、接続会計の設備区分に帰属した費用
を網使用料算定根拠上の設備区分に一部組み替えた上で、網機能ご
とに指定電気通信設備管理運営費を算定

内部相互補助
モニタリング機能 接続料原価算定機能

設備区分 設備区分

NTT東西の
接続料認可申請資料

接続会計における設備区分の見直しについて①

① ②

③
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接続会計における設備区分の見直しについて②

網使用料算定根拠上の設備区分等現行接続会計における設備区分

【網使用料算定根拠で用いられる設備区分】 【現行接続料規則における機能】

第
一
種
指
定
設
備
管
理
部
門

第
一
種
指
定

設
備
利
用
部
門

主配線盤（電気信号の伝送に係るもの）
端末系伝送路（光信号の伝送に係るもの）
主配線盤（光信号の伝送に係るもの）

主配線盤～端末系交換設備伝送路

端末系交換設備（主としてデータ伝送役務の提供に用いられるもの）

端末系交換設備間伝送路

群タンデム交換設備～端末系交換設備伝送路

群タンデム交換設備
端末系交換設備～中継系交換設備伝送路
端末系交換設備～中継系交換設備伝送路（斜回線）
中継系交換設備（主として音声伝送役務の提供に係るもの）
中継系交換設備（主としてデータ伝送役務の提供に係るもの）
中継系交換設備～相互接続点伝送路（分離型関門交換機）
信号網設備
呼関連データベース

ＰＨＳ接続装置

専用加入者線装置モジュール

主配線盤～専用加入者線装置モジュール伝送路

専用線ノード装置
専用加入者線装置モジュール～専用線ノード装置伝送路
専用線ノード装置～相互接続点伝送路
（何）　専用線ノード装置～専用線ノード装置伝送路

指定外県内伝送路
県間伝送路
機械設備
端末設備
（何）　付加機能使用料、雑収入等控除項目

端末系伝送路（電気信号の伝送に係るもの）

(何）　公衆電話設備

端末系交換設備（主として音声伝送役務の提供に用いられるもの）

サービス活動

総合ディジタル網加入者モジュール

番号案内データベース

端末系伝送路（電気信号の伝送に係るもの）
回線管理運営 端末回線伝送機能

上記以外 端末回線伝送機能

端末系伝送路（光信号の伝送に係るもの） 端末回線伝送機能

主配線盤（光信号の伝送に係るもの） 端末回線伝送機能

公衆電話設備 公衆電話機能

ディジタル公衆電話設備 公衆電話機能、光信号中継伝送機能

端末系交換設備（主として音声伝送役務の提供に用いられるもの） 加入者交換機接続伝送専用機能、光信号中継伝送機能

加入者交換機接続用伝送装置利用機能（ＤＳＭ－I） 加入者交換機接続伝送専用機能

加入者交換機接続用伝送装置利用機能（ＴＣＭ） 加入者交換機接続伝送専用機能

端末系交換設備（主としてデータ伝送役務の提供に用いられるもの） 通信路設定伝送機能、ルーティング伝送機能

群タンデム交換設備
端末系交換設備～中継系交換設備伝送路（音声） 光信号中継伝送機能、ルーティング伝送機能

端末系交換設備～中継系交換設備伝送路（データ） 光信号中継伝送機能

中継系交換設備（音声）
中継系交換設備（データ） ルーティング伝送機能

－

信号網設備 光信号中継伝送機能

呼関連データベース 呼関連データベース機能

番号案内データベース
番号案内設備
手動交換設備
ＰＨＳ接続装置 －

総合ディジタル網加入者モジュール
Ｉインタフェース加入者モジュール折返し機能 折返し通信路設定機能、光信号中継伝送機能

専用線ノード装置 通信路設定伝送機能

専用加入者線装置モジュール～専用線ノード装置伝送路 通信路設定伝送機能、光信号中継伝送機能

専用線ノード装置～相互接続点伝送路 通信路設定伝送機能、光信号中継伝送機能

専用線ノード装置～専用線ノード装置伝送路 通信路設定伝送機能、光信号中継伝送機能

通信設備
スプリッタ（ＤＳＬ）
上記以外

サービス活動
回線管理運営

－

光信号中継伝送機能端末系交換設備間伝送路

光信号中継伝送機能、番号案内機能、手動交換機能

端末設備及び付加機能使用料、雑収入等控除項目

専用加入者線装置モジュール 通信路設定伝送機能、光信号電気信号変換機能
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接続会計における設備区分の見直しについて③

現 行 改正案

（削除）

（削除）

端 末 系 伝 送 路 （電 気 信 号 の 伝 送 に 係 るもの ）
端 末 系 伝 送 路 （光 信 号 の 伝 送 に 係 るもの ）
主 配 線 盤 （電 気 信 号 の 伝 送 に 係 るもの ）
主 配 線 盤 （光 信 号 の 伝 送 に 係 るもの ）

主 配 線 盤 ～ 端 末 系 交 換 設 備 伝 送 路
端 末 系 交 換 設 備 （主 として音 声 伝 送 役 務 の 提 供 に 用 い られ るもの ）
端 末 系 交 換 設 備 （主 としてデータ伝 送 役 務 の 提 供 に 用 い られ るもの ）

端 末 系 交 換 設 備 間 伝 送 路

群 タンデム 交 換 設 備 ～ 端 末 系 交 換 設 備 伝 送 路

群 タンデム 交 換 設 備
端 末 系 交 換 設 備 ～ 中 継 系 交 換 設 備 伝 送 路
端 末 系 交 換 設 備 ～ 中 継 系 交 換 設 備 伝 送 路 （斜 回 線 ）
中 継 系 交 換 設 備 （主 として音 声 伝 送 役 務 の 提 供 に 係 るもの ）
中 継 系 交 換 設 備 （主 としてデータ伝 送 役 務 の 提 供 に 係 るもの ）

中 継 系 交 換 設 備 ～ 相 互 接 続 点 伝 送 路 （分 離 型 関 門 交 換 機 ）
信 号 網 設 備
呼 関 連 データベ ース
番 号 案 内 データベ ース

ＰＨＳ接 続 装 置
総 合 ディジ タル 網 加 入 者 モ ジ ュール
専 用 加 入 者 線 装 置 モジ ュール

専 用 線 ノード装 置
主 配 線 盤 ～ 専 用 加 入 者 線 装 置 モ ジ ュール 伝 送 路
専 用 加 入 者 線 装 置 モジ ュール ～ 専 用 線 ノード装 置 伝 送 路
専 用 線 ノード装 置 ～ 相 互 接 続 点 伝 送 路

(何 ）　公 衆 電 話 設 備
（何 ）　専 用 線 ノード装 置 ～ 専 用 線 ノード装 置 伝 送 路

指 定 外 県 内 伝 送 路
県 間 伝 送 路
機 械 設 備
端 末 設 備
（何 ）　付 加 機 能 使 用 料 、雑 収 入 等 控 除 項 目
サ ービス活 動

【現行接続料規則
における機能】

第
一
種
指
定
設
備
管
理
部
門

第
一
種
指
定

設
備
利
用
部
門

※

※

※

※

※

※

※

※

（光信号中継伝送機能。以下※）

端末系伝送路（電気信号の伝送に係るもの） 端末回線伝送機能

主配線盤（電気信号の伝送に係るもの） 端末回線伝送機能

端末系伝送路（光信号の伝送に係るもの） 端末回線伝送機能

主配線盤（光信号の伝送に係るもの） 端末回線伝送機能

公衆電話設備 公衆電話機能

端末系交換設備（主として音声伝送役務の提供に用いられるもの）
うち加入者交換機接続伝送専用機能に係るもの 加入者交換機接続伝送専用機能

端末系交換設備（主としてデータ伝送役務の提供に用いられるもの） 通信路設定伝送機能

うちルーティング伝送機能に係るもの ルーティング伝送機能

うちルーティング伝送機能に係るもの ルーティング伝送機能

中継系交換設備（主として音声伝送役務の提供に用いられるもの）
中継系交換設備（主としてデータ伝送役務の提供に用いられるもの）

うちルーティング伝送機能に係るもの ルーティング伝送機能

信号網設備

番号案内データベース及び番号案内設備 番号案内機能

手動交換設備 手動交換機能

折返し通信路設定機能に係る設備 折返し通信路設定機能　　　　　 　　

専用加入者線装置モジュール 通信路設定伝送機能　　　　　　　 　

うち光信号電気信号変換機能に係るもの 光信号電気信号変換機能

専用線ノード装置 通信路設定伝送機能

専用加入者線装置モジュール～専用線ノード装置伝送路 通信路設定伝送機能　　　　　　　 　

専用線ノード装置～専用線ノード装置伝送路又は相互接続点伝送路 通信路設定伝送機能　　　　　　　　 

呼関連データベース 呼関連データベース機能

（何）

光信号中継伝送機能に係る設備 光信号中継伝送機能

指定外電気通信設備

（何）　付加機能使用料、雑収入等控除項目
サービス活動

端末系交換設備～端末系又は中継系交換設備伝送路（主として音声伝送
役務の提供に用いられるもの）

端末系交換設備～端末系又は中継系交換設備伝送路（主としてデータ伝
送役務の提供に用いられるもの）

※
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指定電気通信役務損益明細表において、特定電気通信役務に係る役務区分を「基本料」、「市内・市外通信」、「公衆電話」、

「その他」の区分に簡素化し、専用役務に係る役務区分を一の区分に統合するとともに、特定電気通信役務以外の指定電気通

信役務に係る役務区分を「ＦＴＴＨアクセスサービス」と「その他」の区分に分割することにより、市場間の不当な内部相互補助を

牽制・抑止し、指定電気通信役務の料金の適正な算定に資する。

現在の役務区分 見直し後の役務区分

事業会計における役務区分の見直しについて

役務の種類

基 本 料

市 内 通 信

市 外 通 信

公 衆 電 話

そ の 他

小 計

小 計

小 計

小 計

小 計

合 計

市 内 専 用

市 外 専 用

市 内 専 用

市 外 専 用

そ の 他

特定電気通信役務以外の 指定電気通信役務

指 定 電 気 通 信 役 務 以 外 の 電 気 通 信 役 務

高速デジタル
伝 送

一 般 専 用

専
用
役
務

音
声
伝
送
役
務

特
定
電
気
通
信
役
務

指
定
電
気
通
信
役
務

小 計

そ の 他

FTTHアクセスサービス

合 計

小 計

小 計

役務の種類

指 定 電 気 通 信 役 務 以 外 の 電 気 通 信 役 務

特定電気通信役務以外
の 指定電気通信役務

専 用 役 務

特定電気通信役務

そ の 他

公 衆 電 話

市 内 ・ 市 外 通 信

基 本 料音
声
伝
送
役
務

指
定
電
気
通
信
役
務

市内通信・市外通信を統合

専用役務に係る役務区分を
一の区分に統合

特定電気通信役務以外の指定電気通信役務
に係る役務区分を「ＦＴＴＨアクセス
サービス」と「その他」の区分に分割
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インターネット接続領域インターネット接続領域インターネット接続領域 法人向けネットワークサービス領域法人向けネットワークサービス領域法人向けネットワークサービス領域

固定電話領域固定電話領域固定電話領域 移動体通信領域移動体通信領域移動体通信領域

画定市場 部分市場 《地理的市場》

ＩＳＰ ≪全国≫

ナローバンド
《全国》 ブロードバンド 《１０地域》

戸建
住宅

集合
住宅

Ｆ
Ｗ
Ａ

専用サービス 新型ＷＡＮサービス

IP-VPN

広域イーサネット

NTT東西のメガデータネッツ等

インターネットVPN

フ
レ
ー
ム
リ
レ
ー

・
セ
ル
リ
レ
ー

パ
ケ
ッ
ト
通
信

音
声
通
話

携帯電話
《２地域》

ＰＨＳ
《全国》

２G ３G

・
《２地域》

凡例：

加

入

国際

県外

県内
市外

市内

通

話

ＮＴＴ加入電話
ＣＡＴＶ
電話

０ＡＢＪ
ＩＰ

直収
電話

固定電話市場の範囲 ＝ ＮＴＴ加入電話＋直収電話＋ＣＡＴＶ電話＋０ＡＢＪ ＩＰ電話

《東日本／西日本 １０地域》

公
衆
電
話

公
衆
無
線
Ｌ
Ａ
Ｎ

電気通信事業分野における市場画定２００６

DU
《全国》

ISDN
《全国》

ADSL
《東西》

CATV
《全国》

FTTH
《１０地域》

中継電話
《東日本／西日本》

０５０－ＩＰ 《全国》

ソフトフォン

出典：電気通信事業分野における市場画定２００６（０７年４月）
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基本料

市内通信

市外通信

公衆電話

その他

市内専用
一般専用

市外専用

市内専用

市外専用

その他

特定電気通信役務以外の
指定電気通信役務

指定電気通信役務以外の電気通信役務

専
用
役
務高速デジタル

伝送

音
声
伝
送
役
務

特
定
電
気
通
信
役
務

指
定
電
気
通
信
役
務

指定電気通信役務損益明細表

加入電話（加入者回線）

公衆電話

番号案内

一般専用サービス

高速ディジタル伝送サービス

ATM専用
サービス

IPルーティング網
接続専用サービス

DSL等接続
専用サービス

オフトーク通信サービスBフレッツ（光ファイバ）

加入電話付加機能

無線専用サービス

Bフレッツ（FWA）、フレッツオンデマンド、フレッツオフィス、
Mフレッツ、フレッツコネクト、フレッツグループアクセス

ひかり電話

映像伝送サービス

スーパーワイドLANメガデータネッツ
映像データ通信網

サービス
信号監視通信サービス

指定電気通信役務損益明細表と各区分に対応するサービス
データ伝送役務専用役務音声伝送役務該当するサービス

固定発IP電話着信通信 固定発携帯電話着信通信

支店代行電話、内部通話用電話、有線放送電話接続電話、共同電話

フレッツISDN

ISDN（加入者回線）

フレッツADSL

加入電話（市内通信）

加入電話（県内市外通信）

ISDN（市内通信）

ISDN（県内市外通信）
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配賦プロセスの透明化について

接続会計規則 電気通信事業会計規則（指定電気通信役務損益明細表等）

配賦基準

配賦手順

配賦フロー

○ 会計規則に基づき整理された費用と資産を管理部門と利用部門それぞれの設備区分に整理する際の手順を記載した

接続会計整理手順書については、接続会計規則において必ずしも作成・公表を義務付ける明確な根拠となる規定がない

ため、明文の規定を設ける。

○ 指定電気通信役務損益明細表等の費用配賦プロセスに関する記述をその配賦方法書に追加することを明確化し、配賦

プロセスの透明化を図る。

第一種指定電気通信設備接続会計規則で規定 電気通信事業会計規則で規定

※基本料費用については、NTT東西において、「加入電話及びＩＳＤＮ等の基本料費用の算定について」により費用の内容と費用の主な把握方法を公表。

（原則)

（詳細)

会計処理手順書
【総務省に提出・公表】

指定電気通信役務損益配賦方法書等
【総務省に提出・非公表※】

（現状）

（現状）

接続会計整理手順書
【総務省に提出・公表】

指定電気通信役務損益配賦方法書等
【総務省に提出・非公表※】

作成・公表の根拠を明確化 配賦手順に関する記述を追加
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＜費用の活動への帰属＞
試験受付業務に必要な費用であり、支援設備の試験受付へ帰属する

＜支援設備の活動への帰属＞
受付件数比により話中調べ、端末機器設定業務及び故障受付に区分した後、直接または故障件数比により主要設備の対応する活動区分へ帰属する。

接続会計「配賦フロー」の作成イメージ（施設保全費・試験受付の例）

接続会計処理手順書の記載

配賦フロー （会計研究会資料より作成）

配賦基準 配賦基準 配賦基準

話中調べ （直接帰属） **-** 端末系交換設備（音声）
端末機器設定業務 （直接帰属） **-** 端末設備

**-** 端末系伝送路（メタル）

**-** 端末系伝送路（光）

**-** 主配線盤（ＭＤＦ）

**-** 主配線盤（ＦＴＭ）

**-** 主配線盤～端末系交換設備伝送路・専用加入者線装置モジュール伝送路

**-** 端末系交換設備（音声）

**-** 端末系交換設備（データ）

**-** 遠隔加入者線多重伝送装置

**-** 群タンデム交換設備

**-** 伝送機械設備

**-** 無線機械設備

**-** 中継線路設備

**-** 市外線路設備

**-** 地中設備

**-** 通信衛星設備

**-** 中継系交換設備（音声）

**-** ＰＨＳ接続装置

**-** 総合デジタル網加入者モジュール

**-** 専用加入者線装置モジュール

**-** 専用線ノード装置

**-** 公衆電話設備

**-** 端末設備

**-** 機械設備

試験受付 受付件数比

故障受付 故障件数比

**-** 一般施設保
全・試験受付

(直接帰属） **-**

項目毎にコードを
付与する

具体的な活動区分の帰属先が
明確となっていないものにつ
いて、すべての帰属先を明記
する

複数の配賦基準が併記されて
いるものについて、配賦基準
と配賦先の対応を明確にする

～～ ～～

複数の頁を
参照する必要

配賦基準の
適用関係が不明

具体的な帰属先
が不明
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設備利用部門単体の営業費用を把握し、
経営効率化の実績を検証。

営業費用

うち、設備管理
部門費用

うち、設備利用
部門費用

547,725

539

548,265

4,483

9

2

4,495

552,760

○○○ ×××

○○○

○○○

○○○

○○○

○○○

○○○

○○○

×××

×××

×××

×××

×××

×××

×××

電気通信事業法施行規則の一部改正について

552,760

4,495

2

9

4,483

548,265

539

547,725

▲29,424523,335合計

▲2,5701,825小計

▲2-緊急通報

▲63離島特例通信

▲2,6611,821市内通信第一種公衆電話

▲26,754521,510小計

▲539-緊急通報

▲26,214521,510基本料加入電話

摘要営業利益営業費用営業収益役務の細目

営業費用について、設備利用部門と設備管理部門
に区分して内訳を再掲。

電気通信事業法施行規則
様式第38の2

第１表
基礎的電気通信役務収支表

交付金の算定は設備利用部門の費用について
約７％の経営効率化を行うことを前提

平成１９年度以降、基礎的電気通信役務収支表
の提出に際し、経営効率化の実績について併せて
報告すること

「基礎的電気通信役務の提供に関し講ずべき措置について」（06年11月）
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電気通信事業者電気通信事業者

端末メーカー端末メーカー

端末仕様発注・
共同開発

端末納入

端末卸売

販売奨励金

販売代理店販売代理店

端末販売
（販売奨励金を充当）

販売奨励金分は、利用者の毎月の通信料から回収

通話料

利用者利用者

モバイルビジネス活性化プラン（平成１９年９月２１日）

現行の販売奨励金は、端末販売の促進を目的とする端末販売奨励金と通信サービス契約の締結・維持を目的とする通信販売奨励金の２つに
大別されるが、両者を電気通信事業会計において分計することとし、所要の電気通信事業会計規則（昭和６０年郵政省令第２６号。以下「会計規電気通信事業会計規則（昭和６０年郵政省令第２６号。以下「会計規
則」という。）の見直しについて２００７年度中を目途に実施し、２００８年度から施行則」という。）の見直しについて２００７年度中を目途に実施し、２００８年度から施行する。

なお、端末販売奨励金と通信販売奨励金の分計について各事業者間の統一的な運用を確保するため、会計規則の改正に併せて、当該分計当該分計
に関する運用指針を策定・公表に関する運用指針を策定・公表する。その際、接続料及び卸電気通信役務の原価から端末販売奨励金を除くこととする。

また、上記改正後の会計規則に基づく会計実績を踏まえ、接続料及び卸電気通信役務の料金の適正性等について、定期的に検証を行う。

２．具体的施策
（１）モバイルビジネスにおける販売モデルの見直し

(b) 販売奨励金に係る会計整理の明確化

別表第二 財務諸表様式 様式第２ 損益計算書
（記載上の注意）
２ 電気通信事業者が、端末設備を購入した電気通信役務の利用者又は電気通信役務の販売代理店等に対して支払う費用
のうち、電気通信事業営業損益の営業費用に該当するものは、その支払いの発生原因が電気通信事業に該当するものに
限る。

事業会計における販売奨励金の取扱いの明確化について①

現状の販売モデル

電気通信事業会計規則の一部改正

次頁へ

○端末価格と
通信料金の
区分の明確
化

○接続料原価
等の適正性
の確保

留意点

端末販売奨励金
通信販売奨励金

成約奨励金
契約獲得数量奨励金
契約継続奨励金 等

12



電気通信事業者が、
①端末設備を購入した電気通信役務の利用者 又は ②電気通信役務の販売代理店等

に対して支払う費用であって、
i)当該利用者による端末設備の購入 又は ii)代理店等による電気通信役務に係る契約の締結の代理

等若しくは端末設備の販売等
に応じて支払いの発生する原因が生じる費用

販売奨励金

「電気通信役務契約の締結・変更（契約の成立又は当該契約への新たな役務の付
加等）及び維持（契約内容の一定期間の継続）並びに一定期間における電気通信
役務契約数の累計」が、支払いの発生する原因である販売奨励金

通信販売奨励金

電気通信事業営業損益の営業費用に該当

○各電気通信事業者の販売奨励金の類型を明確化し、会計整理の具体的な考え方について各事業者間
の統一的な運用を確保することにより、電気通信事業における会計整理が適正化され、これにより、
各電気通信事業者の電気通信役務の原価の適正化が図られるとの目的を達成。

○併せて接続料及び卸電気通信役務の原価の適正化が図られることを期待。

《電気通信事業における販売奨励金の会計上の取扱いに関する運用ガイドライン（仮称）（案）》

〔販売奨励金の類型、会計上の整理等〕

○通信販売奨励金以外の販売奨励金（以下「端末販売奨励金等」という。）について、電気通信事業営
業損益以外へ計上（当該奨励金の金額が明確となるよう表示し、公表することが望ましい）。

○当該奨励金を当該電気通信事業営業損益以外へ計上する際の具体的手法は、実態を十分に踏まえた上
で、会計監査の観点にも十分配慮しつつ行うことが望ましい。

事業会計における販売奨励金の取扱いの明確化について② 13



◆ポイント制度
利用者の電気通信役務の料金の支払い額に応じて付与されるポイントは、その使途に関係なく付
与時の会計年度に費用計上されるもの。他方、当該年度に費用計上後、当該ポイントを利用し端
末設備の購入等を行う年度においては、再度費用計上されることがないため、そのポイントの使
途により分類することは困難であることから、当該ポイントはガイドラインにおいて対象となる
販売奨励金相当のものとは扱わない。ただし、ポイント制度は、これにより販売奨励金の会計整
理の趣旨が没却されないよう、引続き注視。

◆代理店等の維持費用
代理店等の維持費用について、電気通信役務の契約の締結等に欠くことの出来ない要素であるこ
とから、少なくとも端末販売奨励金等とは分類し得ず、通信販売奨励金及び端末販売奨励金等と
は異なる費目に分類。

◆定期的な検証
「モバイルビジネス活性化プラン」が、定期的（年１回）に検証を行うこととされていることか
ら、本会計制度の見直しに係る各電気通信事業者の会計整理の適切性等についても定期的に検証
を行うとともに、必要に応じてガイドラインの見直しを実施。

〔その他〕

事業会計における販売奨励金の取扱いの明確化について③ 14
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正 
 

案 

現 
 
 

 
 

行 

様
式
第

38
の

２
（

第
4
0
条

の
３

第
１

号
、

第
4
0
条

の
４

第
１

項
関

係
）

 

基
礎
的
電

気
通
信
役

務
収

支
表

 

 
事

業
者

名
 

 
 

 
 
 

 

 
年

 
月

 
日

か
ら

 
年

 
月

 
日

ま
で

 
（

単
位

 
円

）

第
１

表
 

第
1
4
条

第
１

号
及

び
第
２
号

に
掲
げ

る
も
の
 

営
業

費
用

 
役

務
の
細

目
 

営
業

 

収
益

 
 

う
ち

設
備

管

理
部

門
費

用

う
ち

設
備

利

用
部

門
費

用

営
業

 

利
益

 

摘
要

（
１

）
 

同

号
イ

に
掲

げ

る
も
の

 

 
 

 
 

 
 

（
２

）
 

同

号
ロ

に
掲

げ

る
も
の

 

 
 

 
 

 
 

（
３

）
 

同

号
ハ

に
掲

げ

る
も
の

 

 
 

 
 

 
 

１
 

第
1
4

条
第

１

号
に

掲

げ
る

も

の
 

小
計

 
 

 
 

 
 

 

（
１

）
 

同

号
イ

に
掲

げ

る
も
の

 

 
 

 
 

 
 

（
２

）
 

同

号
ロ

に
掲

げ

る
も
の

 

 
 

 
 

 
 

２
 

第
1
4

条
第

２

号
に

掲

げ
る

も

の
 

（
３

）
 

同

号
ハ

に
掲

げ

る
も
の

 

 
 

 
 

 
 

様
式

第
38
の

２
（

第
4
0
条

の
３

第
１

号
、

第
4
0
条

の
４

第
１

項
関

係
）

 

基
礎
的
電

気
通
信
役

務
収
支

表
 

 
事

業
者

名
 

 
 

 
 

 
 

 
年
 
月

 
日
か
ら

 

 
年
 
月

 
日
ま
で

 

 
（
単
位

 
円
）
 

第
１

表
 

第
1
4
条

第
１

号
及

び
第
２
号

に
掲
げ

る
も
の
 

役
務

の
細

目
 

営
業
収
益

営
業
費
用

営
業
利
益

摘
要

 

（
１

）
 

同
号

イ
に

掲
げ

る

も
の

 

 
 

 
 

（
２

）
 

同
号

ロ
に

掲
げ

る

も
の

 

 
 

 
 

（
３

）
 

同
号

ハ
に

掲
げ

る

も
の

 

 
 

 
 

１
 

第
1
4
条

第
１

号

に
掲

げ
る

も
の

 

小
計

 
 

 
 

 

（
１

）
 

同
号

イ
に

掲
げ

る

も
の

 

 
 

 
 

（
２

）
 

同
号

ロ
に

掲
げ

る

も
の

 

 
 

 
 

（
３

）
 

同
号

ハ
に

掲
げ

る

も
の

 

 
 

 
 

２
 

第
1
4
条

第
２

号

に
掲

げ
る

も
の

 

小
計

 
 

 
 

 

合
計

 
 

 
 

 
 

      



 

二 

小
計

 
 

 
 

 
 

 

合
計

 
 

 
 

 
 

 
 

注
１

・
２

（
略

）
 

３
 

「
設

備
管

理
部

門
費

用
」

及
び

「
設

備
利

用
部

門
費

用
」

は
、

そ
れ

ぞ
れ

第
一

種
指

定
電

気
通

信
設

備
接

続
会

計
規

則
（

平
成

９
年

郵
政

省
令

第
9
1
号

）
第

２
条

第
２

項
第

１
号

及
び

第
２

号
に

規
定

す
る

「
第

一
種

指
定

設
備

管
理

部
門

」
及

び
「

第
一

種
指

定
設

備
利

用
部

門
」

に
相

当
す

る
部

門
に

係
る

費
用

と
す

る
。

 

４
 

「
う

ち
設

備
管

理
部

門
費

用
」

及
び

「
う

ち
設

備
利

用
部

門
費

用
」

の
欄

は
、

適
格

電
気

通
信

事
業

者
に

限
り

記
載

す
る

も
の

と
す

る
。

 

５
 

基
礎

的
電

気
通

信
役

務
と

基
礎

的
電

気
通

信
役

務
以

外
の

電
気

通
信

役
務

と
に

関
連

す
る

費
用

に
つ

い
て

は
、

電
気

通
信

事
業

会
計

規
則

別
表

第
２

様
式

第
1
3
に

規
定

す
る

基
準

に
よ

る
ほ

か
、

適
正

な
基

準
に

よ
り

そ
れ

ぞ
れ

の
役

務
に

配
賦

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

当
該

基
準

に
よ

つ
て

配
賦

す
る

こ
と

が
著

し
く

困
難

な

と
き

は
、

そ
の

全
部

を
主
た

る
関
連
を

有
す
る

事
業
又
は

役
務

に
整

理
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

 

６
 

２
以

上
の

細
目

の
電

気
通

信
役

務
と

に
関

連
す

る
費

用
に

つ
い

て
は

、
電

気
通

信
事

業
会

計
規

則
別

表
第

２
様

式
第

14
に

規
定

す
る

基
準

に
よ

る
ほ

か
、

適
正

な
基

準
に

よ
り

そ
れ

ぞ
れ

の
役

務
に

配
賦

し
な

け
れ

ば

な
ら

な
い

。
当

該
基

準
に

よ
つ

て
配

賦
す

る
こ

と
が

著
し

く
困

難
な

と
き

は
、

そ
の

全
部

を
主

た
る

関
連

を

有
す

る
事

業
又

は
役

務
に
整

理
す
る
こ

と
が
で

き
る
。
 

第
２

表
 

交
付

金
等

 

（
略
）

 

 

  注
１

・
２

（
略

）
 

     ３
 

基
礎

的
電

気
通

信
役

務
と

基
礎

的
電

気
通

信
役

務
以

外
の

電
気

通
信

役
務

と
に

関
連

す
る

費
用

に
つ

い
て

は
、

電
気

通
信

事
業

会
計

規
則

別
表

第
２

様
式

第
1
5
に

規
定

す
る

基
準

に
よ

る
ほ

か
、

適
正

な
基

準
に

よ
り

そ
れ

ぞ
れ

の
役

務
に

配
賦

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

当
該

基
準

に
よ

つ
て

配
賦

す
る

こ
と

が
著

し
く

困
難

な

と
き

は
、

そ
の

全
部

を
主
た

る
関
連
を

有
す
る

事
業
又
は

役
務
に

整
理
す
る

こ
と
が

で
き
る
。

 

４
 

２
以

上
の

細
目

の
電

気
通

信
役

務
と

に
関

連
す

る
費

用
に

つ
い

て
は

、
電

気
通

信
事

業
会

計
規

則
別

表
第

２
様

式
第

16
に

規
定

す
る

基
準

に
よ

る
ほ

か
、

適
正

な
基

準
に

よ
り

そ
れ

ぞ
れ

の
役

務
に

配
賦

し
な

け
れ

ば

な
ら

な
い

。
当

該
基

準
に

よ
つ

て
配

賦
す

る
こ

と
が

著
し

く
困

難
な

と
き

は
、

そ
の

全
部

を
主

た
る

関
連

を

有
す

る
事

業
又

は
役

務
に
整

理
す
る
こ

と
が
で

き
る
。
 

第
２

表
 

交
付

金
等

 

（
略

）
 

 

  



 

三 

○
電
気
通
信
事
業
会
計
規
則
（
昭
和
六
十
年
郵
政
省
令
第
二
十
六
号
） 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

太
字
部
分
は
今
回
、
情
報
通
信
審
議
会
に
諮
問
し
た
事
項 

改 
 

正 
 

案 

現 
 
 
 
 

行 

 
 
 

附 

則 

１
・
２ 

（
略
） 

３ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
第
五
条
第
八
号
、
第
九
号
及
び
第
十
号
の
規
定
が
適
用
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
る
間
、
事

業
者
は
、
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
財
務
諸
表
の
提
出
の
際
、
併
せ
て
、
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
損
益
明
細
表

、
指
定
電
気
通
信
役
務
損
益
明
細
表
及
び
移
動
電
気
通
信
役
務
損
益
明
細
表
が
こ
の
省
令
の
規
定
に
基
づ
い
て

適
正
に
作
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
職
業
的
に
資
格
の
あ
る
会
計
監
査
人
に
よ
る
証
明
書
並
び
に
当
該
基
礎
的
電

気
通
信
役
務
損
益
明
細
表
、
指
定
電
気
通
信
役
務
損
益
明
細
表
及
び
移
動
電
気
通
信
役
務
損
益
明
細
表
を
作
成

す
る
際
に
準
拠
し
た
収
益
及
び
費
用
の
配
賦
の
基
準
及
び
手
順
を
記
載
し
た
書
類
を
総
務
大
臣
に
提
出
す
る
と

と
も
に
、
当
該
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
損
益
明
細
表
、
指
定
電
気
通
信
役
務
損
益
明
細
表
及
び
移
動
電
気
通
信

役
務
損
益
明
細
表
を
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
方
法
に
よ
り
開
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

 
 
 

附 

則 

１
・
２ 

（
略
） 

３ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
第
五
条
第
八
号
、
第
九
号
及
び
第
十
号
の
規
定
が
適
用
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
る
間
、
事

業
者
は
、
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
財
務
諸
表
の
提
出
の
際
、
併
せ
て
、
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
損
益
明
細
表

、
指
定
電
気
通
信
役
務
損
益
明
細
表
及
び
移
動
電
気
通
信
役
務
損
益
明
細
表
が
こ
の
省
令
の
規
定
に
基
づ
い
て

適
正
に
作
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
職
業
的
に
資
格
の
あ
る
会
計
監
査
人
に
よ
る
証
明
書
並
び
に
当
該
基
礎
的
電

気
通
信
役
務
損
益
明
細
表
、
指
定
電
気
通
信
役
務
損
益
明
細
表
及
び
移
動
電
気
通
信
役
務
損
益
明
細
表
を
作
成

す
る
際
に
準
拠
し
た
収
益
及
び
費
用
の
配
賦
の
基
準
を
記
載
し
た
書
類
を
総
務
大
臣
に
提
出
す
る
と
と
も
に
、

当
該
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
損
益
明
細
表
、
指
定
電
気
通
信
役
務
損
益
明
細
表
及
び
移
動
電
気
通
信
役
務
損
益

明
細
表
を
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
方
法
に
よ
り
開
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 



 

四 

 

改
 
 
正

 
 
案

 
現

 
 
 

 
 
行
 

別
表

第
二

（
第

５
条

、
第

６
条

及
び

第
1
6
条

関
係

）
 

財
務
諸
表

様
式

 

様
式

第
１

 
（

略
）

 

様
式

第
２

 

損
益
計
算

書
 

（
略

）
 

（
記

載
上

の
注

意
）

 

１
（

略
）

 

２
 

電
気

通
信

事
業

者
が

、
端

末
設

備
を

購
入

し
た

電
気

通
信

役
務

の
利

用
者

又
は

電
気

通
信

役
務

の
販

売
代

理
店

等
に

対
し

て
支

払
う

費
用

の
う

ち
、

電
気

通
信

事
業

営
業

損
益

の
営

業
費

用
に

該
当

す
る

も
の

は
、

そ

の
支

払
い

の
発

生
原

因
が

電
気

通
信

事
業

に
該

当
す

る
も

の
に

限
る

。
 

３
 

営
業

外
収

益
に

属
す

る
収

益
で

、
別

に
表

示
す

る
こ

と
が

適
当

で
あ

る
と

認
め

ら
れ

る
も

の
に

つ
い

て
、

当
該

収
益

を
示

す
名

称
を
付

し
た
科
目

を
も
つ

て
別
に
掲

記
す

る
こ

と
を

妨
げ

な
い

。
 

４
 

営
業

外
収

益
に

属
す

る
収

益
の

う
ち

そ
の

金
額

が
営

業
外

収
益

の
総

額
の

1
0
0
分

の
1
0
以

下
の

も
の

で

一
括

し
て

記
載

す
る

こ
と

が
適

当
で

あ
る

と
認

め
ら

れ
る

も
の

に
つ

い
て

は
、

当
該

収
益

を
一

括
し

て
示

す

名
称

を
付

し
た

科
目

を
も
つ

て
掲
記
す

る
こ
と

が
で
き
る

。
 

５
 

雑
収

入
に

属
す

る
収

益
で

営
業

外
収

益
の

総
額

の
1
0
0
分

の
1
0
を

超
え

る
も

の
に

つ
い

て
は

、
そ

れ
ぞ

れ
当

該
収

益
を

明
示

す
る
科

目
を
用
い

て
掲
記

す
る
こ
と

。
 

６
 

営
業

外
収
益
に

属
す
る

収
益
の
う

ち
、
関

係
会
社
に

係
る
収

益
の
金
額

が
営
業

外
収
益
の

総
額
の

1
0
0
分

の
1
0

を
超

え
る

も
の

に
つ

い
て

は
、

そ
れ

ぞ
れ

当
該

収
益

を
明

示
す

る
科

目
を

用
い

て
、

個
別

注
記

表
に

記
載

す
る

こ
と

。
 

７
 

特
別

利
益

項
目

の
う

ち
、

「
固

定
資

産
売

却
益

」
の

記
載

に
つ

い
て

は
、

当
該

固
定

資
産

の
種

類
又

は
内

容
を

、
そ

の
他

の
項

目
に

つ
い

て
は

、
当

該
項

目
の

発
生

原
因

又
は

性
格

を
示

す
名

称
を

付
し

た
科

目
に

よ

つ
て

掲
記

す
る

こ
と

。
た

だ
し

、
当

該
事

項
を

科
目

に
よ

つ
て

表
示

す
る

こ
と

が
困

難
な

場
合

に
は

、
個

別

注
記

表
に

記
載

す
る

こ
と
が

で
き
る
。

 

８
 

第
３

号
及

び
第

４
号

の
規

定
は

、
営

業
外

費
用

に
属

す
る

費
用

、
特

別
利

益
に

属
す

る
利

益
及

び
特

別
損

失
に

属
す

る
損

失
の

記
載
に

準
用
す
る

。
 

９
 

第
５

号
の

規
定

は
、
雑

支
出
に
属

す
る
費

用
の
記
載

に
準

用
す

る
。

 

1
0
 

第
６

号
の

規
定

は
、
営

業
外
費
用

に
属
す

る
費
用
の

記
載

に
準

用
す

る
。

 

1
1
 

第
７

号
の

規
定

は
、
特

別
損
失
に

属
す
る

損
失
の
記

載
に

準
用

す
る

。
 

1
2
 
損

益
計

算
書

に
は
、
包

括
利
益
に

関
す
る

事
項
を
表

示
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

 

1
3
 
用

紙
の

大
き

さ
は
日
本

工
業
規
格

Ａ
列
４

番
と
す
る

こ
と

。
 

 様
式

第
３

～
様

式
第

1
3
 

（
略
）

 

別
表

第
二

（
第

５
条

、
第

６
条

及
び

第
1
6
条

関
係

）
 

財
務
諸
表

様
式

 

様
式

第
１

 
（

略
）

 

様
式

第
２

 

損
益
計
算

書
 

（
略
）

 

（
記

載
上

の
注

意
）

 

１
（

略
）

 

   ２
 

営
業

外
収

益
に

属
す

る
収

益
で

、
別

に
表

示
す

る
こ

と
が

適
当

で
あ

る
と

認
め

ら
れ

る
も

の
に

つ
い

て
、

当
該

収
益

を
示

す
名

称
を
付

し
た
科
目

を
も
つ

て
別
に
掲

記
す
る

こ
と
を
妨

げ
な
い

。
 

３
 

営
業

外
収
益
に

属
す
る

収
益
の
う

ち
そ
の

金
額
が
営

業
外
収

益
の
総
額

の
1
0
0
分
の

1
0
以
下

の
も
の

で

一
括

し
て

記
載

す
る

こ
と

が
適

当
で

あ
る

と
認

め
ら

れ
る

も
の

に
つ

い
て

は
、

当
該

収
益

を
一

括
し

て
示

す

名
称

を
付

し
た

科
目

を
も
つ

て
掲
記
す

る
こ
と

が
で
き
る

。
 

４
 

雑
収

入
に

属
す

る
収

益
で

営
業

外
収

益
の

総
額

の
1
0
0
分

の
1
0
を

超
え

る
も

の
に

つ
い

て
は

、
そ

れ
ぞ

れ
当

該
収

益
を

明
示

す
る
科

目
を
用
い

て
掲
記

す
る
こ
と

。
 

５
 
営

業
外

収
益

に
属

す
る

収
益
の
う

ち
、
関

係
会
社
に

係
る
収

益
の
金
額

が
営
業

外
収
益
の

総
額
の

1
0
0
分

の
1
0
を

超
え

る
も

の
に

つ
い

て
は

、
そ

れ
ぞ

れ
当

該
収

益
を

明
示

す
る

科
目

を
用

い
て

、
個

別
注

記
表

に

記
載

す
る

こ
と

。
 

６
 

特
別

利
益

項
目

の
う

ち
、

「
固

定
資

産
売

却
益

」
の

記
載

に
つ

い
て

は
、

当
該

固
定

資
産

の
種

類
又

は
内

容
を

、
そ

の
他

の
項

目
に

つ
い

て
は

、
当

該
項

目
の

発
生

原
因

又
は

性
格

を
示

す
名

称
を

付
し

た
科

目
に

よ

つ
て

掲
記

す
る

こ
と

。
た

だ
し

、
当

該
事

項
を

科
目

に
よ

つ
て

表
示

す
る

こ
と

が
困

難
な

場
合

に
は

、
個

別

注
記

表
に

記
載

す
る

こ
と
が

で
き
る
。

 

７
 

第
２

号
及

び
第

３
号

の
規

定
は

、
営

業
外

費
用

に
属

す
る

費
用

、
特

別
利

益
に

属
す

る
利

益
及

び
特

別
損

失
に

属
す

る
損

失
の

記
載

に
準
用
す
る

。
 

８
 

第
４

号
の

規
定

は
、

雑
支
出
に
属

す
る
費

用
の
記
載

に
準
用

す
る
。
 

９
 

第
５

号
の

規
定

は
、

営
業
外
費
用

に
属
す

る
費
用
の

記
載
に

準
用
す
る

。
 

1
0
 

第
６

号
の

規
定

は
、

特
別
損
失
に

属
す
る

損
失
の
記

載
に
準

用
す
る
。

 

1
1
 
損

益
計

算
書

に
は

、
包

括
利
益
に

関
す
る

事
項
を
表

示
す
る

こ
と
が
で

き
る
。

 

1
2
 
用

紙
の

大
き

さ
は

日
本

工
業
規
格

Ａ
列
４

番
と
す
る

こ
と
。

 

 様
式

第
３

～
様

式
第

1
3
 

（
略
）

 



 

五 

 
 

様
式

第
1
4
 

指
定

電
気

通
信

役
務

損
益

明
細

表
 

 
 

事
業

者
名

 
 

 
 

 
 

 
 

 

年
 

 
月

 
 

日
か

ら
 

年
 

 
月

 
 

日
ま

で
 

（
単

位
 

円
）

役
務

の
種

類
 

営
業

収
益

営
業

費
用

営
業

利
益

摘
要

基
本

料
 

 
 

 
  

市
内

・
市

外
通

信
 

 
 

 

 

公
衆

電
話

 
 

 
 

 

そ
の

他
 

 
 

 
 

音声伝送役務 

小
計
 

 
 

 
        

特
定

電
気

通
信

役
務

専
用

役
務
 

 
 

 

 

Ｆ
Ｔ

Ｔ
Ｈ

ア
ク

セ
ス

サ
ー

ビ
ス
 

 
 

 
 

そ
の

他
 

 
 

 
 

特
定

電
気

通
信

役
務

以
外

の
指

定
電

気
通

信
役

務
 

小
計

 
 

 
 

 

指定電気通信役務 

小
計

 
 

 
 

 

指
定

電
気

通
信

役
務

以
外

の
電

気
通

信
役

務
 

 
 

 
 

合
計

 
 

 
 

 

（
記

載
上

の
注

意
）

 

１
 

（
略

）
 

様
式

第
1
4
 

指
定

電
気

通
信

役
務

損
益

明
細

表
 

 
 

事
業

者
名

 
 

 
 

 
 

 
 

 

年
 

 
月

 
 

日
か

ら
 

年
 

 
月

 
 

日
ま

で
 

（
単

位
 

円
）

 

役
務

の
種

類
 

営
業

収
益

営
業

費
用

営
業

利
益

摘
要

 

基
本

料
 

 
 

 
 

市
内

通
信
 

 
 

 
 

市
外

通
信
 

 
 

 
 

公
衆

電
話
 

 
 

 
 

そ
の

他
 

 
 

 
 

音声伝送役務 

小
計

 
 

 
 

 

市
内

専
用

 
 

 
 

市
外

専
用

 
 

 
 

一
般

専
用

 

小
計

 
 

 
 

市
内

専
用

 
 

 
 

市
外

専
用

 
 

 
 

高
速

デ
ジ

タ

ル
伝

送
 

小
計

 
 

 
 

そ
の

他
 

 
 

 
 

特定電気通信役務 

専用役務 

小
計

 
 

 
 

   
特

定
電

気
通

信
役

務
以

外
の

指
定

電
気

通
信

役
務

 
 

 

 

指定電気通信役務 

小
計

 
 

 
 

 

指
定

電
気

通
信

役
務

以
外

の
電

気
通
信

役
務

 
 

 
 

 

合
計

 
 

 
 

 

（
記

載
上

の
注

意
）

 

１
 

（
略

）
 



 

六 

   ２
 

「
役

務
の

種
類

」
の

各
欄

に
記

載
す

べ
き

事
項

が
な

い
場

合
は

、
当

該
各

欄
を

省
略

し
た

様
式

に
よ

り
作

成

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

３
 

用
紙

の
大

き
さ

は
日

本
工

業
規

格
Ａ

列
４

番
と

す
る

こ
と

。
 

 様
式
第

1
5～

様
式
第

1
7 

（
略

）
 

 

２
 

特
定

電
気

通
信

役
務

以
外

の
指

定
電

気
通

信
役

務
に

つ
い

て
は

、
音

声
伝

送
役

務
及

び
デ

ー
タ

伝
送

役
務

に

区
分

し
、

そ
の

区
分

ご
と

に
営

業
収

益
、

営
業

費
用

及
び

営
業

利
益

を
摘

要
欄

に
記

載
す

る
こ

と
。

こ
の

場
合

に
お

い
て

、
営

業
費

用
は

上
記

１
の
基

準
に

準
じ

て
算
定

す
る

こ
と

。
 

３
 

「
役

務
の

種
類

」
の

各
欄

に
記

載
す

べ
き

事
項

が
な

い
場

合
は

、
当

該
各

欄
を

省
略

し
た

様
式

に
よ

り
作

成

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

４
 

用
紙

の
大

き
さ

は
日

本
工

業
規
格

Ａ
列

４
番

と
す
る

こ
と

。
 

 様
式

第
1
5～

様
式

第
1
7 

（
略
）

 

 



 

七 

○
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
接
続
会
計
規
則
（
平
成
九
年
郵
政
省
令
第
九
十
一
号
） 

 
 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

太

字

部

分

は

今

回

、

情

報

通

信

審

議

会

に

諮

問

し

た

事

項 

改 
 

正 
 

案 

現 
 
 
 
 

行 

第
一
条
～
第
五
条 

（
略
） 

 

（
勘
定
科
目
、
接
続
会
計
財
務
諸
表
、
接
続
会
計
報
告
書
及
び
接
続
会
計
整
理
手
順
書
） 

第
六
条 

事
業
者
は
、
別
表
第
一
に
よ
り
そ
の
勘
定
科
目
を
分
類
し
、
か
つ
、
別
表
第
二
の
様
式
に
よ
る
損
益
計
算

書
そ
の
他
接
続
に
係
る
会
計
の
計
算
に
関
す
る
諸
表
（
以
下
「
接
続
会
計
財
務
諸
表
」
と
い
う
。
）
、
別
表
第
三

に
よ
る
接
続
会
計
報
告
書
並
び
に
こ
の
省
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
接
続
会
計
財
務
諸
表
を
作
成
す
る
際
に
準

拠
し
た
資
産
並
び
に
費
用
及
び
収
益
の
整
理
の
手
順
を
詳
細
に
記
載
し
た
書
類
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
接
続

会
計
整
理
手
順
書
」
と
い
う
。
）
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２
・
３ 

（
略
） 

４ 

接
続
会
計
財
務
諸
表
に
掲
記
さ
れ
る
科
目
そ
の
他
の
事
項
の
金
額
は
、
千
円
単
位
を
も
っ
て
表
示
す
る
こ
と

が
で
き
る
。 

 

第
七
条
～
第
九
条 

（
略
） 

 

第
三
章 

接
続
会
計
報
告
書
等
の
公
表
等 

 

（
接
続
会
計
報
告
書
等
の
公
表
等
） 

第
十
条 

事
業
者
は
、
第
六
条
第
一
項
の
接
続
会
計
報
告
書
及
び
接
続
会
計
整
理
手
順
書
（
以
下
「
接
続
会
計
報
告

書
等
」
と
い
う
。
）
を
、
毎
事
業
年
度
経
過
後
四
月
以
内
に
書
面
又
は
別
に
定
め
る
磁
気
デ
ィ
ス
ク
に
よ
り
総
務

大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

事
業
者
は
、
接
続
会
計
報
告
書
等
の
写
し
を
、
営
業
所
（
商
業
登
記
簿
に
登
記
し
た
本
店
又
は
支
店
に
限

る
。
）
に
備
え
置
き
、
接
続
会
計
報
告
書
等
を
総
務
大
臣
に
提
出
し
た
日
か
ら
五
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
、

公
衆
の
縦
覧
に
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

事
業
者
は
、
接
続
会
計
報
告
書
等
の
写
し
を
、
刊
行
物
の
発
行
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
公
表
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

４ 

前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
事
業
者
は
、
総
務
大
臣
の
許
可
を
受
け
て
、
そ
の
事
業
上
の
秘
密
の
保
持
の

必
要
に
よ
り
接
続
会
計
報
告
書
等
の
一
部
を
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
な
い
こ
と
又
は
公
表
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

 

第
十
一
条
～
第
十
二
条 

（
略
） 

第
一
条
～
第
五
条 

（
略
） 

 

（
勘
定
科
目
、
接
続
会
計
財
務
諸
表
及
び
接
続
会
計
報
告
書
） 

第
六
条 

事
業
者
は
、
別
表
第
一
に
よ
り
そ
の
勘
定
科
目
を
分
類
し
、
か
つ
、
別
表
第
二
の
様
式
に
よ
る
損
益
計
算

書
そ
の
他
接
続
に
係
る
会
計
の
計
算
に
関
す
る
諸
表
（
以
下
「
接
続
会
計
財
務
諸
表
」
と
い
う
。
）
及
び
別
表
第

三
に
よ
る
接
続
会
計
報
告
書
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

  

２
・
３ 

（
略
） 

   

第
七
条
～
第
九
条 

（
略
） 

 

第
三
章 

接
続
会
計
報
告
書
の
公
表
等 

 

（
接
続
会
計
報
告
書
の
公
表
等
） 

第
十
条 

事
業
者
は
、
第
六
条
第
一
項
の
接
続
会
計
報
告
書
を
、
毎
事
業
年
度
経
過
後
四
月
以
内
に
書
面
又
は
別
に

定
め
る
磁
気
デ
ィ
ス
ク
に
よ
り
総
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

２ 

事
業
者
は
、
接
続
会
計
報
告
書
の
写
し
を
、
営
業
所
（
商
業
登
記
簿
に
登
記
し
た
本
店
又
は
支
店
に
限
る
。
）

に
備
え
置
き
、
接
続
会
計
報
告
書
を
総
務
大
臣
に
提
出
し
た
日
か
ら
五
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
、
公
衆
の
縦

覧
に
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

事
業
者
は
、
接
続
会
計
報
告
書
の
写
し
を
、
刊
行
物
の
発
行
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
公
表
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

４ 
前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
事
業
者
は
、
総
務
大
臣
の
許
可
を
受
け
て
、
そ
の
事
業
上
の
秘
密
の
保
持
の

必
要
に
よ
り
接
続
会
計
報
告
書
の
一
部
を
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
な
い
こ
と
又
は
公
表
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。 

 

第
十
一
条
～
第
十
二
条 

（
略
） 

   



 

八 

改
 

 
正

 
 

案
 

現
 

 
 

 
 

行
 

別
表

第
一

〔
第

２
条

・
第

６
条

・
第

７
条

・
第

８
条

〕
 

勘
 

 
定

 
 

科
 

 
目

 
 

表
 

資
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

産
 

 

科
 

 
目

 
款

（
原

価
部

門
）

 
項

 

１
 

電
気

通
信

事
業

固
定

資
産

（
１

）
有

形
固

定
資

産
 

  

 

  第
一

種
指

定
設

備
管

理
部

門

                           

  端
末

系
伝

送
路

（
電

気
信

号
の

伝
送

に
係

る
も

の
）

 

主
配

線
盤

（
電

気
信

号
の

伝
送

に
係

る
も

の
）

 

端
末

系
伝

送
路

（
光

信
号

の
伝

送
に

係
る

も
の

）
 

  主
配

線
盤

（
光

信
号

の
伝

送
に

係
る

も

の
）

 

公
衆

電
話

設
備

 

 端
末

系
交

換
設

備
（

主
と

し
て

音
声

伝
送

役
務

の
提

供
に

用
い

ら
れ

る
も

の
）

 

端
末

系
交

換
設

備
（

主
と

し
て

音
声

伝
送

役
務

の
提

供
に

用
い

ら
れ

る
も

の
の

う

ち
、

加
入

者
交

換
機

接
続

用
伝

送
装

置
利

用
機

能
に

係
る

も
の

）
 

端
末

系
交

換
設

備
（

主
と

し
て

デ
ー

タ
伝

送
役

務
の

提
供

に
用

い
ら

れ
る

も
の

）
 

端
末

系
交

換
設

備
（

主
と

し
て

デ
ー

タ
伝

送
役

務
の

提
供

に
用

い
ら

れ
る

も
の

の
う

ち
、

ル
ー

テ
ィ

ン
グ

伝
送

機
能

に
係

る
も

の
）

 

端
末

系
交

換
設

備
～

端
末

系
又

は
中

継
系

交
換

設
備

伝
送

路
（

主
と

し
て

音
声

伝
送

役
務

の
提

供
に

用
い

ら
れ

る
も

の
）

 

端
末

系
交

換
設

備
～

端
末

系
又

は
中

継
系

別
表

第
一

〔
第

２
条

・
第

６
条

・
第
７

条
・

第
８

条
〕
 

勘
 

 
定

 
 

科
 

 
目

 
 

表
 

資
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

産
 

 

科
 

 
目

 
款

（
原

価
部

門
）
 

項
 

１
 

電
気

通
信

事
業

固
定

資
産

 
（

１
）

有
形

固
定

資
産

 

  第
一

種
指

定
設

備
管

理
部

門

                           

  端
末

系
伝

送
路

（
電

気
信

号
の

伝
送
に

係

る
も

の
）

 

  端
末

系
伝

送
路

（
光

信
号

の
伝

送
に
係

る

も
の

）
 

主
配

線
盤

（
電

気
信

号
の

伝
送

に
係
る

も

の
）

 

主
配

線
盤

（
光

信
号

の
伝

送
に

係
る
も

の
）

 

 主
配

線
盤

～
端

末
系

交
換

設
備

伝
送
路

 

端
末

系
交

換
設

備
（

主
と

し
て

音
声

伝
送

役
務

の
提

供
に

用
い

ら
れ

る
も

の
）
 

    端
末

系
交

換
設

備
（

主
と

し
て

デ
ー
タ

伝

送
役

務
の

提
供

に
用

い
ら

れ
る

も
の
）

 

    端
末

系
交

換
設

備
間

伝
送

路
 

   



 

九 

                                    

交
換

設
備

伝
送

路
（

主
と

し
て

デ
ー

タ
伝

送
役

務
の

提
供

に
用

い
ら

れ
る

も
の

）
 

端
末

系
交

換
設

備
～

端
末

系
又

は
中

継
系

交
換

設
備

伝
送

路
（

主
と

し
て

デ
ー

タ
伝

送
役

務
の

提
供

に
用

い
ら

れ
る

も
の

の
う

ち
、

ル
ー

テ
ィ

ン
グ

伝
送

機
能

に
係

る
も

の
）

 

       中
継

系
交

換
設

備
（

主
と

し
て

音
声

伝
送

役
務

の
提

供
に

用
い

ら
れ

る
も

の
）

 

中
継

系
交

換
設

備
（

主
と

し
て

デ
ー

タ
伝

送
役

務
の

提
供

に
用

い
ら

れ
る

も
の

）
 

中
継

系
交

換
設

備
（

主
と

し
て

デ
ー

タ
伝

送
役

務
の

提
供

に
用

い
ら

れ
る

も
の

の
う

ち
、

ル
ー

テ
ィ

ン
グ

伝
送

機
能

に
係

る
も

の
）

 

  信
号

網
設

備
 

 番
号

案
内

デ
ー

タ
ベ

ー
ス

及
び

番
号

案
内

設
備

 

手
動

交
換

設
備

 

 折
返

し
通

信
路

設
定

機
能

に
係

る
設

備
 

専
用

加
入

者
線

装
置

モ
ジ

ュ
ー

ル
 

専
用

加
入

者
線

装
置

モ
ジ

ュ
ー

ル
の

う

ち
、

光
信

号
電

気
信

号
変

換
機

能
に

係
る

も
の

 

専
用

線
ノ

ー
ド

装
置

 

                                    

       群
タ

ン
デ

ム
交

換
設

備
～

端
末

系
交
換

設

備
伝

送
路

 

群
タ

ン
デ

ム
交

換
設

備
 

端
末

系
交

換
設

備
～

中
継

系
交

換
設
備

伝

送
路

 

端
末

系
交

換
設

備
～

中
継

系
交

換
設
備

伝

送
路

（
斜

回
線

）
 

中
継

系
交

換
設

備
（

主
と

し
て

音
声
伝

送

役
務

の
提

供
に

用
い

ら
れ

る
も

の
）
 

中
継

系
交

換
設

備
（

主
と

し
て

デ
ー
タ

伝

送
役

務
の

提
供

に
用

い
ら

れ
る

も
の
）

 

    中
継

系
交

換
設

備
～

相
互

接
続

点
伝
送

路

（
分

離
型

関
門

交
換

機
）

 

信
号

網
設

備
 

呼
関

連
デ

ー
タ

ベ
ー

ス
 

番
号

案
内

デ
ー

タ
ベ

ー
ス

 

  Ｐ
Ｈ

Ｓ
接

続
装

置
 

総
合

デ
ジ

タ
ル

網
加

入
者

モ
ジ

ュ
ー
ル

 

専
用

加
入

者
線

装
置

モ
ジ

ュ
ー

ル
 

   専
用

線
ノ

ー
ド

装
置

 



 

一

〇 

                第
一

種
指

定
設

備
利

用
部

門

               支
援

設
備

（
補

助
部

門
）

 

   

専
用

加
入

者
線

装
置

モ
ジ

ュ
ー

ル
～

専
用

線
ノ

ー
ド

装
置

伝
送

路
 

専
用

線
ノ

ー
ド

装
置

～
専

用
線

ノ
ー

ド
装

置
伝

送
路

又
は

相
互

接
続

点
伝

送
路

 

呼
関

連
デ

ー
タ

ベ
ー

ス
 

  （
何

）
 

建
物

 

土
地

 

構
築

物
 

機
械

及
び

装
置

 

車
両

及
び

船
舶

 

工
具

、
器

具
及

び
備

品
 

休
止

設
備

 

建
設

仮
勘

定
 

機
械

設
備

 

空
中

線
設

備
 

通
信

衛
星

設
備

 

端
末

設
備

 

市
内

線
路

設
備

 

市
外

線
路

設
備

 

土
木

設
備

 

海
底

線
設

備
 

建
物

 

土
地

 

構
築

物
 

車
両

及
び

船
舶

 

機
械

及
び

装
置

 

工
具

、
器

具
及

び
備

品
 

休
止

設
備

 

建
設

仮
勘

定
 

電
力

設
備

 

監
視

設
備

 

試
験

受
付

設
備

 

（
何

）
 

                第
一

種
指

定
設

備
利

用
部

門

               支
援

設
備

（
補

助
部

門
）

 

   

主
配

線
盤

～
専

用
加

入
者

線
装

置
モ

ジ
ュ

ー
ル

伝
送

路
 

専
用

加
入

者
線

装
置

モ
ジ

ュ
ー

ル
～

専
用

線
ノ

ー
ド

装
置

伝
送

路
 

 専
用

線
ノ

ー
ド

装
置

～
相

互
接

続
点

伝
送

路
 

（
何

）
 

建
物

 

土
地

 

構
築

物
 

機
械

及
び

装
置

 

車
両

及
び

船
舶

 

工
具

、
器

具
及

び
備

品
 

休
止

設
備

 

建
設

仮
勘

定
 

機
械

設
備

 

空
中

線
設

備
 

通
信

衛
星

設
備

 

端
末

設
備

 

市
内

線
踏

設
備

 

市
外

線
踏

設
備

 

土
木

設
備

 

海
底

線
設

備
 

建
物

 

土
地

 

構
築

物
 

車
両

及
び

船
舶

 

機
械

及
び

装
置

 

工
具

、
器

具
及

び
備

品
 

休
止

設
備

 

建
設

仮
勘

定
 

電
力

設
備

 

総
合

監
視

設
備

 

試
験

受
付

設
備

 

（
何

）
 



 

一

一 

全
般

管
理

（
補

助
部

門
）

 

 

共
通

部
門

設
備

 

管
理

部
門

設
備

 

（
２

）
無

形
固

定
資

産
 

第
一

種
指

定
設

備
管

理
部

門

 第
一

種
指

定
設

備
利

用
部

門

電
気

通
信

事
業

会
計

規
則

の
科

目
に

従
っ

て
整

理
 

同
上

 

（
３

）
投

資
そ

の
他

の
資

産
 

 

第
一

種
指

定
設

備
管

理
部

門

 第
一

種
指

定
設

備
利

用
部

門

電
気

通
信

事
業

会
計

規
則

の
科

目
に

従
っ

て
整

理
 

同
上

 

２
 

繰
延

資
産

 

 

第
一

種
指

定
設

備
管

理
部

門

 第
一

種
指

定
設

備
利

用
部

門

電
気

通
信

事
業

会
計

規
則

の
科

目
に

従
っ

て
整

理
 

同
上

 

 

費
 

 
 

 
 

 
 

 
用

 

営
 

 
業

 
 

費
 

 
用

 

 

科
 

 
目

 
款

（
原

価
部

門
）

 
項

 

営
業

費
 

第
一

種
指

定
設

備
管

理
部

門

第
一

種
指

定
設

備
利

用
部

門

（
何

）
 

契
約

管
理

 

料
金

収
納

 

広
報

・
広

告
 

役
務

販
売

 

（
何

）
 

運
用

費
 

第
一

種
指

定
設

備
管

理
部

門

 第
一

種
指

定
設

備
利

用
部

門

番
号

案
内

 

手
動

接
続

通
話

 

電
報

運
用

 

（
何

）
 

施
設

保
全

費
 

第
一

種
指

定
設

備
管

理
部

門

  第
一

種
指

定
設

備
利

用
部

門

  支
援

設
備

（
補

助
部

門
）

 

 

（
何

）
設

備
保

守
 

（
何

）
設

備
ソ

フ
ト

作
成

・
使

用
料

 

通
信

設
備

外
ソ

フ
ト

作
成

・
使

用
料

 

（
何

）
設

備
保

守
 

（
何

）
設

備
ソ

フ
ト

作
成

・
使

用
料

 

通
信

設
備

外
ソ

フ
ト

作
成

・
使

用
料

 

電
力

設
備

 

監
視

設
備

 

試
験

受
付

 

（
何

）
 

全
般

管
理

（
補

助
部

門
）

 
共

通
部

門
設

備
 

管
理

部
門

設
備

 

（
２

）
無

形
固

定
資

産
 

第
一

種
指

定
設

備
管

理
部

門

 第
一

種
指

定
設

備
利

用
部

門

電
気

通
信

事
業

会
計

規
則

の
科

目
に

従
っ

て
整

理
 

同
上

 

（
３

）
投

資
等

 
第

一
種

指
定

設
備
管

理
部

門

 第
一

種
指

定
設

備
利

用
部

門

電
気

通
信

事
業

会
計

規
則

の
科

目
に

従
っ

て
整

理
 

同
上

 

２
 

繰
延

資
産

 
第

一
種

指
定

設
備
管

理
部

門

 第
一

種
指

定
設

備
利

用
部

門

電
気

通
信

事
業

会
計

規
則

の
科

目
に

従
っ

て
整

理
 

同
上

 

 

費
 

 
 

 
 

 
 

 
用

 

営
 

 
業

 
 

費
 

 
用

 

 

科
 

 
目

 
款

（
原

価
部

門
）
 

項
 

営
業

費
 

第
一

種
指

定
設

備
管

理
部

門

第
一

種
指

定
設

備
利

用
部

門

（
何

）
 

契
約

管
理

 

料
金

収
納

 

広
報

・
広

告
 

役
務

販
売

 

（
何

）
 

運
用

費
 

第
一

種
指

定
設

備
管

理
部

門

 第
一

種
指

定
設

備
利

用
部

門

番
号

案
内

 

手
動

接
続

通
話

 

電
報

運
用

 

（
何

）
 

施
設

保
全

費
 

第
一

種
指

定
設

備
管

理
部

門

  第
一

種
指

定
設

備
利

用
部

門

  支
援

設
備

（
補

助
部

門
）

 

（
何

）
設

備
保

守
 

（
何

）
設

備
ソ

フ
ト

作
成

・
使

用
料
 

通
信

設
備

外
ソ

フ
ト

作
成

・
使

用
料
 

（
何

）
設

備
保

守
 

（
何

）
設

備
ソ

フ
ト

作
成

・
使

用
料
 

通
信

設
備

外
ソ

フ
ト

作
成

・
使

用
料
 

電
力

設
備

 

総
合

監
視

 

試
験

受
付

 

（
何

）
 



 

一

二 

共
通

費
 

全
般

管
理

（
補

助
部

門
）

 
資

材
 

研
修

 

医
療

 

一
般

共
通

 

管
理

費
 

全
般

管
理

（
補

助
部

門
）

 
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
関

連
部

門
 

サ
ー

ビ
ス

関
連

部
門

 

一
般

管
理

部
門

 

試
験

研
究

費
及

び
研

究
費

償

却
 

第
一

種
指

定
設

備
管

理
部

門

 第
一

種
指

定
設

備
利

用
部

門

イ
ン

フ
ラ

系
応

用
技

術
 

イ
ン

フ
ラ

系
基

礎
技

術
 

イ
ン

フ
ラ

系
応

用
技

術
 

イ
ン

フ
ラ

系
基

礎
技

術
 

ユ
ー

ザ
ー

系
応

用
技

術
 

ユ
ー

ザ
ー

系
基

礎
技

術
 

宅
内

系
応

用
技

術
 

純
粋

基
礎

技
術

 

減
価

償
却

費
 

第
一

種
指

定
設

備
管

理
部

門

      第
一

種
指

定
設

備
利

用
部

門

      支
援

設
備

（
補

助
部

門
）

 

   全
般

管
理

（
補

助
部

門
）

 

（
何

）
設

備
 

建
物

 

構
築

物
 

機
械

及
び

装
置

 

車
両

及
び

船
舶

 

工
具

、
器

具
及

び
備

品
 

休
止

設
備

 

（
何

）
設

備
 

建
物

 

構
築

物
 

機
械

及
び

装
置

 

車
両

及
び

船
舶

 

工
具

、
器

具
及

び
備

品
 

休
止

設
備

 

電
力

設
備

 

監
視

設
備

 

試
験

受
付

 

（
何

）
 

共
通

部
門

設
備

 

管
理

部
門

設
備

 

固
定

資
産

除
却

費
 

減
価

償
却

に
倣

う
 

 

共
通

費
 

全
般

管
理

（
補

助
部

門
）

 
資

材
 

研
修

 

医
療

 

一
般

共
通

 

管
理

費
 

全
般

管
理

（
補

助
部

門
）

 
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
関
連

部
門

 

サ
ー

ビ
ス

関
連

部
門

 

一
般

管
理

部
門

 

試
験

研
究

費
及

び
試

験
研

究
費

償
却

 

第
一

種
指

定
設

備
管

理
部

門

 第
一

種
指

定
設

備
利

用
部

門

イ
ン

フ
ラ

系
応

用
技

術
 

イ
ン

フ
ラ

系
基

礎
技

術
 

イ
ン

フ
ラ

系
応

用
技

術
 

イ
ン

フ
ラ

系
基

礎
技

術
 

ユ
ー

ザ
ー

系
応

用
技

術
 

ユ
ー

ザ
ー

系
基

礎
技

術
 

宅
内

系
応

用
技

術
 

純
粋

基
礎

技
術

 

減
価

償
却

費
 

第
一

種
指

定
設

備
管

理
部

門

      第
一

種
指

定
設

備
利

用
部

門

      支
援

設
備

（
補

助
部

門
）

 

   全
般

管
理

（
補

助
部

門
）

 

（
何

）
設

備
 

建
物

 

構
築

物
 

機
械

及
び

装
置

 

車
両

及
び

船
舶

 

工
具

、
器

具
及

び
備

品
 

休
止

設
備

 

（
何

）
設

備
 

建
物

 

構
築

物
 

機
械

及
び

装
置

 

車
両

及
び

船
舶

 

工
具

、
器

具
及

び
備

品
 

休
止

設
備

 

電
力

設
備

 

総
合

監
視

 

試
験

受
付

 

（
何

）
 

共
通

部
門

設
備

 

管
理

部
門

設
備

 

固
定

資
産

除
却

費
 

減
価

償
却

に
倣

う
 

 



 

一

三 

通
信

設
備

使
用

料
 

第
一

種
指

定
設

備
管

理
部

門

第
一

種
指

定
設

備
利

用
部

門

（
何

）
設

備
使

用
料

 

（
何

）
設

備
使

用
料

 

租
税

公
課

 
第

一
種

指
定

設
備

管
理

部
門

   第
一

種
指

定
設

備
利

用
部

門

国
税

 

地
方

税
 

道
路

占
用

料
 

（
何

）
 

国
税

 

地
方

税
 

道
路

占
用

料
 

（
何

）
 

振
替

網
使

用
料

 
第

一
種

指
定

設
備

管
理

部
門

第
一

種
指

定
設

備
利

用
部

門

（
何

）
設

備
使

用
料

 

（
何

）
設

備
使

用
料

 

 

収
 

 
 

 
 

 
 

 
益

 

営
 

 
業

 
 

収
 

 
益

 

 

科
 

 
目

 
款

（
原

価
部

門
）

 
項

 

受
取

網
使

用
料

 
第

一
種

指
定

設
備

管
理

部
門

 

事
業

者
の

接
続

形
態

に
応

じ
た

項
を

規
定

す
る

。
 

振
替

網
使

用
料

 
 

 

第
一

種
指

定
設

備
管

理
部

門

 第
一

種
指

定
設

備
利

用
部

門

事
業

者
の

接
続

形
態

に
準

じ
た

項
を

規
定

す
る

。
 

（
何

）
設

備
使

用
料

 

接
続

装
置

使
用

料
 

第
一

種
指

定
設

備
管

理
部

門
装

置
の

種
別

ご
と

に
項

を
設

け
る

。
 

網
改

造
料

 
第

一
種

指
定

設
備

管
理

部
門

改
造

対
象

設
備

の
種

別
ご

と
に

項
を

設
け

る
。

 

役
務

収
入

 
第

一
種

指
定

設
備

利
用

部
門

（
何

）
 

 

通
信

設
備

使
用

料
 

第
一

種
指

定
設

備
管

理
部

門

第
一

種
指

定
設

備
利

用
部

門

（
何

）
設

備
使

用
料

 

（
何

）
設

備
使

用
料

 

租
税

公
課

 
第

一
種

指
定

設
備
管

理
部

門

   第
一

種
指

定
設

備
利

用
部

門

国
税

 

地
方

税
 

道
路

占
用

料
 

（
何

）
 

国
税

 

地
方

税
 

道
路

占
用

料
 

（
何

）
 

振
替

網
使

用
料

 
第

一
種

指
定

設
備
管

理
部

門

第
一

種
指

定
設

備
利

用
部

門

（
何

）
設

備
使

用
料

 

（
何

）
設

備
使

用
料

 

 

収
 

 
 

 
 

 
 

 
益

 

  

科
 

 
目

 
款

（
原

価
部

門
）
 

項
 

受
取

網
使

用
料

 
第

一
種

指
定

設
備
管

理
部

門

 

事
業

者
の

接
続

形
態

に
応

じ
た

項
を

規

定
す

る
。

 

振
替

網
使

用
料

 
 

 

第
一

種
指

定
設

備
管

理
部

門

 第
一

種
指

定
設

備
利

用
部

門

事
業

者
の

接
続

形
態

に
準

じ
た

項
を

規

定
す

る
。

 

（
何

）
設

備
使

用
料

 

接
続

装
置

使
用

料
収

入
 

第
一

種
指

定
設

備
管

理
部

門
装

置
の

種
別

ご
と
に

項
を

設
け

る
。
 

網
改

造
料

収
入

 
第

一
種

指
定

設
備
管

理
部

門
改

造
対

象
設

備
の

種
別

ご
と

に
項

を
設

け
る

。
 

音
声

伝
送

、
専

用
、

デ
ー

タ
伝

送
、

そ
の

他
の

役
務

及
び

役
務

外
収

入
 

第
一

種
指

定
設

備
利

用
部

門
電

気
通

信
事

業
会

計
規

則
別

表
第

一
の

電
気

通
信

事
業

営
業

収
益

に
準

拠
し

て

規
定

す
る

。
 

  

 



 

一

四 

 

改
 

 
正

 
 

案
 

現
 

 
 

 
 

行
 

別
表

第
二

〔
第

６
条

・
第

８
条

〕
 

接
続

会
計

財
務

諸
表

様
式

 

様
式

第
１

 

損
益

計
算

書
 

 会
計

単
位

名
 

第
一

種
指

定
設

備
管

理
部

門
 

（
単

位
 

円
）

Ⅰ
 

接
続

損
益

の
部

 

（
１

）
営

業
収

益
 

 
 

１
 

受
取

網
使

用
料

 

 
 

２
 

振
替

網
使

用
料

 

（
２

）
営

業
費

用
 

 
 

１
 

営
業

費
用

 

 
 

２
 

振
替

網
使

用
料

 

 
 

 
接

続
営

業
利

益
（

又
は

接
続

営
業

損
失

）
 

Ⅱ
 

接
続

関
連

損
益

の
部

 

（
１

）
営

業
収

益
 

 
 

１
 

接
続

装
置

使
用

料
 

 
 

２
 

網
改

造
料

 

（
２

）
営

業
費

用
 

  
 

 
接

続
関

連
営

業
利

益
 

 

 
 

 
（

又
は

接
続

関
連

営
業

損
失

）
 

 

会
計

単
位

名
 

第
一

種
指

定
設

備
利

用
部

門
 

（
単

位
 

円
）

（
１

）
営

業
収

益
 

 
 

１
 

役
務

収
入

 

    

２
 

振
替

網
使

用
料

 

 
（

２
）

営
業

費
用

 

別
表

第
二

〔
第

６
条

・
第

８
条

〕
 

接
続

会
計

財
務

諸
表

様
式

 

様
式

第
１

 

損
益

計
算

書
 

 会
計

単
位

名
第

一
種

指
定

設
備

管
理
部

門
 

（
単

位
 

円
）

 

Ⅰ
 

接
続

損
益

の
部

 

（
１

）
営

業
収

益
 

 
 

１
 

受
取

網
接

続
料

 

 
 

２
 

振
替

網
接

続
料

 

（
２

）
営

業
費

用
 

 
 

１
 

営
業

費
用

 

 
 

２
 

振
替

網
使

用
料

 

 
 

 
接

続
営

業
利

益
（

又
は

接
続
営

業
損

失
）

 

Ⅱ
 

接
続

関
連

損
益

の
部

 

（
１

）
営

業
収

益
 

 
 

１
 

接
続

装
置

使
用

料
収

入
 

 
 

２
 

網
改

造
料

収
入

 

（
２

）
営

業
費

用
 

 
 

１
 

営
業

費
用

 

 
 

 
接

続
関

連
営

業
利

益
 

 

 
 

 
（

又
は

接
続

関
連

営
業

損
失
）

 

 

会
計

単
位

名
第

一
種

指
定

設
備

利
用
部

門
 

（
単

位
 

円
）

 

（
１

）
営

業
収

益
 

 
 

 
１

 
音

声
伝

送
収

入
 

 
 

 
２

 
専

用
収

入
 

 
 

 
３

 
デ

ー
タ

伝
送

収
入

 

 
 

 
４

 
そ

の
他

の
役

務
収

入
 

 
 

 
５

 
役

務
外

収
入

 

 
 

 
６

 
振

替
網

使
用

料
 

 
（

２
）

営
業

費
用

 



 

一

五 

 
 

 
１

 
営

業
費

用
 

 
 

 
２

 
振

替
網

使
用

料
 

 
 

 
 

第
一

種
指

定
設

備
利

用
部

門
営

業
利

益
（

又
は

第
一

種
指

定
設

備
利

用
部

門
営

業
損

失
）

 

 （
記

載
上

の
注

意
）

 

次
の

事
項

を
注

記
す

る
こ

と
。

 

第
一

種
指

定
設

備
管

理
部

門
「

Ⅰ
 

接
続

損
益

の
部

 
（

１
）

 
営

業
収

益
 

２
 

振
替

網
使

用
料

」
に

関

し
、

認
可

接
続

約
款

等
以

外
の

提
供

分
に

つ
い

て
の

振
替

額
 

 
 

 
１

 
営

業
費

用
 

 
 

 
２

 
振

替
網

使
用

料
 

 
 

 
 

第
一

種
指

定
設

備
利

用
部
門

営
業

利
益

（
又
は

第
一

種
指

定
設
備

利
用

部
門

営
業
損

失
）

 

 （
記

載
上

の
注

意
）

 

次
の

事
項

を
注

記
す

る
こ

と
。

 

第
一

種
指

定
設

備
管

理
部

門
「

Ⅰ
 

接
続

損
益

の
部

 
（

１
）

 
営

業
収

益
 

２
 

振
替

網
使

用
料

」
に

関

し
、

認
可

接
続

約
款

等
以

外
の

提
供
分

に
つ

い
て

の
振
替

額
（

単
価

・
総
額

）
 

 

様
式

第
２

 

使
用

平
均

資
本

及
び

資
本

報
酬

計
算

書
 

 会
計

単
位

 
第

一
種

指
定

設
備

管
理

部
門

 

（
単

位
 

円
）

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
期

首
残

高
 

 
 

期
末

残
高

 
 

首
末

平
均

残
高

 

 
１

 
電

気
通

信
事

業
固

定
資

産
 

 
 

 
 

 
 

 
×

×
×

 
 

 
 

×
×

×
 

 
 

 
×

×
×

 

 
 

（
再

掲
 

第
一

種
指

定
電

気
通

信
設

備
）

 
 

 
×

×
×

 
 

 
 

×
×

×
 

 
 

 
×

×
×

 

 
２

 
投

資
そ

の
他

の
資

産
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
×

×
×

 
 

 
 

×
×

×
 

 
 

 
×

×
×

 

 
３

 
繰

延
資

産
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
×

×
×

 
 

 
 

×
×

×
 

 
 

 
×

×
×

 

 
４

 
運

転
資

本
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
－

 
 

 
 

 
 

－
 

 
 

 
×

×
×

 

 
５

 
過

年
度

の
料

金
算

定
に

従
っ

た
資

本
額

の
調

整
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
×

×
×

 

 
 

使
用

平
均

資
本

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
×

×
×

 

 
６

 
営

業
利

益
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
×

×
×

 

 
７

 
過

年
度

の
料

金
算

定
に

従
っ

た
報

酬
額

の
調

整
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
×

×
×

 

 
 

資
本

報
酬

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
×

×
×

 

 
 

使
用

平
均

資
本

報
酬

率
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
×

×
％

 

 
 

設
定

報
酬

率
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
×

×
％

 

 会
計

単
位

 
第

一
種

指
定

設
備

利
用

部
門

 

（
単

位
 

円
）

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
期

首
残

高
 

 
 

期
末

残
高

 
 

首
末

平
均

残
高

 

 
１

 
電

気
通

信
事

業
固

定
資

産
 

 
 

 
 

 
 

 
×

×
×

 
 

 
 

×
×

×
 

 
 

 
×

×
×

 

 
２

 
投

資
そ

の
他

の
資

産
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
×

×
×

 
 

 
 

×
×

×
 

 
 

 
×

×
×

 

 
３

 
繰

延
資

産
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
×

×
×

 
 

 
 

×
×

×
 

 
 

 
×

×
×

 

 
４

 
運

転
資

本
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
－

 
 

 
 

 
 

－
 

 
 

 
×

×
×

 

 
 

使
用

平
均

資
本

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
×

×
×

 

様
式

第
２

 

使
用

平
均

資
本

及
び

資
本

報
酬

計
算
書

 

 会
計

単
位

第
一

種
指

定
設

備
管

理
部
門

 

（
単

位
 

円
）

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

期
首
残

高
 

 
 

期
末
残

高
 

 
首

末
平
均

残
高

 

 
１

 
電

気
通

信
事

業
固

定
資

産
 

 
 

 
 

 
 

 
×

×
×

 
 

 
 

×
×

×
 

 
 

 
×

×
×

 

 
 

（
再

掲
第

一
種

指
定

電
気

通
信
設

備
）

 
 

 
 

×
×

×
 

 
 

 
×

×
×

 
 

 
 
×

×
×

 

 
２

 
投

資
等

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

×
×

×
 

 
 

 
×

×
×

 
 

 
 
×

×
×

 

 
３

 
繰

延
資

産
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

×
×

×
 

 
 

 
×

×
×

 
 

 
 
×

×
×

 

 
４

 
運

転
資

本
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
－

 
 

 
 
 

 
－

 
 

 
 
×

×
×

 

 
５

 
過

年
度

の
料

金
算

定
に

従
っ
た

資
本

額
の

調
整

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
×

×
×

 

 
 

使
用

平
均

資
本

額
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
×

×
×

 

 
６

 
営

業
利

益
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
×

×
×

 

 
７

 
過

年
度

の
料

金
算

定
に

従
っ
た

報
酬

額
の

調
整

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
×

×
×

 

 
 

資
本

報
酬

額
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
×

×
×

 

 
 

使
用

平
均

資
本

報
酬

率
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
×

×
％

 

 
 

設
定

報
酬

率
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
×

×
％

 

 会
計

単
位

第
一

種
指

定
設

備
利

用
部
門

 

（
単

位
 

円
）

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

期
首
残

高
 

 
 

期
末
残

高
 

 
首

末
平
均

残
高

 

 
１

 
電

気
通

信
事

業
固

定
資

産
 

 
 

 
 

 
 

 
×

×
×

 
 

 
 

×
×

×
 

 
 

 
×

×
×

 

 
２

 
投

資
等

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

×
×

×
 

 
 

 
×

×
×

 
 

 
 
×

×
×

 

 
３

 
繰

延
資

産
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

×
×

×
 

 
 

 
×

×
×

 
 

 
 
×

×
×

 

 
４

 
運

転
資

本
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
－

 
 

 
 
 

 
－

 
 

 
 
×

×
×

 

 
 

使
用

平
均

資
本

額
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
×

×
×

 



 

一

六 

 
 

営
業

利
益

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
×

×
×

 

 

 
 

営
業

利
益

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
×

×
×

 

 



 

一

七 

 

改
 

 
正

 
 

案
 

（
削

除
）

 



 

一

八 

 

現
 

 
 

 
 

行
 

様
式

第
３

 

固
定

資
産

明
細

表
（

第
一

種
指

定
電

気
通

信
設

備
管

理
部

門
）

 

（
単

位
 

円
）

 

Ⅰ
 

有
形

固
定

資
産

 

 
１

 
第

一
種

指
定

電
気

通
信

設
備

 期
首

残
高

 
期

 
中

 
増

 
減

 
期

末
残

高
 

増
 

加
 

減
 

少
 

設
備

区
分

 
取

得
原

価
減

価
償

却

累
計

額
 

帳
簿

価
額

取
得

原
価

減
価

償
却

累
計

額
 

帳
簿

価
額

取
得

原
価

減
価

償
却

累
計

額
 

帳
簿

価
額

取
得

原
価

減
価

償
却

累
計

額
 

帳
簿

価
額

摘
要

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

計
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

２
 

指
定

外
有

形
固

定
資

産
 

期
首

残
高

 
期

 
中

 
増

 
減

 
期

末
残

高
 

増
 

加
 

減
 

少
 

資
産

の
種

類
 

取
得

原
価

減
価

償
却

累
計

額
 

帳
簿

価
額

取
得

原
価

減
価

償
却

累
計

額
 

帳
簿

価
額

取
得

原
価

減
価

償
却

累
計

額
 

帳
簿

価
額

取
得

原
価

減
価

償
却

累
計

額
 

帳
簿

価
額

摘
要

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

計
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Ⅱ
 

無
形

固
定

資
産

 

期
 

中
 

増
 

減
 

資
産

の
種

類
 

期
首

残
高

 
増

 
加

 
減

 
少

 
期

末
残

高
 

摘
要

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

計
 

 
 

 
 

 

Ⅲ
 

投
資

等
 

期
 

中
 

増
 

減
 

資
産

の
種

類
 

期
首

残
高

 
増

 
加

 
減

 
少

 
期

末
残

高
 

摘
要

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

計
 

 
 

 
 

 

（
記

載
上

の
注

意
）

 
１

 
複

数
階

梯
間

で
共

用
さ

れ
る

伝
送

路
等

の
増

減
欄

は
記

載
を

省
略

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 



 

一

九 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
２

 
交

換
設

備
に

つ
い

て
は

、
摘

要
欄

に
ユ

ニ
ッ

ト
数

を
記

載
す

る
こ

と
。

 

  



 

二

〇 

 

改
 

 
正

 
 

案
 

様
式

第
３

 

固
定

資
産

帰
属

明
細

表
 

（
単

位
 

円
）
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一種指定設備管理部門計 

端末系伝送路（電気信号の伝送に係るもの） 

主配線盤（電気信号の伝送に係るもの） 

端末系伝送路（光信号の伝送に係るもの） 

主配線盤（光信号の伝送に係るもの） 

公衆電話設備 

端末系交換設備（主として音声伝送役務の提供に用いられるもの） 

うち加入者交換機接続用伝送装置利用機能に係るもの 

端末系交換設備（主としてデータ伝送役務の提供に用いられるもの） 

うちルーティング伝送機能に係るもの 

端末系交換設備～端末系又は中継系交換設備伝送路（主として音声伝送役務の提供に用いられるもの） 

端末系交換設備～端末系又は中継系交換設備伝送路（主としてデータ伝送役務の提供に用いられるもの） 

うちルーティング伝送機能に係るもの 

中継系交換設備（主として音声伝送役務の提供に用いられるもの） 

中継系交換設備（主としてデータ伝送役務の提供に用いられるもの） 

うちルーティング伝送機能に係るもの 

信号網設備 

番号案内データベース及び番号案内設備 

手動交換設備 

折返し通信路設定機能に係る設備 

専用加入者線装置モジュール 

うち光信号電気信号変換機能に係るもの 

専用線ノード装置 

専用加入者線装置モジュール～専用線ノード装置伝送路 

専用線ノード装置～専用線ノード装置伝送路又は相互接続点伝送路 

呼関連データベース 
（何） 

うち光信号中継伝送機能に係るもの 

第一種指定設備利用部門計 

指定外電気通信設備 

（何） 

サービス活動 

合計 



 

二

一 

取
 

得
 

価
 

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

減
価

償
却

累
計

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
公

衆
電

話
機

械
設

備

正
 

味
 

価
 

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

取
 

得
 

価
 

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

減
価

償
却

累
計

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
市

内
機

械
設

備

正
 

味
 

価
 

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

取
 

得
 

価
 

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

減
価

償
却

累
計

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
市

外
機

械
設

備

正
 

味
 

価
 

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

取
 

得
 

価
 

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

減
価

償
却

累
計

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
電

報
機

械
設

備

正
 

味
 

価
 

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

取
 

得
 

価
 

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

減
価

償
却

累
計

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
伝

送
機

械
設

備

正
 

味
 

価
 

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

取
 

得
 

価
 

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

減
価

償
却

累
計

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
無

線
機

械
設

備

正
 

味
 

価
 

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

取
 

得
 

価
 

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

減
価

償
却

累
計

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
電

力
設

備

正
 

味
 

価
 

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

取
 

得
 

価
 

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

機械設備 

電
話

番
号

案
内

設
備

減
価

償
却

累
計

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

二

二 

正
 

味
 

価
 

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

取
 

得
 

価
 

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

減
価

償
却

累
計

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
監

視
設

備

正
 

味
 

価
 

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

取
 

得
 

価
 

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

減
価

償
却

累
計

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
（

何
）

正
 

味
 

価
 

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

取
 

得
 

価
 

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

減
価

償
却

累
計

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
空

中
線

設
備

 

正
 

味
 

価
 

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

取
 

得
 

価
 

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

減
価

償
却

累
計

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
通

信
衛

星
設

備
 

正
 

味
 

価
 

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

取
 

得
 

価
 

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

減
価

償
却

累
計

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
端

末
設

備
 

正
 

味
 

価
 

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

取
 

得
 

価
 

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

減
価

償
却

累
計

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
市

内
線

路
設

備

正
 

味
 

価
 

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

取
 

得
 

価
 

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

減
価

償
却

累
計

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

線路設備 

市
外

線
路

設
備

正
 

味
 

価
 

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
取

 
得

 
価

 
額

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

二

三 

減
価

償
却

累
計

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
土

木
設

備
 

 
正

 
味

 
価

 
額

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

取
 

得
 

価
 

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

減
価

償
却

累
計

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
海

底
線

設
備

 

正
 

味
 

価
 

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

取
 

得
 

価
 

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

減
価

償
却

累
計

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
建

物
 

正
 

味
 

価
 

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

取
 

得
 

価
 

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

減
価

償
却

累
計

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
構

築
物

 

正
 

味
 

価
 

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

取
 

得
 

価
 

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

減
価

償
却

累
計

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
機

械
及

び
装

置
 

正
 

味
 

価
 

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

取
 

得
 

価
 

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

減
価

償
却

累
計

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
車

両
及

び
船

舶
 

正
 

味
 

価
 

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

取
 

得
 

価
 

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

減
価

償
却

累
計

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
工

具
、

器
具

及
び

備
品

 

正
 

味
 

価
 

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

取
 

得
 

価
 

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

減
価

償
却

累
計

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
休

止
設

備
 

正
 

味
 

価
 

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

二

四 

取
 

得
 

価
 

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

減
価

償
却

累
計

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
土

地
 

正
 

味
 

価
 

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

取
 

得
 

価
 

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

減
価

償
却

累
計

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
建

設
仮

勘
定

 

正
 

味
 

価
 

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

取
 

得
 

価
 

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

減
価

償
却

累
計

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
無

形
固

定
資

産
 

正
 

味
 

価
 

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

取
 

得
 

価
 

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

減
価

償
却

累
計

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
設

備
区

分
ご

と
の

固
定

資
産

合
計
 

正
 

味
 

価
 

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
記

載
上

の
注

意
）

 

こ
の

表
に

掲
げ

た
項

目
に

計
上

す
べ

き
金

額
が

な
い

場
合

は
、

当
該

項
目

を
省

略
し

た
様

式
に

よ
り

作
成

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

 



 

二

五 

 

現
 

 
 

 
 

行
 

様
式

第
４

 

固
 

定
 

資
 

産
 

帰
 

属
 

明
 
細

 
表

 

（
単

位
 

円
）

 

機
械

設
備

 
線

路
設

備
 

市
内

線

路
設

備
 

市
外

線

路
設

備
 

 

加入者宅内設備 

公衆電話機械設備 

構内交換電話設備 

市内電話機械設備 

市外電話機械設備 

伝送機械設備 

無線機械設備 

電力設備 

電話番号案内設備 

監視設備 

（何） 

空中線設備 

通信衛星設備 

端末設備 

ケーブル設備 

その他の設備 

ケーブル設備 

その他の設備 

土木設備 

海底線設備 

建物 

土地 

構築物 

機械及び装置 
車両及び船舶 

工具、器具及び備品 

休止設備 

建設仮勘定 

無形固定資産 

端
末

系
伝

送
路

（
電

気

信
号

の
伝

送
に

係
る

も

の
）

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

端
末

系
伝

送
路

（
光

信

号
の

伝
送

に
係

る
も

の
）

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

主
配

線
盤

（
電

気
信

号

の
伝

送
に

係
る

も
の

）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

主
配

線
盤

（
光

信
号

の

伝
送

に
係

る
も

の
）

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

主
配

線
盤

～
端

末
系

交

換
設

備
伝

送
路

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

端
末

系
交

換
設

備
（

主

と
し

て
音

声
伝

送
役

務

の
提

供
に

用
い

ら
れ

る

も
の

）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

第一種指定設備管理部門帰属設備 

端
末

系
交

換
設

備
（

主

と
し

て
デ

ー
タ

伝
送

役

務
の

提
供

に
用

い
ら

れ

る
も

の
）

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

二

六 

端
末

系
交

換
設

備
間

伝

送
路

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

群
タ

ン
デ

ム
交

換
設

備

～
端

末
系

交
換

設
備

伝

送
路

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

群
タ

ン
デ

ム
交

換
設

備
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

端
末

系
交

換
設

備
～

中

継
系

交
換

設
備

伝
送

路
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

端
末

系
交

換
設

備
～

中

継
系

交
換

設
備

伝
送

路
 

（
斜

回
線

）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

中
継

系
交

換
設

備
（

主

と
し

て
音

声
伝

送
役

務

の
提

供
に

係
る

も
の

）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

中
継

系
交

換
設

備
（

主

と
し

て
デ

ー
タ

伝
送

役

務
の

提
供

に
係

る
も

の
）

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

中
継

系
交

換
設

備
～

相

互
接

続
点

伝
送

路
（

分

離
型

関
門

交
換

機
）

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

信
号

網
設

備
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

呼
関

連
デ

ー
タ

ベ
ー

ス
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

番
号

案
内

デ
ー

タ
ベ

ー

ス
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Ｐ
Ｈ

Ｓ
接

続
装

置
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

総
合

デ
ジ

タ
ル

網
加

入

者
モ

ジ
ュ

ー
ル

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

専
用

加
入

者
線

装
置

モ

ジ
ュ

ー
ル

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

専
用

線
ノ

ー
ド

装
置

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

二

七 

主
配

線
盤

～
専

用
加

入

者
線

装
置

モ
ジ

ュ
ー

ル

伝
送

路
 

専
用

線
ノ

ー
ド

装
置

～

相
互

接
続

点
伝

送
路

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

専
用

線
ノ

ー
ド

装
置

～

専
用

線
ノ

ー
ド

装
置

伝

送
路

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
何

）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

建
物

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

土
地

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

構
築

物
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

機
械

及
び

装
置

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

車
両

及
び

船
舶

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

工
具

、
器

具
及

び
備

品
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

休
止

設
備

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

建
物

仮
勘

定
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

小
計

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
何

）
設

備
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

建
物

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

土
地

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

構
築

物
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

機
械

及
び

装
置

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

車
両

及
び

船
舶

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

工
具

、
器

具
及

び
備

品
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

第一種指定設備利用部門帰属設備 

休
止

設
備

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

二

八 

建
物

仮
勘

定
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

電
力

設
備

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

総
合

監
視

設
備

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

試
験

受
付

設
備

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

支援設備 

（
何

）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

共
通

部
門

設
備

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

全般管
理 

管
理

部
門

設
備

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

合
 

 
計

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
記

載
上

の
注

意
）

 

 
各

欄
の

上
段

に
取

得
価

額
、

中
段

に
減

価
償

却
累

計
額

、
下

段
に

帳
簿

価
額

を
記

載
す

る
。

 

 

 



 

二

九 

 

改
 

 
正

 
 

案
 

様
式

第
４

 

設
 

備
 

区
 

分
 

別
 

費
 

用
 
明

 
細

 
表

 

（
単

位
 

円
）

 

 
 

 

 

 

 

 

 

第一種指定設備管理部門計 

端末系伝送路（電気信号の伝送に係るもの） 

主配線盤（電気信号の伝送に係るもの） 

端末系伝送路（光信号の伝送に係るもの） 

主配線盤（光信号の伝送に係るもの） 

公衆電話設備 

端末系交換設備（主として音声伝送役務の提供に用いられるもの） 

うち加入者交換機接続用伝送装置利用機能に係るもの 

端末系交換設備（主としてデータ伝送役務の提供に用いられるもの） 

うちルーティング伝送機能に係るもの 

端末系交換設備～端末系又は中継系交換設備伝送路（主として音声伝送役務の提供に用いられるもの） 

端末系交換設備～端末系又は中継系交換設備伝送路（主としてデータ伝送役務の提供に用いられるもの） 

うちルーティング伝送機能に係るもの 

中継系交換設備（主として音声伝送役務の提供に用いられるもの） 

中継系交換設備（主としてデータ伝送役務の提供に用いられるもの） 

うちルーティング伝送機能に係るもの 

信号網設備 

番号案内データベース及び番号案内設備 

手動交換設備 

折返し通信路設定機能に係る設備 

専用加入者線装置モジュール 

うち光信号電気信号変換機能に係るもの 

専用線ノード装置 

専用加入者線装置モジュール～専用線ノード装置伝送路 

専用線ノード装置～専用線ノード装置伝送路又は相互接続点伝送路 

呼関連データベース 

（何） 
うち光信号中継伝送機能に係るもの 

第一種指定設備利用部門計 

指定外電気通信設備 

（何） 

サービス活動 

合計 



 

三

〇 

営
業

費
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
う

ち
貸

倒
損

失
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

運
用

費
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

施
設

保
全

費
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

共
通

費
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

管
理

費
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

試
験

研
究

費
及

び
研

究
費

償
却

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

減
価

償
却

費
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

固
定

資
産

除
却

費
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
う

ち
除

却
損

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

通
信

設
備

使
用

料
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

租
税

公
課

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

合
計

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
単

位
 

％
）

 

直
課

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

活
動

基
準

帰
属

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

配
賦

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
注

）
 

 
１

 
電

気
通

信
設

備
を

収
容

す
る

建
物

に
係

る
費

用
、

器
具

備
品

に
係

る
費

用
、

通
信

設
備

使
用

料
及

び
租

税
公

課
に

つ
い

て
は

、
原

則
と

し
て

次
の

基
準

に
よ

り
、

第
一

種
指

定
設
備

管
理

部
門

及
び
第

一
種

指
定

設
備
利

用
部

門

に
お

い
て

物
理

的
に

管
理

可
能

な
資

産
の

区
分

、
支

援
設

備
、

全
般

管
理

に
帰

属
さ

せ
る

。
 

 
 

建
物

 

 
 

 
減

価
償

却
費

、
固

定
資

産
除

却
費

、
施

設
保

全
費

 
 

第
一

段
階

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
占

有
面

積
比

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

第
二

段
階

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
設

備
の

占
有

面
積

比
（

設
備

収
容

関
連

）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
稼

働
人

員
数

比
（

設
備

収
容

関
連

以
外

）
 

 
 

器
具

備
品

 

 
 

 
減

価
償

却
費

、
固

定
資

産
除

却
費

、
施

設
保

全
費

 
 

稼
働

人
員

数
比

 

 
 

通
信

設
備

使
用

料
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

該
当

す
る

設
備

区
分

比
 

 
 

租
税

公
課

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

正
味

固
定

資
産

額
比

 

 
２

 
試

験
研

究
費

及
び

研
究

費
償

却
に

つ
い

て
は

、
次

の
基

準
に

よ
り

第
一

種
指

定
設

備
管

理
部

門
及

び
第

一
種

指
定

設
備

利
用

部
門

に
お

い
て

物
理

的
に

管
理

可
能

な
資

産
の

区
分
に

帰
属

さ
せ

る
。
 

 
 

イ
ン

フ
ラ

系
応

用
技

術
（

通
信

用
建

物
）

 
 

 
 

 
 

占
有

面
積

比
 

 
 

イ
ン

フ
ラ

系
応

用
技

術
（

通
信

用
電

力
）

 
 

 
 

 
 

仕
様

電
力

値
比

 

 
 

イ
ン

フ
ラ

系
応

用
技

術
（

電
気

通
信

設
備

）
 

 
 

 
 

設
備

区
分

の
当

年
度

取
得

固
定

資
産

価
額

比
 

 
 

イ
ン

フ
ラ

系
基

礎
技

術
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

設
備

の
当

年
度

取
得

固
定

資
産

価
額

比
 



 

三

一 

 
３

 
第

８
条

第
２

項
に

規
定

す
る

基
準

は
、

原
則

と
し

て
次

の
と

お
り

と
す

る
。

 

 
 

支
援

設
備

 

 
 

 
電

力
設

備
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

仕
様

電
力

値
比

 

 
 

 
試

験
受

付
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

故
障

件
数

比
 

 
 

 
監

視
設

備
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

監
視

対
応

件
数

比
 

 

 
 

全
般

管
理

 

 
 

 
共

通
 

 
 

 
 

資
材

（
販

売
用

の
も

の
を

除
く

。
）

 

 
 

 
 

 
保

管
、

荷
役

、
輸

配
送

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

当
年

度
取

得
固

定
資

産
価

額
比

 

 
 

 
 

 
資

材
共

通
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

当
年

度
取

得
固

定
資

産
価

額
比

 

 
 

 
 

研
修

（
サ

ー
ビ

ス
関

連
の

も
の

を
除

く
。

）
 

 
 

 
 

 
設

備
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

関
連

部
門

の
稼

働
人

員
数

比
 

 
 

 
 

 
共

通
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

稼
働

人
員

数
比

 

 
 

 
 

医
療

（
職

員
の

健
康

管
理

に
関

す
る

も
の

）
 

 
 

稼
働

人
員

数
比

 

 
 

 
 

一
般

共
通

 

 
 

 
 

 
経

理
（

仕
訳

レ
コ

ー
ド

数
に

よ
り

設
備

関
連

の
 

支
出

額
比

 

 
 

 
 

 
 

 
も

の
を

抽
出

）
 

 
 

 
 

 
総

務
、

厚
生

、
人

事
等

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

支
出

額
比

 

 
 

 
管

理
（

サ
ー

ビ
ス

関
連

部
門

を
除

く
。

）
 

 
 

 
 

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

関
連

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

取
得

固
定

資
産

価
額

比
 

 
 

 
 

一
般

管
理

（
電

気
通

信
設

備
の

管
理

運
営

に
関

連
 

支
出

額
比

 

 
 

 
 

 
 

 
 

す
る

も
の

）
 

 
４

 
こ

の
表

に
掲

げ
た

項
目

に
計

上
す

べ
き

金
額

が
な

い
場

合
は

、
当

該
項

目
を

省
略

し
た

様
式

に
よ

り
作

成
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

 

  



 

三

二 

 

現
 

 
 

 
 

行
 

様
式

第
５

 

設
 

備
 

区
 

分
 

別
 

費
 

用
 
明

 
細

 
表

 

（
単

位
 

円
）

 

第
一

種
指

定
設

備
管

理
部

門
 

第
一

種
指

定
設

備
利

用
部

門
 

 

端末系伝送路（電気信号の伝送に係るもの） 

端末系伝送路（光信号の伝送に係るもの） 

主配線盤（電気信号の伝送に係るもの） 

主配線盤（光信号の伝送に係るもの） 

主配線盤～端末系交換設備伝送路 

端末系交換設備（主として音声伝送役務の提供に用いられるもの） 

端末系交換設備（主としてデータ伝送役務の提供に用いられるもの） 

端末系交換設備間伝送路 

群タンデム交換設備～端末系交換設備伝送路 

群タンデム交換設備 

端末系交換設備～中継系交換設備伝送路 

端末系交換設備～中継系交換設備伝送路（斜回線） 

中継系交換設備（主として音声伝送役務の提供に用いられるもの） 

中継系交換設備（主としてデータ伝送役務の提供に用いられるもの） 

中継系交換設備～相互接続点伝送路（分離型関門交換機） 

信号網設備 

呼関連データベース 

番号案内データベース 

ＰＨＳ接続装置 

総合デジタル網加入者モジュール 

専用加入者線装置モジュール 

専用線ノード装置 

専用加入者線装置モジュール～専用線ノード装置伝送路 

専用線ノード装置～専用線ノード装置、相互接続点伝送路 

（何） 

指定外県内伝送路 
県間伝送路 

端末設備 

機械設備 

（何） 

サービス活動 

設
備

区
分

直
接

の
減

価
償

却
費

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

設
備

区
分

直
接

の
固

定
資

産
除

却
費

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

三

三 

指
定

設
備

利
用

部
門

の
販

売
費

等
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

活
動

支
援

（
建

物
等

）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

通
信

設
備

使
用

料
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

設
備

へ
の

帰
属

の
明

確
な

営
業

費
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

設
備

へ
の

帰
属

の
明

確
な

運
用

費
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

試
験

研
究

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

支
援

設
備

の
減

価
償

却
費

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

支
援

設
備

の
固

定
資

産
除

却
費

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

支
援

設
備

の
施

設
保

全
費

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

全
般

管
理

・
共

通
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

全
般

管
理

・
管

理
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

設
備

区
分

ご
と

の
費

用
合

計
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
単

位
 

％
）

 
 

直
課

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

活
動

基
準

帰
属

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

配
賦

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
注

）
 

 
１

 
電

気
通

信
設

備
を

収
容

す
る

建
物

及
び

器
具

備
品

に
係

る
費

用
並

び
に

通
信

設
備

使
用

料
に

つ
い

て
は

、
原

則
と

し
て

次
の

基
準

に
よ

り
、

第
一

種
指

定
設

備
管

理
部

門
及

び
第

一
種

指
定

設
備

利
用

部
門

に
お

い
て

物
理

的
に

管
理

可
能

な
資

産
の

区
分

、
支

援
設

備
、

全
般

管
理

に
帰

属
さ

せ
る

。
 

 
 

建
物

 

 
 

 
減

価
償

却
費

、
固

定
資

産
除

却
費

、
施

設
保

全
費

 
 

第
一

段
階

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
占

有
面

積
比

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

第
二

段
階

 



 

三

四 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
設

備
の

占
有

面
積

比
（

設
備

収
容

関
連

）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
稼

働
人

員
数

比
（

設
備

収
容

関
連

以
外

）
 

 
 

器
具

備
品

 

 
 

 
減

価
償

却
費

、
固

定
資

産
除

却
費

、
施

設
保

全
費

 
 

稼
働

人
員

数
比

 

 
 

通
信

設
備

使
用

料
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

該
当

す
る

設
備

区
分

費
 

 
 

租
税

公
課

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

正
味

固
定

資
産

額
比

 

 
２

 
試

験
研

究
費

に
つ

い
て

は
、

次
の

基
準

に
よ

り
第

一
種

指
定

設
備

管
理

部
門

及
び

第
一

種
指

定
設

備
利

用
部

門
に

お
い

て
物

理
的

に
管

理
可

能
な

資
産

の
区

分
に

帰
属

さ
せ

る
。
 

 
 

イ
ン

フ
ラ

系
応

用
技

術
（

通
信

用
建

物
）

 
 

 
 

 
 

占
有

面
積

比
 

 
 

イ
ン

フ
ラ

系
応

用
技

術
（

通
信

用
電

力
）

 
 

 
 

 
 

使
用

電
力

値
比

 

 
 

イ
ン

フ
ラ

系
応

用
技

術
（

電
気

通
信

設
備

）
 

 
 

 
 

設
備

区
分

の
当

年
度

取
得

固
定

資
産

価
額

比
 

 
 

イ
ン

フ
ラ

系
基

礎
技

術
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

設
備

の
当

年
度

取
得

固
定

資
産

価
額

比
 

 
３

 
第

８
条

第
２

項
に

規
定

す
る

基
準

は
、

原
則

と
し

て
次

の
と

お
り

と
す

る
。

 

 
 

支
援

設
備

 

 
 

 
電

力
設

備
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

使
用

電
力

値
比

 

 
 

 
試

験
受

付
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

故
障

件
数

比
 

 
 

 
総

合
監

視
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

監
視

対
応

件
数

比
 

 
 

全
般

管
理

 

 
 

 
共

通
 

 
 

 
 

資
材

（
販

売
用

の
も

の
を

除
く

。
）

 

 
 

 
 

 
保

管
、

荷
役

、
輸

配
送

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

当
年

度
取

得
固

定
資

産
価

額
比

 

 
 

 
 

 
資

材
共

通
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

当
年

度
取

得
固

定
資

産
価

額
比

 

 
 

 
研

修
（

サ
ー

ビ
ス

関
連

の
も

の
を

除
く

。
）

 

 
 

 
 

設
備

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

関
連

部
門

の
稼

働
人

員
数

比
 

 
 

 
 

共
通

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

稼
働

人
員

数
比

 

 
 

 
医

療
（

職
員

の
健

康
管

理
に

関
す

る
も

の
）

 
 

 
 

稼
働

人
員

数
比

 

 
 

 
一

般
共

通
 

 
 

 
 

経
理

（
仕

訳
レ

コ
ー

ド
数

に
よ

り
設

備
関

連
の

も
 

支
出

額
比

 

 
 

 
 

 
 

の
を

抽
出

）
 

 
 

 
 

総
務

、
構

成
、

人
事

等
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

支
出

額
比

 

 
 

管
理

（
サ

ー
ビ

ス
関

連
部

門
を

除
く

。
）

 

 
 

 
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
関

連
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

取
得

固
定

資
産

価
額

比
 

 
 

 
一

般
管

理
（

電
気

通
信

設
備

の
管

理
運

営
に

関
連

す
 

支
出

額
比

 

 
 

 
 

 
 

 
る

も
の

）
 

   



 

三

五 

改
 

 
正

 
 

案
 

現
 

 
 

 
 

行
 

別
表

第
三

〔
第

６
条

・
第

１
０

条
〕

 

 

接
 

 
続

 
 

会
 

 
計

 
 

報
 

 
告

 
 

書
 

（
電

気
通

信
事

業
法

第
3
3
条

第
1
3
項

に
基

づ
く

報
告

書
）

 

事
業

年
度

 
自

 
 

年
 

月
 

日
 

 
 

 
 

 
至

 
 

年
 

月
 

日
 

総
務

大
臣

 
殿

 

 
 

年
 

 
月

 
 

日
提

出
 

会
社

名
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

代
表

者
の

役
職

氏
名

 
 

 
 

 
印

 

（
代

表
者

が
氏

名
を

自
筆

で
記

入
し

た
 

と
き

は
、

押
印

を
省

略
で

き
る

。
）

 

 本
店

の
所

在
の

場
所

 
 

 
 

 
 

 
電

話
番

号
 

 
 

 
 

 
 

連
絡

者
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

接
続

会
計

報
告

書
の

写
し

を
縦

覧
に

供
す

る
場

所
 

名
 

 
称

 
 

 
所

 
在

 
地

 

第
一

部
 

概
要

紹
介

 

１
 

報
告

書
の

目
的

 

２
 

根
拠

法
令

等
 

３
 

会
計

処
理

の
基

準
 

(
1
)
 
電

気
通

信
事
業

会
計

規
則

に
基
づ

く
会

計
（

財
務
会

計
）

と
の

関
連

 

(
2
)
 
費

用
、

収
益
及

び
資

産
の

帰
属
 

(
3
)
 
そ

の
他

（
接

続
料

原
価

算
定

上
の

重
要

な
変

更
措

置
等

）
 

４
 

接
続

会
計

財
務

諸
表

の
構

成
 

(
1
)
 
損

益
計

算
書
 

(
2
)
 
使

用
平

均
資
本

及
び

資
本

報
酬
計

算
書

 

(
3
)
 
固

定
資

産
帰

属
明

細
表

 

 (
4
)
 
設

備
区

分
別

費
用

明
細

表
 

５
 

計
算

結
果

証
明

報
告

の
紹

介
 

６
 

第
３

条
た

だ
し

書
及

び
第

1
0
条
第

4
項

の
許

可
事
項

 

第
二

部
 

計
算

結
果

証
明

報
告

 

 
１

 
責

任
範

囲
 

 
２

 
証

明
の

基
準

 

別
表

第
三

〔
第

６
条

・
第

１
０

条
〕
 

 

接
 

 
続

 
 

会
 

 
計

 
 

報
 
 

告
 

 
書

 

（
電

気
通

信
事

業
法

第
3
3
条

第
1
3
項

に
基

づ
く

報
告
書

）
 

事
業

年
度

 
自

 
平

成
 

年
 

月
 
日

 

 
 

 
 

 
至

 
平

成
 

年
 

月
 
日

 

 

総
務

大
臣

 
殿

 

平
成

 
 

年
 

 
月

 
 

日
提

出
 

 

会
社

名
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

代
表

者
の

役
職

氏
名

 
 

 
 

 
印

 
 

（
代

表
者

が
氏

名
を

自
筆

で
記

入
し
た

 

と
き

は
、

押
印

を
省

略
で

き
る

。
）
 

 本
店

の
所

在
の

場
所

 
 

 
 

 
 
 

電
話

番
号

 
 

 
 

 
 

 
連

絡
者

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

接
続

会
計

報
告

書
の

写
し

を
縦

覧
に
供

す
る

場
所

 

名
 

 
称

 
 

 
所

 
在

 
地

 

第
一

部
 

概
要

紹
介

 

１
 

報
告

書
の

目
的

 

２
 

根
拠

法
令

等
 

３
 

会
計

処
理

の
基

準
 

(
1
)
 
電

気
通

信
事

業
会

計
規

則
に

基
づ

く
会

計
（

財
務

会
計

）
と

の
関

連
 

(
2
)
 
費

用
、

収
益

及
び

資
産

の
帰

属
 

(
3
)
 
そ

の
他

（
接
続

料
原

価
算

定
上

の
重

要
な

変
更

措
置

等
）

 

４
 

接
続

会
計

財
務

諸
表

の
構

成
 

(
1
)
 
損

益
計

算
書

 

(
2
)
 
使

用
平

均
資
本

及
び

資
本

報
酬

計
算

書
 

(
3
)
 
固

定
資

産
帰

属
明

細
表

 

(
4
)
 
固

定
資

産
明

細
表

 

(
5
)
 
設

備
区

分
別
費

用
明

細
表

 

５
 

計
算

結
果

証
明

報
告

の
紹

介
 

６
 

第
３

条
但

書
及

び
第

1
0
条

第
4
項

の
許

可
事

項
 

第
二

部
 

計
算

結
果

証
明

報
告

 

 
１

 
責

任
範

囲
 

 
２

 
証

明
の

基
準

 



 

三

六 

 
３

 
計

算
結

果
証

明
 

第
三

部
 

接
続

会
計

財
務

諸
表

（
別

表
第

二
の

様
式

に
よ

る
）

 

 
１

 
損

益
計

算
書

 

 
 

(
1
)
 
第

一
種

指
定

設
備

管
理

部
門

 

 
 

(
2
)
 
第

一
種

指
定

設
備

利
用

部
門

 

 
２

 
使

用
平

均
資

本
及

び
資

本
報

酬
計

算
書

 

 
 

(
1
)
 
第

一
種

指
定

設
備

管
理

部
門

 

 
 

(
2
)
 
第

一
種

指
定

設
備

利
用

部
門

 

 
 

 
３

 
固

定
資

産
帰

属
明

細
表

 

 
４

 
設

備
区

分
別

費
用

明
細

表
 

第
四

部
 

参
考

情
報

 

 
１

 
階

梯
別

・
用

途
別

回
線

設
定

の
状

況
 

 
２

 
接

続
会

計
整

理
手

順
書

の
紹

介
及

び
入

手
方

法
 

 
３

 
接

続
料

原
価

算
定

上
の

重
要

な
変

更
に

伴
う

影
響

額
 

 
４

 
特

に
重

要
な

費
用

帰
属

基
準

の
説

明
 

 
５

 
会

計
単

位
の

定
義

 

 
６

 
用

語
解

説
 

 
７

 
そ

の
他

 

 

 
３

 
計

算
結

果
証

明
 

第
三

部
 

接
続

会
計

財
務

諸
表

（
別
表

第
二

の
様

式
に
よ

る
）

 

 
１

 
損

益
計

算
書

 

 
 

(
1
)
 
第

一
種

指
定

設
備

管
理

部
門

 

 
 

(
2
)
 
第

一
種

指
定

設
備

利
用

部
門

 

 
２

 
使

用
平

均
資

本
及

び
資

本
報
酬

計
算

書
 

 
 

(
1
)
 
第

一
種

指
定

設
備

管
理

部
門

 

 
 

(
2
)
 
第

一
種

指
定

設
備

利
用

部
門

 

 
３

 
固

定
資

産
明

細
表

（
第

一
種
指

定
設

備
管

理
部
門

）
 

 
４

 
固

定
資

産
帰

属
明

細
表

 

 
５

 
設

備
区

分
別

費
用

明
細

表
 

第
四

部
 

参
考

情
報

 

 
１

 
階

梯
別

・
用

途
別

回
線

設
定
の

状
況

 

 
２

 
会

計
処

理
手

順
書

の
紹

介
及
び

入
手

方
法

 

 
３

 
接

続
料

原
価

算
定

上
の

重
要
な

変
更

に
伴

う
影
響

額
 

 
４

 
特

に
重

要
な

費
用

帰
属

基
準
の

説
明

 

 
５

 
会

計
単

位
の

定
義

 

 
６

 
用

語
解

説
 

 
７

 
そ

の
他

 

 

 



 

三

七 

○
東
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
が
西
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
に
交
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
金
銭
の
額
の
範
囲
を
定
め
る
省
令
（
平
成
十
一
年
郵
政
省
令
第
七
十
三
号
） 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 
 

正 
 

案 

現 
 
 
 
 

行 

日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
九
年
法
律
第
九
十
八
号
。
以
下
「
改
正
法
」
と

い
う
。
）
附
則
第
十
一
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
東
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
（
以
下
「
東
会
社
」
と
い
う
。
）
が

適
用
年
度
（
改
正
法
附
則
第
十
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
適
用
年
度
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
お
け
る
利
益
の

処
分
と
し
て
西
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
（
以
下
「
西
会
社
」
と
い
う
。
）
に
交
付
す
る
金
銭
の
額
は
、
適
用
年

度
ご
と
に
第
一
号
に
掲
げ
る
金
額
か
ら
第
二
号
に
掲
げ
る
金
額
を
控
除
し
た
金
額
に
対
応
年
度
（
改
正
法
附
則
第

十
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
対
応
年
度
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
末
日
に
お
け
る
西
会
社
の
加
入
電
話
及
び
総

合
デ
ジ
タ
ル
通
信
サ
ー
ビ
ス
（
以
下
「
加
入
電
話
等
」
と
い
う
。
）
の
契
約
数
（
総
合
デ
ジ
タ
ル
通
信
サ
ー
ビ
ス

の
契
約
数
に
つ
い
て
は
、
伝
送
速
度
の
総
和
を
六
十
四
で
除
し
て
得
ら
れ
る
商
（
一
に
満
た
な
い
端
数
は
、
切
り

捨
て
る
も
の
と
す
る
。
）
に
よ
り
換
算
す
る
。
以
下
同
じ
。
）
を
乗
じ
た
金
額
を
超
え
な
い
も
の
と
す
る
。 

 
 

一 

対
応
年
度
に
お
け
る
西
会
社
の
特
定
費
用
（
電
気
通
信
事
業
会
計
規
則
（
昭
和
六
十
年
郵
政
省
令
第
二
十

六
号
）
別
表
第
一
に
記
載
さ
れ
た
営
業
費
（
同
令
別
表
第
二
様
式
第
12

に
記
載
さ
れ
た
人
件
費
に
限
る
。

）
、
運
用
費
、
施
設
保
全
費
、
減
価
償
却
費
及
び
通
信
設
備
使
用
料
の
合
計
額
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を

当
該
年
度
の
末
日
に
お
け
る
西
会
社
の
加
入
電
話
等
の
契
約
数
で
除
し
た
金
額 

 
 

二 

（
略
） 

日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
九
年
法
律
第
九
十
八
号
。
以
下
「
改
正
法
」
と

い
う
。
）
附
則
第
十
一
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
東
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
（
以
下
「
東
会
社
」
と
い
う
。
）
が

適
用
年
度
（
改
正
法
附
則
第
十
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
適
用
年
度
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
お
け
る
利
益
の

処
分
と
し
て
西
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
（
以
下
「
西
会
社
」
と
い
う
。
）
に
交
付
す
る
金
銭
の
額
は
、
適
用
年

度
ご
と
に
第
一
号
に
掲
げ
る
金
額
か
ら
第
二
号
に
掲
げ
る
金
額
を
控
除
し
た
金
額
に
対
応
年
度
（
改
正
法
附
則
第

十
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
対
応
年
度
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
末
日
に
お
け
る
西
会
社
の
加
入
電
話
及
び
総

合
デ
ジ
タ
ル
通
信
サ
ー
ビ
ス
（
以
下
「
加
入
電
話
等
」
と
い
う
。
）
の
契
約
数
（
総
合
デ
ジ
タ
ル
通
信
サ
ー
ビ
ス

の
契
約
数
に
つ
い
て
は
、
伝
送
速
度
の
総
和
を
六
十
四
で
除
し
て
得
ら
れ
る
商
（
一
に
満
た
な
い
端
数
は
、
切
り

捨
て
る
も
の
と
す
る
。
）
に
よ
り
換
算
す
る
。
以
下
同
じ
。
）
を
乗
じ
た
金
額
を
超
え
な
い
も
の
と
す
る
。 

一 

対
応
年
度
に
お
け
る
西
会
社
の
特
定
費
用
（
電
気
通
信
事
業
会
計
規
則
（
昭
和
六
十
年
郵
政
省
令
第
二
十

六
号
）
別
表
第
一
に
記
載
さ
れ
た
営
業
費
（
同
令
別
表
第
二
様
式
第
16

に
記
載
さ
れ
た
人
件
費
に
限
る
。

）
、
運
用
費
、
施
設
保
全
費
、
減
価
償
却
費
及
び
通
信
設
備
使
用
料
の
合
計
額
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を

当
該
年
度
の
末
日
に
お
け
る
西
会
社
の
加
入
電
話
等
の
契
約
数
で
除
し
た
金
額 

二 

（
略
） 

 

 



 

三

八 

○
接
続
料
規
則
（
平
成
十
二
年
郵
政
省
令
第
六
十
四
号
） 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 
 

正 
 

案 

現 
 
 
 
 

行 

第
一
条
～
第
七
条 

（
略
） 

 

（
接
続
料
の
原
価
）  

第
八
条 

 

１
・
２ 

（
略
）  

３ 

第
四
条
の
表
一
の
項
の
う
ち
総
合
デ
ジ
タ
ル
通
信
端
末
回
線
伝
送
機
能
及
び
同
表
十
三
の
項
の
機
能
に
係
る
接

続
料
の
原
価
は
、
当
該
機
能
と
同
等
の
機
能
を
用
い
て
提
供
さ
れ
る
電
気
通
信
役
務
に
関
す
る
料
金
か
ら
、
当
該

電
気
通
信
役
務
に
関
す
る
料
金
の
原
価
（
営
業
費
、
減
価
償
却
費
、
諸
税
及
び
報
酬
に
相
当
す
る
費
用
）
に
対
し

て
営
業
費
か
ら
接
続
会
計
規
則
別
表
第
二
様
式
第
四
の
設
備
区
分
別
費
用
明
細
表
に
記
載
さ
れ
る
費
用
に
相
当
す

る
も
の
を
差
し
引
い
た
も
の
が
占
め
る
比
率
を
当
該
電
気
通
信
役
務
に
関
す
る
料
金
に
乗
じ
た
額
を
差
し
引
い
て

算
定
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
他
の
電
気
通
信
事
業
者
の
選
択
に
よ
り
、
事
業
者
が
、
当
該
他
の
電
気
通
信

事
業
者
と
の
間
に
お
け
る
接
続
の
申
込
受
付
及
び
故
障
対
応
に
関
す
る
連
絡
調
整
を
行
う
業
務
を
行
う
場
合
に
あ

っ
て
は
、
算
定
し
て
得
た
額
に
、
当
該
業
務
に
係
る
費
用
の
料
金
の
原
価
に
占
め
る
比
率
を
当
該
電
気
通
信
役
務

に
関
す
る
料
金
に
乗
じ
た
額
を
合
算
し
て
算
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

第
一
条
～
第
七
条 

（
略
） 

 

（
接
続
料
の
原
価
）  

第
八
条 

 

１
・
２ 

（
略
）  

３ 

第
四
条
の
表
一
の
項
の
う
ち
総
合
デ
ジ
タ
ル
通
信
端
末
回
線
伝
送
機
能
及
び
同
表
十
三
の
項
の
機
能
に
係
る
接

続
料
の
原
価
は
、
当
該
機
能
と
同
等
の
機
能
を
用
い
て
提
供
さ
れ
る
電
気
通
信
役
務
に
関
す
る
料
金
か
ら
、
当
該

電
気
通
信
役
務
に
関
す
る
料
金
の
原
価
（
営
業
費
、
減
価
償
却
費
、
諸
税
及
び
報
酬
に
相
当
す
る
費
用
）
に
対
し

て
営
業
費
か
ら
接
続
会
計
規
則
別
表
第
二
様
式
第
五
の
設
備
区
分
別
費
用
明
細
表
に
記
載
さ
れ
る
費
用
に
相
当
す

る
も
の
を
差
し
引
い
た
も
の
が
占
め
る
比
率
を
当
該
電
気
通
信
役
務
に
関
す
る
料
金
に
乗
じ
た
額
を
差
し
引
い
て

算
定
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
他
の
電
気
通
信
事
業
者
の
選
択
に
よ
り
、
事
業
者
が
、
当
該
他
の
電
気
通
信

事
業
者
と
の
間
に
お
け
る
接
続
の
申
込
受
付
及
び
故
障
対
応
に
関
す
る
連
絡
調
整
を
行
う
業
務
を
行
う
場
合
に
あ

っ
て
は
、
算
定
し
て
得
た
額
に
、
当
該
業
務
に
係
る
費
用
の
料
金
の
原
価
に
占
め
る
比
率
を
当
該
電
気
通
信
役
務

に
関
す
る
料
金
に
乗
じ
た
額
を
合
算
し
て
算
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
第
一
種
指
定
設
備
管
理
運
営
費
の
算
定
）  

第
九
条 

（
略
） 

２ 

前
項
の
費
用
は
、
法
第
三
十
三
条
第
五
項
の
機
能
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
別
表
第
五
の
設
備
区
分
別
費
用
明

細
表
に
記
載
さ
れ
た
費
用
と
し
、
そ
の
他
の
機
能
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
接
続
会
計
規
則
別
表
第
二
様
式
第
四

の
設
備
区
分
別
費
用
明
細
表
に
記
載
さ
れ
た
費
用
と
す
る
。
た
だ
し
、
前
条
第
二
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
電
気

通
信
役
務
を
提
供
す
る
た
め
に
利
用
さ
れ
る
第
四
条
に
規
定
す
る
機
能
に
係
る
第
一
種
指
定
設
備
管
理
運
営
費

は
、
接
続
会
計
規
則
別
表
第
二
様
式
第
四
の
設
備
区
分
別
費
用
明
細
表
に
記
載
さ
れ
た
費
用
の
額
及
び
通
信
量
等

の
実
績
値
を
基
盤
と
し
て
、
合
理
的
な
将
来
の
予
測
に
基
づ
き
算
定
す
る
も
の
と
す
る
。 

 
（
第
一
種
指
定
設
備
管
理
運
営
費
の
算
定
）  

第
九
条 

（
略
）  

２ 

前
項
の
費
用
は
、
法
第
三
十
三
条
第
五
項
の
機
能
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
別
表
第
五
の
設
備
区
分
別
費
用
明

細
表
に
記
載
さ
れ
た
費
用
と
し
、
そ
の
他
の
機
能
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
接
続
会
計
規
則
別
表
第
二
様
式
第
五

の
設
備
区
分
別
費
用
明
細
表
に
記
載
さ
れ
た
費
用
と
す
る
。
た
だ
し
、
前
条
第
二
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
電
気

通
信
役
務
を
提
供
す
る
た
め
に
利
用
さ
れ
る
第
四
条
に
規
定
す
る
機
能
に
係
る
第
一
種
指
定
設
備
管
理
運
営
費

は
、
接
続
会
計
規
則
別
表
第
二
様
式
第
五
の
設
備
区
分
別
費
用
明
細
表
に
記
載
さ
れ
た
費
用
の
額
及
び
通
信
量
等

の
実
績
値
を
基
盤
と
し
て
、
合
理
的
な
将
来
の
予
測
に
基
づ
き
算
定
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
第
一
種
指
定
設
備
管
理
運
営
費
の
算
定
の
特
例
）  

第
十
条 

前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
法
第
三
十
三
条
第
五
項
の
機
能
に
係
る
設
備
以
外
の
設
備
で
あ
っ
て
、
対

象
設
備
等
が
帰
属
す
る
設
備
区
分
が
接
続
会
計
規
則
別
表
第
二
様
式
第
四
の
設
備
区
分
別
費
用
明
細
表
に
お
い
て

独
立
し
た
設
備
区
分
と
し
て
整
理
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
第
一
種
指
定
設
備
管
理
運
営
費
の
額
は
、

次
に
掲
げ
る
式
に
よ
り
計
算
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
対
象
設
備
等
が
法
定
耐
用
年
数
経
過

後
に
お
い
て
更
改
さ
れ
て
い
な
い
と
き
は
、
当
該
対
象
設
備
等
の
取
得
固
定
資
産
価
額
か
ら
残
存
価
額
を
減
じ
た

差
額
を
法
定
耐
用
年
数
で
除
し
て
得
た
額
を
控
除
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

（
略
） 

（
第
一
種
指
定
設
備
管
理
運
営
費
の
算
定
の
特
例
）  

第
十
条 
前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
法
第
三
十
三
条
第
五
項
の
機
能
に
係
る
設
備
以
外
の
設
備
で
あ
っ
て
、
対

象
設
備
等
が
帰
属
す
る
設
備
区
分
が
接
続
会
計
規
則
別
表
第
二
様
式
第
五
の
設
備
区
分
別
費
用
明
細
表
に
お
い
て

独
立
し
た
設
備
区
分
と
し
て
整
理
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
第
一
種
指
定
設
備
管
理
運
営
費
の
額
は
、

次
に
掲
げ
る
式
に
よ
り
計
算
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
対
象
設
備
等
が
法
定
耐
用
年
数
経
過

後
に
お
い
て
更
改
さ
れ
て
い
な
い
と
き
は
、
当
該
対
象
設
備
等
の
取
得
固
定
資
産
価
額
か
ら
残
存
価
額
を
減
じ
た

差
額
を
法
定
耐
用
年
数
で
除
し
て
得
た
額
を
控
除
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

（
略
） 



 

三

九 

３ 

第
一
項
の
類
似
機
能
に
係
る
第
一
種
指
定
設
備
管
理
運
営
費
の
算
定
の
対
象
と
な
る
設
備
の
取
得
固
定
資
産
価

額
は
、
接
続
会
計
規
則
別
表
第
二
様
式
第
三
の
固
定
資
産
帰
属
明
細
表
の
取
得
価
額
を
基
礎
と
し
て
算
定
さ
れ
た

額
と
す
る
。 

 

３ 

第
一
項
の
類
似
機
能
に
係
る
第
一
種
指
定
設
備
管
理
運
営
費
の
算
定
の
対
象
と
な
る
設
備
の
取
得
固
定
資
産
価

額
は
、
接
続
会
計
規
則
別
表
第
二
様
式
第
四
の
固
定
資
産
帰
属
明
細
表
の
取
得
価
額
を
基
礎
と
し
て
算
定
さ
れ
た

額
と
す
る
。 

（
他
人
資
本
費
用
）  

第
十
一
条 

 

１
・
２ 

（
略
） 

３ 

前
項
の
対
象
設
備
等
の
正
味
固
定
資
産
価
額
は
、
法
第
三
十
三
条
第
五
項
の
機
能
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
別

表
第
三
様
式
第
二
の
固
定
資
産
帰
属
明
細
表
の
正
味
固
定
資
産
価
額
を
基
礎
と
し
て
、
そ
の
他
の
機
能
に
係
る
も

の
に
あ
っ
て
は
接
続
会
計
規
則
別
表
第
二
様
式
第
三
の
固
定
資
産
帰
属
明
細
表
の
帳
簿
価
額
を
基
礎
と
し
て
算
定

さ
れ
た
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
八
条
第
二
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
機
能
の
対
象
設
備
等
の
正
味
固
定
資
産
価

額
は
、
接
続
会
計
規
則
別
表
第
二
様
式
第
三
の
固
定
資
産
帰
属
明
細
表
の
帳
簿
価
額
及
び
通
信
量
等
の
実
績
値
を

基
礎
と
し
て
合
理
的
な
予
測
に
基
づ
き
算
定
さ
れ
た
額
と
す
る
。 

４ 

第
二
項
の
繰
延
資
産
比
率
、
投
資
等
比
率
及
び
貯
蔵
品
比
率
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
接
続
会
計
規
則
別
表
第
二
様
式

第
二
に
記
載
さ
れ
た
第
一
種
指
定
設
備
管
理
部
門
の
電
気
通
信
事
業
固
定
資
産
の
額
に
対
す
る
繰
延
資
産
及
び
投

資
そ
の
他
の
資
産
（
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
の
管
理
運
営
に
不
可
欠
、
か
つ
、
収
益
の
見
込
ま
れ
な
い
も
の

に
限
る
。
）
の
額
の
占
め
る
比
率
並
び
に
電
気
通
信
事
業
会
計
規
則
別
表
第
二
様
式
第
一
に
記
載
さ
れ
た
固
定
資

産
の
額
か
ら
同
様
式
に
記
載
さ
れ
た
投
資
そ
の
他
の
資
産
の
額
を
除
い
た
額
に
対
す
る
貯
蔵
品
の
額
の
占
め
る
比

率
の
実
績
値
を
基
礎
と
し
て
算
定
す
る
。 

５
～
９ 

（
略
） 

 

第
十
二
条
～
第
二
十
二
条 

（
略
） 

 

（
他
人
資
本
費
用
）  

第
十
一
条 

 

１
・
２ 

（
略
） 

３ 

前
項
の
対
象
設
備
等
の
正
味
固
定
資
産
価
額
は
、
法
第
三
十
三
条
第
五
項
の
機
能
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
別

表
第
三
様
式
第
二
の
固
定
資
産
帰
属
明
細
表
の
正
味
固
定
資
産
価
額
を
基
礎
と
し
て
、
そ
の
他
の
機
能
に
係
る
も

の
に
あ
っ
て
は
接
続
会
計
規
則
別
表
第
二
様
式
第
四
の
固
定
資
産
帰
属
明
細
表
の
帳
簿
価
額
を
基
礎
と
し
て
算
定

さ
れ
た
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
八
条
第
二
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
機
能
の
対
象
設
備
等
の
正
味
固
定
資
産
価

額
は
、
接
続
会
計
規
則
別
表
第
二
様
式
第
四
の
固
定
資
産
帰
属
明
細
表
の
帳
簿
価
額
及
び
通
信
量
等
の
実
績
値
を

基
礎
と
し
て
合
理
的
な
予
測
に
基
づ
き
算
定
さ
れ
た
額
と
す
る
。 

４ 

第
二
項
の
繰
延
資
産
比
率
、
投
資
等
比
率
及
び
貯
蔵
品
比
率
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
接
続
会
計
規
則
別
表
第
二
様
式

第
二
に
記
載
さ
れ
た
第
一
種
指
定
設
備
管
理
部
門
の
電
気
通
信
事
業
固
定
資
産
の
額
に
対
す
る
繰
延
資
産
及
び
投

資
等
（
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
の
管
理
運
営
に
不
可
欠
、
か
つ
、
収
益
の
見
込
ま
れ
な
い
も
の
に
限
る
。
）

の
額
の
占
め
る
比
率
並
び
に
電
気
通
信
事
業
会
計
規
則
別
表
第
二
様
式
第
一
に
記
載
さ
れ
た
固
定
資
産
の
額
か
ら

同
様
式
に
記
載
さ
れ
た
投
資
等
の
額
を
除
い
た
額
に
対
す
る
貯
蔵
品
の
額
の
占
め
る
比
率
の
実
績
値
を
基
礎
と
し

て
算
定
す
る
。 

５
～
９ 

（
略
） 

 

第
十
二
条
～
第
二
十
二
条 

（
略
） 

 

 



 

四

〇 

○
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
係
る
交
付
金
及
び
負
担
金
算
定
等
規
則
（
平
成
十
四
年
総
務
省
令
第
六
十
四
号
） 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 
 

正 
 

案 

現 
 
 
 
 

行 

第
一
条
～
第
十
六
条 

（
略
） 

 

（
他
人
資
本
費
用
、
自
己
資
本
費
用
及
び
利
益
対
応
税
） 

第
十
七
条 

接
続
料
規
則
第
十
一
条
か
ら
第
十
三
条
ま
で
の
規
定
（
第
十
一
条
第
三
項
た
だ
し
書
及
び
同
条
第
五
項

た
だ
し
書
の
規
定
を
除
く
。
）
は
、
設
備
管
理
部
門
の
原
価
を
構
成
す
る
他
人
資
本
費
用
、
自
己
資
本
費
用
及
び

利
益
対
応
税
の
計
算
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
令
第
十
一
条
第
一
項
中
「
第
四
条
に
規
定

す
る
機
能
に
係
る
他
人
資
本
費
用
」
と
あ
る
の
は
「
適
格
電
気
通
信
事
業
者
の
提
供
す
る
基
礎
的
電
気
通
信
役
務

の
提
供
に
係
る
交
付
金
及
び
負
担
金
算
定
等
規
則
第
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
電
気
通
信
役
務
（
卸
電
気
通
信

役
務
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
他
人
資
本
費
用
」
と
、
「
第
四
条
に
規
定
す
る
機
能
に
係
る
レ
ー
ト
ベ
ー

ス
」
と
あ
る
の
は
「
適
格
電
気
通
信
事
業
者
の
提
供
す
る
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
係
る
交
付
金
及
び
負

担
金
算
定
等
規
則
第
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
電
気
通
信
役
務
に
係
る
レ
ー
ト
ベ
ー
ス
」
と
、
同
条
第
二
項
及

び
第
五
項
、
第
十
二
条
第
一
項
並
び
に
第
十
三
条
第
一
項
中
「
第
四
条
に
規
定
す
る
機
能
」
と
あ
る
の
は
「
適
格

電
気
通
信
事
業
者
の
提
供
す
る
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
係
る
交
付
金
及
び
負
担
金
算
定
等
規
則
第
十
二

条
第
二
項
に
規
定
す
る
電
気
通
信
役
務
」
と
、
同
令
第
十
一
条
第
二
項
、
第
三
項
及
び
第
五
項
中
「
対
象
設
備

等
」
と
あ
る
の
は
「
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
係
る
交
付
金
及
び
負
担
金
算
定
等
規
則
第
十
五
条
第
三
項

の
電
気
通
信
設
備
、
こ
れ
の
附
属
設
備
並
び
に
こ
れ
ら
を
設
置
す
る
土
地
及
び
施
設
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
法

第
三
十
三
条
第
五
項
の
機
能
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
別
表
第
三
様
式
第
二
の
固
定
資
産
帰
属
明
細
表
の
正
味
固

定
資
産
価
額
を
基
礎
と
し
て
、
そ
の
他
の
機
能
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
接
続
会
計
規
則
別
表
第
二
様
式
第
三
の

固
定
資
産
帰
属
明
細
表
の
帳
簿
価
額
を
基
礎
と
し
て
算
定
さ
れ
た
額
と
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
基
礎
的
電
気
通
信

役
務
の
提
供
に
係
る
交
付
金
及
び
負
担
金
算
定
等
規
則
別
表
第
七
第
二
の
固
定
資
産
帰
属
明
細
表
の
正
味
固
定
資

産
価
額
を
基
礎
と
し
て
算
定
さ
れ
た
額
と
す
る
」
と
、
同
条
第
四
項
中
「
第
一
種
指
定
設
備
管
理
部
門
」
と
あ
る

の
は
「
設
備
管
理
部
門
」
と
、
「
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
」
と
あ
る
の
は
「
電
気
通
信
設
備
」
と
、
同
条
第

五
項
中
「
第
一
種
指
定
設
備
管
理
運
営
費
（
減
価
償
却
費
、
固
定
資
産
除
却
損
及
び
租
税
公
課
相
当
額
を
除

く
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
設
備
管
理
運
営
費
（
減
価
償
却
費
、
通
信
設
備
使
用
料
及
び
固
定
資
産
税
相
当
額
を
除

く
。
）
」
と
、
「
当
該
機
能
に
係
る
接
続
料
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
電
気
通
信
役
務
に
関
す
る
料
金
並
び
に
当
該

電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
関
し
他
の
電
気
通
信
事
業
者
と
の
間
で
締
結
す
る
電
気
通
信
設
備
の
接
続
に
関
す
る
協

定
及
び
卸
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
関
す
る
契
約
に
よ
り
取
得
す
る
金
額
又
は
料
金
」
と
、
同
令
第
十
二
条
第
一

項
中
「
当
該
機
能
」
と
あ
る
の
は
「
適
格
電
気
通
信
事
業
者
の
提
供
す
る
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
係
る

交
付
金
及
び
負
担
金
算
定
等
規
則
第
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
電
気
通
信
役
務
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す

る
。 

 

第
十
八
条
～
第
十
九
条 

（
略
） 

第
一
条
～
第
十
六
条 

（
略
） 

 

（
他
人
資
本
費
用
、
自
己
資
本
費
用
及
び
利
益
対
応
税
） 

第
十
七
条 

接
続
料
規
則
第
十
一
条
か
ら
第
十
三
条
ま
で
の
規
定
（
第
十
一
条
第
三
項
た
だ
し
書
及
び
同
条
第
五
項

た
だ
し
書
の
規
定
を
除
く
。
）
は
、
設
備
管
理
部
門
の
原
価
を
構
成
す
る
他
人
資
本
費
用
、
自
己
資
本
費
用
及
び

利
益
対
応
税
の
計
算
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
令
第
十
一
条
第
一
項
中
「
第
四
条
に
規
定

す
る
機
能
に
係
る
他
人
資
本
費
用
」
と
あ
る
の
は
「
適
格
電
気
通
信
事
業
者
の
提
供
す
る
基
礎
的
電
気
通
信
役
務

の
提
供
に
係
る
交
付
金
及
び
負
担
金
算
定
等
規
則
第
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
電
気
通
信
役
務
（
卸
電
気
通
信

役
務
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
他
人
資
本
費
用
」
と
、
「
第
四
条
に
規
定
す
る
機
能
に
係
る
レ
ー
ト
ベ
ー

ス
」
と
あ
る
の
は
「
適
格
電
気
通
信
事
業
者
の
提
供
す
る
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
係
る
交
付
金
及
び
負

担
金
算
定
等
規
則
第
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
電
気
通
信
役
務
に
係
る
レ
ー
ト
ベ
ー
ス
」
と
、
同
条
第
二
項
及

び
第
五
項
、
第
十
二
条
第
一
項
並
び
に
第
十
三
条
第
一
項
中
「
第
四
条
に
規
定
す
る
機
能
」
と
あ
る
の
は
「
適
格

電
気
通
信
事
業
者
の
提
供
す
る
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
係
る
交
付
金
及
び
負
担
金
算
定
等
規
則
第
十
二

条
第
二
項
に
規
定
す
る
電
気
通
信
役
務
」
と
、
同
令
第
十
一
条
第
二
項
、
第
三
項
及
び
第
五
項
中
「
対
象
設
備

等
」
と
あ
る
の
は
「
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
係
る
交
付
金
及
び
負
担
金
算
定
等
規
則
第
十
五
条
第
三
項

の
電
気
通
信
設
備
、
こ
れ
の
附
属
設
備
並
び
に
こ
れ
ら
を
設
置
す
る
土
地
及
び
施
設
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
法

第
三
十
三
条
第
五
項
の
機
能
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
別
表
第
三
様
式
第
二
の
固
定
資
産
帰
属
明
細
表
の
正
味
固

定
資
産
価
額
を
基
礎
と
し
て
、
そ
の
他
の
機
能
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
接
続
会
計
規
則
別
表
第
二
様
式
第
四
の

固
定
資
産
帰
属
明
細
表
の
帳
簿
価
額
を
基
礎
と
し
て
算
定
さ
れ
た
額
と
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
基
礎
的
電
気
通
信

役
務
の
提
供
に
係
る
交
付
金
及
び
負
担
金
算
定
等
規
則
別
表
第
七
第
二
の
固
定
資
産
帰
属
明
細
表
の
正
味
固
定
資

産
価
額
を
基
礎
と
し
て
算
定
さ
れ
た
額
と
す
る
」
と
、
同
条
第
四
項
中
「
第
一
種
指
定
設
備
管
理
部
門
」
と
あ
る

の
は
「
設
備
管
理
部
門
」
と
、
「
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
」
と
あ
る
の
は
「
電
気
通
信
設
備
」
と
、
同
条
第

五
項
中
「
第
一
種
指
定
設
備
管
理
運
営
費
（
減
価
償
却
費
、
固
定
資
産
除
却
損
及
び
租
税
公
課
相
当
額
を
除

く
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
設
備
管
理
運
営
費
（
減
価
償
却
費
、
通
信
設
備
使
用
料
及
び
固
定
資
産
税
相
当
額
を
除

く
。
）
」
と
、
「
当
該
機
能
に
係
る
接
続
料
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
電
気
通
信
役
務
に
関
す
る
料
金
並
び
に
当
該

電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
関
し
他
の
電
気
通
信
事
業
者
と
の
間
で
締
結
す
る
電
気
通
信
設
備
の
接
続
に
関
す
る
協

定
及
び
卸
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
関
す
る
契
約
に
よ
り
取
得
す
る
金
額
又
は
料
金
」
と
、
同
令
第
十
二
条
第
一

項
中
「
当
該
機
能
」
と
あ
る
の
は
「
適
格
電
気
通
信
事
業
者
の
提
供
す
る
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
係
る

交
付
金
及
び
負
担
金
算
定
等
規
則
第
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
電
気
通
信
役
務
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す

る
。 

 

第
十
八
条
～
第
十
九
条 

（
略
） 



 

四

一 

 
 

（
設
備
利
用
費
の
算
定
）  

第
二
十
条 

前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
前
年
度
に
実
際
に
要
し
た
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
係
る
設
備
利
用

部
門
の
原
価
及
び
控
除
対
象
原
価
は
、
当
該
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
の
販
売
そ
の
他
の
電
気
通
信
事
業
に
属
す
る

活
動
（
電
気
通
信
設
備
の
管
理
運
営
を
除
く
。
）
に
必
要
な
費
用
（
接
続
会
計
規
則
別
表
第
二
様
式
第
四
の
設
備

区
分
別
費
用
明
細
表
に
記
載
さ
れ
た
費
用
に
相
当
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
「
設
備
利
用
費
」
と
い
う
。
）
に
次

条
の
規
定
に
基
づ
き
計
算
さ
れ
る
他
人
資
本
費
用
、
自
己
資
本
費
用
及
び
利
益
対
応
税
の
合
計
額
を
加
え
て
算
定

す
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
設
備
利
用
費
の
算
定
）  

第
二
十
条 

前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
前
年
度
に
実
際
に
要
し
た
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
係
る
設
備
利
用

部
門
の
原
価
及
び
控
除
対
象
原
価
は
、
当
該
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
の
販
売
そ
の
他
の
電
気
通
信
事
業
に
属
す
る

活
動
（
電
気
通
信
設
備
の
管
理
運
営
を
除
く
。
）
に
必
要
な
費
用
（
接
続
会
計
規
則
別
表
第
二
様
式
第
五
の
設
備

区
分
別
費
用
明
細
表
に
記
載
さ
れ
た
費
用
に
相
当
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
「
設
備
利
用
費
」
と
い
う
。
）
に
次

条
の
規
定
に
基
づ
き
計
算
さ
れ
る
他
人
資
本
費
用
、
自
己
資
本
費
用
及
び
利
益
対
応
税
の
合
計
額
を
加
え
て
算
定

す
る
も
の
と
す
る
。 

（
他
人
資
本
費
用
、
自
己
資
本
費
用
及
び
利
益
対
応
税
）  

第
二
十
一
条 

接
続
料
規
則
第
十
一
条
か
ら
第
十
三
条
ま
で
の
規
定
（
第
十
一
条
第
三
項
た
だ
し
書
及
び
同
条
第
五

項
た
だ
し
書
の
規
定
を
除
く
。
）
は
、
設
備
利
用
部
門
の
原
価
を
構
成
す
る
他
人
資
本
費
用
、
自
己
資
本
費
用

及
び
利
益
対
応
税
の
計
算
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
令
第
十
一
条
第
一
項
中
「
第
四
条

に
規
定
す
る
機
能
に
係
る
他
人
資
本
費
用
」
と
あ
る
の
は
「
適
格
電
気
通
信
事
業
者
の
提
供
す
る
基
礎
的
電
気

通
信
役
務
の
提
供
に
係
る
交
付
金
及
び
負
担
金
算
定
等
規
則
第
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
電
気
通
信
役
務
（

卸
電
気
通
信
役
務
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
他
人
資
本
費
用
」
と
、
「
第
四
条
に
規
定
す
る
機
能
に
係

る
レ
ー
ト
ベ
ー
ス
」
と
あ
る
の
は
「
適
格
電
気
通
信
事
業
者
の
提
供
す
る
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
係

る
交
付
金
及
び
負
担
金
算
定
等
規
則
第
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
電
気
通
信
役
務
に
係
る
レ
ー
ト
ベ
ー
ス
」

と
、
同
条
第
二
項
及
び
第
五
項
、
第
十
二
条
第
一
項
並
び
に
第
十
三
条
第
一
項
中
「
第
四
条
に
規
定
す
る
機
能

」
と
あ
る
の
は
「
適
格
電
気
通
信
事
業
者
の
提
供
す
る
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
係
る
交
付
金
及
び
負

担
金
算
定
等
規
則
第
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
電
気
通
信
役
務
」
と
、
同
令
第
十
一
条
第
二
項
及
び
第
三
項

中
「
対
象
設
備
等
」
と
あ
る
の
は
「
設
備
利
用
部
門
に
係
る
建
物
、
土
地
及
び
施
設
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「

法
第
三
十
三
条
第
五
項
の
機
能
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
別
表
第
三
様
式
第
二
の
固
定
資
産
帰
属
明
細
表
の
正

味
固
定
資
産
価
額
を
基
礎
と
し
て
、
そ
の
他
の
機
能
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
接
続
会
計
規
則
別
表
第
二
様
式

第
三
の
固
定
資
産
帰
属
明
細
表
の
帳
簿
価
額
を
基
礎
と
し
て
算
定
さ
れ
た
額
と
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
接
続
会

計
規
則
別
表
第
二
様
式
第
三
の
固
定
資
産
帰
属
明
細
表
の
帳
簿
価
額
に
準
じ
て
算
定
さ
れ
た
額
と
す
る
」
と
、

同
条
第
四
項
中
「
第
一
種
指
定
設
備
管
理
部
門
」
と
あ
る
の
は
「
設
備
利
用
部
門
」
と
、
「
第
一
種
指
定
電
気

通
信
設
備
」
と
あ
る
の
は
「
設
備
利
用
部
門
」
と
、
同
条
第
五
項
中
「
対
象
設
備
等
の
第
一
種
指
定
設
備
管
理

運
営
費
」
と
あ
る
の
は
「
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
係
る
交
付
金
及
び
負
担
金
算
定
等
規
則
第
二
十
条

に
規
定
す
る
設
備
利
用
費
」
と
、
「
当
該
機
能
に
係
る
接
続
料
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
電
気
通
信
役
務
に
関
す

る
料
金
並
び
に
当
該
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
関
し
他
の
電
気
通
信
事
業
者
と
の
間
で
締
結
す
る
電
気
通
信
設

備
の
接
続
に
関
す
る
協
定
及
び
卸
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
関
す
る
契
約
に
よ
り
取
得
す
る
金
額
又
は
料
金
」

と
、
同
令
第
十
二
条
第
一
項
中
「
当
該
機
能
」
と
あ
る
の
は
「
適
格
電
気
通
信
事
業
者
の
提
供
す
る
基
礎
的
電

気
通
信
役
務
の
提
供
に
係
る
交
付
金
及
び
負
担
金
算
定
等
規
則
第
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
電
気
通
信
役
務

」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
他
人
資
本
費
用
、
自
己
資
本
費
用
及
び
利
益
対
応
税
）  

第
二
十
一
条 

接
続
料
規
則
第
十
一
条
か
ら
第
十
三
条
ま
で
の
規
定
（
第
十
一
条
第
三
項
た
だ
し
書
及
び
同
条
第
五

項
た
だ
し
書
の
規
定
を
除
く
。
）
は
、
設
備
利
用
部
門
の
原
価
を
構
成
す
る
他
人
資
本
費
用
、
自
己
資
本
費
用

及
び
利
益
対
応
税
の
計
算
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
令
第
十
一
条
第
一
項
中
「
第
四
条

に
規
定
す
る
機
能
に
係
る
他
人
資
本
費
用
」
と
あ
る
の
は
「
適
格
電
気
通
信
事
業
者
の
提
供
す
る
基
礎
的
電
気

通
信
役
務
の
提
供
に
係
る
交
付
金
及
び
負
担
金
算
定
等
規
則
第
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
電
気
通
信
役
務
（

卸
電
気
通
信
役
務
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
他
人
資
本
費
用
」
と
、
「
第
四
条
に
規
定
す
る
機
能
に
係

る
レ
ー
ト
ベ
ー
ス
」
と
あ
る
の
は
「
適
格
電
気
通
信
事
業
者
の
提
供
す
る
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
係

る
交
付
金
及
び
負
担
金
算
定
等
規
則
第
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
電
気
通
信
役
務
に
係
る
レ
ー
ト
ベ
ー
ス
」

と
、
同
条
第
二
項
及
び
第
五
項
、
第
十
二
条
第
一
項
並
び
に
第
十
三
条
第
一
項
中
「
第
四
条
に
規
定
す
る
機
能

」
と
あ
る
の
は
「
適
格
電
気
通
信
事
業
者
の
提
供
す
る
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
係
る
交
付
金
及
び
負

担
金
算
定
等
規
則
第
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
電
気
通
信
役
務
」
と
、
同
令
第
十
一
条
第
二
項
及
び
第
三
項

中
「
対
象
設
備
等
」
と
あ
る
の
は
「
設
備
利
用
部
門
に
係
る
建
物
、
土
地
及
び
施
設
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「

法
第
三
十
三
条
第
五
項
の
機
能
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
別
表
第
三
様
式
第
二
の
固
定
資
産
帰
属
明
細
表
の
正

味
固
定
資
産
価
額
を
基
礎
と
し
て
、
そ
の
他
の
機
能
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
接
続
会
計
規
則
別
表
第
二
様
式

第
四
の
固
定
資
産
帰
属
明
細
表
の
帳
簿
価
額
を
基
礎
と
し
て
算
定
さ
れ
た
額
と
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
接
続
会

計
規
則
別
表
第
二
様
式
第
四
の
固
定
資
産
帰
属
明
細
表
の
帳
簿
価
額
に
準
じ
て
算
定
さ
れ
た
額
と
す
る
」
と
、

同
条
第
四
項
中
「
第
一
種
指
定
設
備
管
理
部
門
」
と
あ
る
の
は
「
設
備
利
用
部
門
」
と
、
「
第
一
種
指
定
電
気

通
信
設
備
」
と
あ
る
の
は
「
設
備
利
用
部
門
」
と
、
同
条
第
五
項
中
「
対
象
設
備
等
の
第
一
種
指
定
設
備
管
理

運
営
費
」
と
あ
る
の
は
「
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
係
る
交
付
金
及
び
負
担
金
算
定
等
規
則
第
二
十
条

に
規
定
す
る
設
備
利
用
費
」
と
、
「
当
該
機
能
に
係
る
接
続
料
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
電
気
通
信
役
務
に
関
す

る
料
金
並
び
に
当
該
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
関
し
他
の
電
気
通
信
事
業
者
と
の
間
で
締
結
す
る
電
気
通
信
設

備
の
接
続
に
関
す
る
協
定
及
び
卸
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
関
す
る
契
約
に
よ
り
取
得
す
る
金
額
又
は
料
金
」

と
、
同
令
第
十
二
条
第
一
項
中
「
当
該
機
能
」
と
あ
る
の
は
「
適
格
電
気
通
信
事
業
者
の
提
供
す
る
基
礎
的
電

気
通
信
役
務
の
提
供
に
係
る
交
付
金
及
び
負
担
金
算
定
等
規
則
第
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
電
気
通
信
役
務

」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 
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現

 
 
 

 
 
行

 
別

表
第

１
（

第
６

条
関

係
）

 

 
法

第
10
8
条

の
第

１
項

の
規

定
に

係
る

基
礎

的
電

気
通

信
役

務
の

提
供

に
要

し
た

原
価

及
び

基
礎

的
電

気
通

信
役

務
の

提
供

に
よ

り
生

じ
た
収

益
の
額
明

細
表

 

（
略

）
 

注
１

～
３

 
（

略
）

 

４
 
接

続
料

規
則

第
1
1
条
か

ら
第

1
3
条
ま

で
の
規

定
（

第
1
1
条

第
３

項
た

だ
し

書
及

び
第

５
項

た
だ

し
書

の

規
定

を
除

く
。

）
は

、
３

に
お

け
る

施
行

規
則

第
4
0
条

の
３

の
規

定
に

よ
り

提
出

し
た

基
礎

的
電

気
通

信
役

務
収

支
表

に
記

載
し

た
営

業
費
用

の
額

に
係

る
原
価

を
構

成
す

る
他

人
資

本
費

用
、

自
己

資
本

費
用

及
び

利
益

対
応

税
の

計
算

に
つ

い
て

準
用

す
る

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、

接
続

料
規

則
第

1
1

条
第

１
項

中
「

第
４

条
に

規
定

す
る

機
能

に
係

る
他

人
資
本

費
用

」
と

あ
る
の

は
「

適
格

電
気

通
信

事
業

者
の

提
供

す
る

基
礎

的
電

気
通

信
役

務
の

提
供

に
係

る
交

付
金

及
び

負
担

金
算

定
等

規
則

第
1
2

条
第

２
項

に
規

定
す

る
電

気
通

信
役

務
（

卸

電
気

通
信

役
務

を
含

む
。

）
に
係

る
他

人
資

本
費
用

」
と

、
「

第
４

条
に

規
定

す
る

機
能

に
係

る
レ

ー
ト

ベ
ー

ス
」

と
あ

る
の

は
「

適
格

電
気
通

信
事

業
者

の
提
供

す
る

基
礎

的
電

気
通

信
役

務
の

提
供

に
係

る
交

付
金

及
び

負
担

金
算

定
等

規
則

第
1
2
条

第
２

項
に

規
定

す
る

電
気

通
信

役
務

に
係

る
レ

ー
ト

ベ
ー

ス
」

と
、

同
条

第
２

項
及
び

第
５
項

、
第

1
2

条
第
１

項
並

び
に
第

1
3

条
第

１
項

中
「
第

４
条

に
規

定
す
る

機
能

」
と

あ
る
の

は

「
適

格
電

気
通

信
事

業
者

の
提
供

す
る

基
礎

的
電
気

通
信

役
務

の
提

供
に

係
る

交
付

金
及

び
負

担
金

算
定

等
規

則
第

1
2
条

第
２

項
に
規

定
す
る

電
気

通
信

役
務
」

と
、

同
令

第
1
1

条
第

２
項

及
び

第
３

項
中

「
対

象
設

備

等
」

と
あ

る
の

は
「

基
礎

的
電
気

通
信

役
務

の
提
供

に
係

る
電

気
通

信
設

備
、

附
属

設
備

並
び

に
土

地
及

び
施

設
」
と

、
同
条

第
３

項
中

「
法
第

3
3

条
第

５
項
の

機
能

に
係

る
も
の

に
あ

っ
て

は
別
表

第
３

様
式

第
２
の

固

定
資

産
帰

属
明

細
表

の
正

味
固
定

資
産

価
額

を
基
礎

と
し

て
、

そ
の

他
の

機
能

に
係

る
も

の
に

あ
っ

て
は

接
続

会
計

規
則

別
表

第
２

様
式

第
３

の
固

定
資

産
帰

属
明

細
表

の
帳

簿
価

額
を

基
礎

と
し

て
算

定
さ

れ
た

額
と

す

る
」

と
あ

る
の

は
「

接
続

会
計
規

則
別

表
第

２
様
式

第
３

の
固

定
資

産
帰

属
明

細
表

の
帳

簿
価

額
に

準
じ

て
算

定
さ

れ
た

額
と

す
る

」
と

、
同
条

第
４

項
中

「
第
一

種
指

定
設

備
管

理
部

門
」

と
あ

る
の

は
「

設
備

管
理

部
門

及
び

設
備

利
用

部
門

」
と

、
「
第

一
種

指
定

電
気
通

信
設

備
」

と
あ

る
の

は
「

設
備

管
理

部
門

及
び

設
備

利
用

部
門

」
と

、
同

条
第

５
項

中
「
対

象
設

備
等

の
第
一

種
指

定
設

備
管

理
運

営
費

」
と

あ
る

の
は

「
基

礎
的

電
気

通
信

役
務

の
提

供
に

係
る

営
業
費

用
」

と
、

「
当
該

機
能

に
係

る
接

続
料

」
と

あ
る

の
は

「
当

該
電

気
通

信
役

務
に

関
す

る
料

金
並

び
に

当
該
電

気
通

信
役

務
の
提

供
に

関
し

他
の

電
気

通
信

事
業

者
と

の
間

で
締

結
す

る
電

気
通

信
設

備
の

接
続

に
関

す
る
協

定
及

び
卸

電
気
通

信
役

務
の

提
供

に
関

す
る

契
約

に
よ

り
取

得
す

る
金

額
又

は
料

金
」

と
、

同
令

第
1
2
条

第
１

項
中

「
当

該
機

能
」

と
あ

る
の

は
「

適
格

電
気

通
信

事
業

者
の

提
供

す
る

基
礎
的

電
気
通

信
役

務
の

提
供
に

係
る

交
付

金
及
び

負
担

金
算

定
等
規

則
第

1
2

条
第
２

項
に

規
定

す
る
電

気

通
信

役
務

」
と

読
み

替
え
る

も
の
と
す

る
。
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別
表

第
１

（
第

６
条

関
係

）
 

 
法

第
10
8
条

の
第

１
項

の
規

定
に

係
る

基
礎

的
電

気
通

信
役

務
の

提
供

に
要

し
た

原
価

及
び

基
礎

的
電

気
通

信
役

務
の

提
供

に
よ

り
生

じ
た

収
益
の
額
明

細
表

 

（
略
）

 

注
１

～
３

 
（

略
）

 

４
 
接

続
料

規
則

第
1
1
条
か

ら
第

1
3
条
ま

で
の
規

定
（

第
1
1
条

第
３
項
た

だ
し
書

及
び
第
５

項
た
だ

し
書
の

規
定

を
除

く
。

）
は

、
３

に
お

け
る

施
行

規
則

第
4
0
条

の
３

の
規

定
に

よ
り

提
出

し
た

基
礎

的
電

気
通

信
役

務
収

支
表

に
記

載
し

た
営

業
費
用

の
額

に
係

る
原
価

を
構

成
す

る
他
人

資
本

費
用

、
自
己

資
本

費
用

及
び
利

益

対
応

税
の

計
算

に
つ

い
て

準
用

す
る

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、

接
続

料
規

則
第

1
1
条

第
１

項
中

「
第

４
条

に

規
定

す
る

機
能

に
係

る
他

人
資
本

費
用

」
と

あ
る
の

は
「

適
格

電
気
通

信
事

業
者

の
提
供

す
る

基
礎

的
電
気

通

信
役

務
の

提
供

に
係

る
交

付
金

及
び

負
担

金
算

定
等

規
則

第
1
2
条

第
２

項
に

規
定

す
る

電
気

通
信

役
務

（
卸

電
気

通
信

役
務

を
含

む
。

）
に
係

る
他

人
資

本
費
用

」
と

、
「

第
４
条

に
規

定
す

る
機
能

に
係

る
レ

ー
ト
ベ

ー

ス
」

と
あ

る
の

は
「

適
格

電
気
通

信
事

業
者

の
提
供

す
る

基
礎

的
電
気

通
信

役
務

の
提
供

に
係

る
交

付
金
及

び

負
担

金
算

定
等

規
則

第
1
2
条

第
２

項
に

規
定

す
る

電
気

通
信

役
務

に
係

る
レ

ー
ト

ベ
ー

ス
」

と
、

同
条

第
２

項
及

び
第
５
項

、
第

1
2

条
第
１

項
並

び
に
第

1
3

条
第

１
項

中
「
第

４
条

に
規

定
す
る

機
能

」
と

あ
る
の

は

「
適

格
電

気
通

信
事

業
者

の
提
供

す
る

基
礎

的
電
気

通
信

役
務

の
提
供

に
係

る
交

付
金
及

び
負

担
金

算
定
等

規

則
第

1
2
条

第
２

項
に

規
定
す
る

電
気

通
信

役
務
」

と
、

同
令
第

1
1

条
第

２
項

及
び
第

３
項

中
「

対
象
設

備

等
」

と
あ

る
の

は
「

基
礎

的
電
気

通
信

役
務

の
提
供

に
係

る
電

気
通
信

設
備

、
附

属
設
備

並
び

に
土

地
及
び

施

設
」
と

、
同
条

第
３

項
中

「
法
第

3
3

条
第

５
項
の

機
能

に
係

る
も
の

に
あ

っ
て

は
別
表

第
３

様
式

第
２
の

固

定
資

産
帰

属
明

細
表

の
正

味
固
定

資
産

価
額

を
基
礎

と
し

て
、

そ
の
他

の
機

能
に

係
る
も

の
に

あ
っ

て
は
接

続

会
計

規
則

別
表

第
２

様
式

第
４

の
固

定
資

産
帰

属
明

細
表

の
帳

簿
価

額
を

基
礎

と
し

て
算

定
さ

れ
た

額
と

す

る
」

と
あ

る
の

は
「

接
続

会
計
規

則
別

表
第

２
様
式

第
４

の
固

定
資
産

帰
属

明
細

表
の
帳

簿
価

額
に

準
じ
て

算

定
さ

れ
た

額
と

す
る

」
と

、
同
条

第
４

項
中

「
第
一

種
指

定
設

備
管
理

部
門

」
と

あ
る
の

は
「

設
備

管
理
部

門

及
び

設
備

利
用

部
門

」
と

、
「
第

一
種

指
定

電
気
通

信
設

備
」

と
あ
る

の
は

「
設

備
管
理

部
門

及
び

設
備
利

用

部
門

」
と

、
同

条
第

５
項

中
「
対

象
設

備
等

の
第
一

種
指

定
設

備
管
理

運
営

費
」

と
あ
る

の
は

「
基

礎
的
電

気

通
信

役
務

の
提

供
に

係
る

営
業
費

用
」

と
、

「
当
該

機
能

に
係

る
接
続

料
」

と
あ

る
の
は

「
当

該
電

気
通
信

役

務
に

関
す

る
料

金
並

び
に

当
該
電

気
通

信
役

務
の
提

供
に

関
し

他
の
電

気
通

信
事

業
者
と

の
間

で
締

結
す
る

電

気
通

信
設

備
の

接
続

に
関

す
る
協

定
及

び
卸

電
気
通

信
役

務
の

提
供
に

関
す

る
契

約
に
よ

り
取

得
す

る
金
額

又

は
料

金
」

と
、

同
令

第
1
2
条

第
１

項
中

「
当

該
機

能
」

と
あ

る
の

は
「

適
格

電
気

通
信

事
業

者
の

提
供

す
る

基
礎
的

電
気
通

信
役

務
の

提
供
に

係
る

交
付

金
及
び

負
担

金
算

定
等
規

則
第

1
2

条
第
２

項
に

規
定

す
る
電

気

通
信

役
務

」
と

読
み

替
え
る

も
の
と
す

る
。

 

５
・

６
 

（
略

）
 

 



 

四

四 

 

改
 
 
正

 
 
案

 
現

 
 
 

 
 
行

 
別

表
第

1
0
（

第
19

条
関
係
）

 設
備
利
用

部
門
の
基

礎
的
電

気
通
信

役
務

原
価

明
細

表
 

（
略

）
 

注
１

・
２

（
略

）
 

３
 
基

礎
的

電
気

通
信
役
務

と
基
礎
的

電
気
通

信
役
務
以

外
の
電

気
通

信
役

務
と

に
関

連
す

る
原

価
に

つ
い

て

は
、

電
気

通
信

事
業

会
計
規

則
別
表
第

２
様
式

第
1
3
に
規

定
す

る
基

準
に

よ
る

ほ
か

、
適

正
な

基
準

に
よ

り

そ
れ

ぞ
れ

の
役

務
に

配
賦
し

な
け
れ
ば

な
ら
な

い
。
当
該

基
準

に
よ

っ
て

配
賦

す
る

こ
と

が
著

し
く

困
難

な
と

き
は

、
そ

の
全

部
を

主
た
る

関
連
を
有

す
る
事

業
又
は
役

務
に

整
理

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

４
 
一

の
基

礎
的

電
気
通
信

役
務
と
他

の
基
礎

的
電
気
通

信
役
務

と
に

関
連

す
る

原
価

に
つ

い
て

は
、

電
気

通
信

事
業

会
計

規
則

別
表

第
２

様
式

第
1
3
に

規
定
す

る
基
準
に

よ
る

ほ
か

、
適

正
な

基
準

に
よ

り
そ

れ
ぞ

れ
の

役

務
に

配
賦

し
な

け
れ

ば
な
ら

な
い
。
当

該
基
準

に
よ
っ
て

配
賦

す
る

こ
と

が
著

し
く

困
難

な
と

き
は

、
そ

の
全

部
を

主
た

る
関

連
を

有
す
る

事
業
又
は

役
務
に

整
理
す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

５
 
控

除
対

象
原

価
と
控
除

対
象
原
価

以
外
の

原
価
と
に

関
連
す

る
原

価
に

つ
い

て
は

、
電

気
通

信
事

業
会

計
規

則
別

表
第

２
様

式
第

1
3
に
規
定

す
る
基

準
に
よ

る
ほ
か
、

適
正

な
基

準
に

よ
り

そ
れ

ぞ
れ

の
役

務
に

配
賦

し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
当
該

基
準
に
よ

っ
て
配

賦
す
る
こ

と
が

著
し

く
困

難
な

と
き

は
、

そ
の

全
部

を
主

た
る

関
連

を
有

す
る

事
業

又
は
役

務
に
整
理

す
る
こ

と
が
で
き

る
。

 

 

別
表
第

1
0
（

第
19

条
関
係
）

 設
備
利
用

部
門
の
基

礎
的
電

気
通
信
役

務
原
価

明
細
表
 

（
略
）

 

注
１

・
２

（
略

）
 

３
 

基
礎

的
電

気
通

信
役

務
と

基
礎

的
電

気
通

信
役

務
以

外
の

電
気

通
信

役
務

と
に

関
連

す
る

原
価

に
つ

い
て

は
、

電
気

通
信

事
業

会
計

規
則
別

表
第

２
様

式
第

1
6

に
規
定

す
る
基

準
に

よ
る

ほ
か
、

適
正

な
基

準
に
よ

り

そ
れ

ぞ
れ

の
役

務
に

配
賦

し
な
け

れ
ば

な
ら

な
い
。

当
該

基
準

に
よ
っ

て
配

賦
す

る
こ
と

が
著

し
く

困
難
な

と

き
は

、
そ

の
全

部
を

主
た
る

関
連
を
有

す
る
事

業
又
は
役

務
に
整

理
す
る
こ

と
が
で

き
る
。
 

４
 
一

の
基

礎
的

電
気

通
信
役
務

と
他

の
基

礎
的
電

気
通

信
役

務
と
に

関
連

す
る

原
価
に

つ
い

て
は

、
電
気

通
信

事
業

会
計

規
則

別
表

第
２

様
式
第

1
6

に
規

定
す
る

基
準

に
よ

る
ほ
か

、
適

正
な

基
準
に

よ
り

そ
れ

ぞ
れ
の

役

務
に

配
賦

し
な

け
れ

ば
な

ら
な
い

。
当

該
基

準
に
よ

っ
て

配
賦

す
る
こ

と
が

著
し

く
困
難

な
と

き
は

、
そ
の

全

部
を

主
た

る
関

連
を

有
す
る

事
業
又
は

役
務
に

整
理
す
る

こ
と
が

で
き
る
。

 

５
 
控

除
対

象
原

価
と

控
除
対
象

原
価

以
外

の
原
価

と
に

関
連

す
る
原

価
に

つ
い

て
は
、

電
気

通
信

事
業
会

計
規

則
別

表
第

２
様

式
第

16
に
規
定

す
る

基
準

に
よ
る

ほ
か

、
適

正
な
基

準
に

よ
り

そ
れ
ぞ

れ
の

役
務

に
配
賦

し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
当

該
基
準

に
よ

っ
て

配
賦
す

る
こ

と
が

著
し
く

困
難

な
と

き
は
、

そ
の

全
部

を
主
た

る

関
連

を
有

す
る

事
業

又
は
役

務
に
整
理

す
る
こ

と
が
で
き

る
。

 

 

  



 

四
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附 

則 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
経
過
措
置
） 

２ 

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日
以
前
に
終
了
す
る
事
業
年
度
に
係
る
財
務
諸
表
及
び
接
続
会
計
報
告
書
等
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
電
気
通
信
事
業
会
計
規
則
及
び
第
一

種
指
定
電
気
通
信
設
備
接
続
会
計
規
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
以
前
に
終
了
す
る
事
業
年
度
に
係
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
電
気
通
信
事
業
会
計
規
則
別
表
第
二
様
式
第
14
の
表
特
定
電
気
通
信
役
務
以
外
の
指
定

電
気
通
信
役
務
の
欄
に
つ
い
て
は
、
Ｆ
Ｔ
Ｔ
Ｈ
ア
ク
セ
ス
サ
ー
ビ
ス
の
欄
及
び
そ
の
他
の
欄
の
記
載
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

４ 

前
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
電
気
通
信
事
業
会
計
規
則
別
表
第
二
様
式
第
14
の
表
特
定
電
気
通
信
役
務
以
外
の
指
定
電
気
通
信
役
務
の
欄
に
つ
い
て
Ｆ
Ｔ
Ｔ
Ｈ

ア
ク
セ
ス
サ
ー
ビ
ス
の
欄
及
び
そ
の
他
の
欄
の
記
載
を
省
略
す
る
場
合
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
電
気
通
信
事
業
会
計
規
則
別
表
第
二
様
式
第
14
の
記
載
上
の
注
意
２
の
規
定
は
、

な
お
効
力
を
有
す
る
。 

 


	00 表紙.doc
	01-1 接続委員会報告書.doc
	01-2 接続委員会報告書別添.doc
	02-1 ユニバ委員会報告書.doc
	02-2 ユニバ委員会報告書別添.doc
	03-1 答申書（案）.doc
	03-2 答申書別紙１（修正前後）.doc
	04 概要v5.4.doc
	05 参考資料（改）.ppt



